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第
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序

説

問
題
の
所
在
と
本
稿
の
基
本
的
視
座

第
一
節

問
題
の
所
在

違
法
性
の
意
識
(
可
能
性
)

は
「
故
意
」
の
要
素
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
「
故
意
」

の
体
系
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
と
関
連
し
、

激
し
く
争
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
法
律
の
錯
誤
」
「
禁
止
の
錯
誤
」
あ
る
い
は
「
違
法
性
の
錯
誤
」
と

い
っ
た
い
わ
ば
「
故
意
」
の
消
極
面
に
つ
い
て
そ
の
基
本
的
な
対
立
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
学
説
は
、
故
意
に
違
法
性
の
意
識
は
要
し
な
い

と
す
る
「
不
要
説
」
、
そ
の
修
正
型
と
し
て
、
自
然
犯
に
は
不
要
と
す
る
が
法
定
犯
に
は
要
す
る
と
す
る
「
自
然
犯
法
定
犯
区
別
説
」
、
故
意

に
は
違
法
性
の
意
識
を
要
す
る
と
す
る
「
厳
格
故
意
説
」
、
い
わ
ゆ
る
法
律
の
過
失
は
故
意
に
準
じ
て
取
扱
う
べ
し
と
す
る
「
法
律
過
失
準

故
意
説
」
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
故
意
の
要
素
と
す
る
「
制
限
故
意
説
」
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
は
故
意
と
は
独
立
の
責
任
要
素

で
あ
る
と
す
る
「
責
任
説
」
(
こ
の
説
も
更
に
、
正
当
化
事
由
の
錯
誤
を
事
実
の
錯
誤
と
す
る
制
限
責
任
説
、
こ
れ
を
違
法
性
の
錯
誤
と
す

違法性の意識に関する一考察

る
厳
格
責
任
説
に
細
分
さ
れ
る
)
に
分
類
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
学
説
の
対
立
に
も
拘
ら
ず
、
我
国
の
判
例
は
、
大
審
院
以
来
一
貫
し
て
、
不
要
説
の
立
場
を
堅
持
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
最

高
裁
も
、
自
然
犯
・
法
定
犯
を
問
わ
ず
、
違
法
性
の
意
識
は
故
意
の
要
件
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
判
例
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
犯
意
ハ
犯
罪
ヲ
構
成
ス
ヘ
キ
自
然
的
若
ハ
法
律
的
事
実
ノ
認
識
ニ
シ
テ
斯
ル
認
識
ニ
シ
テ
存
在
セ
ン
カ
責
任
能
力
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ヲ
有
ス
ル
通
常
人
ハ
所
謂
違
法
ノ
認
識
又
ハ
意
識
ヲ
モ
有
ス
ヘ
キ
ヲ
普
通
ト
ス
ヘ
ク
又
ハ
少
ク
ト
モ
之
ヲ
期
待
シ
得
ヘ
ク
然
ル
ニ
モ
拘
ラ
ス

尚
且
犯
意
ノ
成
立
ニ
ハ
更
ニ
必
ス
違
法
ノ
認
識
又
ハ
意
識
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
或
ハ
責
任
能
力
ヲ
有
シ
乍
ラ
道
義
心
遵
法
心
等
ニ
乏
シ
キ

カ
若
ハ
悪
習
堕
落
等
ニ
因
リ
之
ヲ
失
ヒ
タ
ル
カ
又
ハ
特
殊
ノ
思
想
信
念
ニ
基
ク
等
ノ
理
由
ニ
因
リ
犯
罪
事
実
ニ
対
ス
ル
違
法
ノ
認
識
又
ハ
意



説

識
ヲ
欠
ク
カ
如
キ
者
ノ
処
罰
ヲ
逸
ス
ル
ノ
虞
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
或
ハ
国
家
社
会
的
秩
序
感
ノ
特
一
一
鋭
敏
ニ
シ
テ
之
カ
為
犯
罪
事
実
ニ
対
ス
ル

~~ 

員岡

違
法
ノ
認
識
又
ハ
意
識
ノ
異
常
ニ
深
刻
明
確
ナ
ル
カ
如
キ
者
ヲ
却
ッ
テ
強
キ
犯
意
ア
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
重
ク
処
罰
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
不
当

ナ
ル
結
果
ヲ
生
シ
従
テ
健
全
ナ
ル
通
常
人
ノ
道
義
的
責
任
ヲ
重
ン
ス
ヘ
キ
刑
罰
法
規
ノ
目
的
ニ
背
反
ス
ル
」
と
。
ま
た
、
「
〔
罪
と
な
る
べ
き

事
実
を
〕
認
識
し
な
が
ら
犯
行
を
敢
え
て
し
た
以
上
は
、

そ
の
聞
に
如
何
な
る
心
理
上
の
経
過
あ
る
を
問
わ
ず
、

そ
の
認
識
あ
る
だ
け
で
通

常
抑
制
感
情
又
は
反
対
動
機
を
起
す
期
待
可
能
性
あ
る
が
故
に
法
律
的
責
任
を
認
め
て
、

そ
の
犯
人
を
非
難
し
処
罰
す
る
の
で
あ
る
。
.

〔
中
略
〕
:
:
:
罪
と
な
る
べ
き
事
実
と
は
、
刑
罰
法
令
各
本
条
の
前
半
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
具
体
的
事
実
を
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実
は
、
単
な
る
赤
裸
々
な
自
然
的
事
実
で
は
な
く
、
当
該
法
条
立
法
の
際
禁
止
せ
ん
と
し
た
実
質
的
違
法
に
ま
み

れ
、
こ
れ
に
化
体
し
た
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
犯
意
あ
り
と
す
る
に
は
、

か
か
る
違
法
化
し
た
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
認
識
す
る
を
以
て

足
り
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
犯
意
の
成
立
に
は
違
法
性
の
認
識
を
要
し
な
い
」
と
も
判
一
不
さ
れ
て
い
る
。

判
例
が
不
要
説
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、
刑
法
第
三
八
条
三
項
の
文
言
上
の
解
釈
問
題
に
加
え
て
、
次
の
諸
点
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。
山
「
法
の
不
知
は
害
す
る
」
「
法
律
の
不
知
は
何
人
を
も
許
さ
な
い
」
と
い
う
法
格
言
は
ロ

l
マ
法
以
来
の
伝
統
で
あ
り
、
凶
法

律
は
他
律
的
規
範
で
あ
り
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
者
が
規
範
の
意
味
を
知
る
必
要
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
川
国
民
は
全
て
法
を
知
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
更
に
上
記
判
示
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
凶
刑
罰
法
相
況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
構
成
事
実
は
、
単
に
裸

の
自
然
的
事
実
で
は
な
く
、
価
値
に
満
ち
、
実
質
的
違
法
を
担
っ
た
事
実
で
あ
り
、
責
任
能
力
者
で
あ
れ
ば
犯
罪
構
成
事
実
の
認
識
に
よ
り

違
法
性
の
意
識
を
も
つ
こ
と
は
通
常
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
期
待
し
得
る
。
同
故
意
に
違
法
性
の
意
識
を
要
す
る
な
ら
、
例
え
ば
規

範
意
識
の
鈍
磨
し
た
常
習
犯
や
、
独
自
の
思
想
・
信
条
か
ら
自
己
の
行
為
の
正
当
性
を
信
じ
て
や
ま
ぬ
確
信
犯
な
い
し
良
心
犯
を
処
罰
し
得

ず
、
か
え
っ
て
規
範
意
識
に
敏
感
繊
細
な
者
を
重
く
処
罰
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
附
必
要
説
は
行
政
取
締
法
規
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る

法
定
犯
に
つ
い
て
も
違
法
性
の
意
識
を
要
求
す
る
も
の
で
、
違
法
性
の
認
識
が
な
か
っ
た
と
い
う
被
告
人
の
抗
弁
を
許
す
こ
と
に
な
り
、
裁

北法36(3・136)800 



判
所
と
し
て
は
、
法
の
不
知
の
抗
弁
が
増
加
す
る
と
、
そ
の
主
張
の
当
否
を
そ
の
都
度
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
刑
事
裁
判
手
続

が
慎
雑
化
す
る
、
と
い
っ
た
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
川
の
理
由
は
、
そ
の
法
格
言
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
根
拠
と
は
な
ら

な
い
と
さ
れ
、

ωの
理
由
は
法
規
範
の
評
価
規
範
と
し
て
の
性
質
を
強
調
し
た
に
す
ぎ
ず
、
命
令
規
範
と
し
て
の
側
面
を
看
過
す
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
、
同
の
理
由
は
単
な
る
擬
制
に
す
ぎ
ず
社
会
的
現
実
に
相
応
せ
ず
、
何
ら
合
理
的
根
拠
を
持
た
な
い
と
さ
れ
、
そ
れ

ら
の
論
拠
は
、
責
任
主
義
の
理
念
に
反
す
る
も
の
と
し
て
多
く
の
学
説
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
残
さ
れ
た
問
題

と
し
て
、
凶
に
関
し
て
、
責
任
能
力
者
で
あ
る
こ
と
と
犯
罪
事
実
の
認
識
と
が
直
ち
に
反
対
動
機
の
形
成
と
結
び
つ
く
の
か
、
違
法
性
の
意

識
を
故
意
に
要
し
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
、
事
実
認
識
と
し
て
の
故
意
に
つ
い
て
、
単
な
る
自
然
的
・
外
形
的
事
実
だ

け
で
な
く
、

よ
り
豊
か
な
価
値
的
・
規
範
的
事
実
に
つ
い
て
の
認
識
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
聞
に
関
し
て
、
果
し
て
違
法

性
の
意
識
は
行
為
者
固
有
の
規
範
意
識
と
同
義
な
の
か
、
自
己
の
行
為
が
客
観
的
に
妥
当
す
る
価
値
秩
序
(
規
範
)

で
い
か
に
評
価
さ
れ
る

の
か
と
い
う
こ
と
の
認
識
と
、
固
有
の
価
値
表
象
に
も
と
づ
く
行
為
者
自
身
の
価
値
感
情
的
意
識
と
は
こ
れ
を
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
、

違法性の意識に関するー考察

そ
し
て
最
後
に
、
同
に
関
し
て
、
国
家
の
側
の
取
締
目
的
と
い
う
積
極
的
な
刑
事
政
策
的
考
慮
と
、
市
民
に
対
す
る
責
任
原
則
の
保
障
と
を

ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
の
か
、

そ
し
て
、

そ
れ
は
刑
事
訴
訟
手
続
的
に
い
か
に
調
整
さ
れ
る
べ
き
か
、

と
い
っ
た
問
題
が
重
要
な
意
味
を

も
っ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
意
識
し
て
か
、
上
述
の
よ
う
な
大
審
院
・
最
高
裁
の
態
度
は
、
近
時
、
下
級
裁
判
所
に
お
い
て
修
正
さ
れ
つ
つ

い
わ
ゆ
る
法
律
の
錯
誤
に
つ
い
て
「
相
当
の
理
由
」
が
あ
る
と
き
は
故
意

を
阻
却
す
る
と
明
示
す
る
裁
判
例
は
既
に
昭
和
二

0
年
代
後
半
か
ら
見
う
け
ら
れ
た
が
、
昭
和
四

0
年
代
に
入
り
、
い
わ
ゆ
る
「
黒
い
雪
」

事
件
に
お
い
て
、
法
律
の
錯
誤
に
お
け
る
「
相
当
の
理
由
」
の
判
断
基
準
に
つ
き
、
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
「
被
告
人
両
名
等
本
件
映
画
の

あ
る
こ
と
も
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

公
開
関
係
者
は
、
右
〔
映
倫
〕
審
査
の
通
過
に
よ
っ
て
、
本
件
映
画
の
上
映
が
刑
法
上
の
狼
襲
性
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
な
ど
は
全
く
予
想

北法36(3・137)801 
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等
、
前
叙
の
ご
と
き
諸
般
の
事
情
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
:
:
:
本
件
映
画
の
上
映
も
ま
た
:
:
:
法
律
上
許
容
さ
れ
た
も
の
と
信
ず
る
こ
と
に
つ
ト

き
相
当
の
理
由
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
」
る
と
判
示
し
て
、
具
体
的
な
判
断
基
準
を
提
示
し
て
い
る
点
で
重
明
な
意
義
を
有
す
る
。
一
向

そ

の

後

の

判

例

に

お

い

て

も

維

持

・

適

用

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

北

こ
の
「
相
当
の
理
由
」
の
有
無
に
よ
る
判
断
構
造
は
、

せ
ず
、
社
会
的
に
是
認
さ
れ
、
法
律
上
許
容
さ
れ
た
も
の
と
信
じ
て
公
然
こ
れ
を
上
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
:
・
:
明
白
で
あ
り
、
映
倫

管
理
委
員
会
制
度
発
足
の
趣
旨
、
こ
れ
に
対
す
る
社
会
的
評
価
並
び
に
同
委
員
会
の
審
査
を
受
け
る
製
作
者
そ
の
他
の
上
映
関
係
者
の
心
情

平
野
博
士
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
裁
判
所
お
よ
び
検
察
官
は
、
事
件
に
よ
っ
て
は
違
法
性
の
意
識
が
な
か
っ
た
と
し
て
無
罪
と
す
る
こ

と
に
合
理
性
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
」
、

そ
の
判
断
基
準
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
不
当
に
広
く
適
用
さ
れ
、
多
く
の
無
罪
を
生
む
お

そ
れ
が
あ
る
と
の
危
慎
か
ら
、
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
が
必
要
だ
と
い
う
原
則
を
正
面
か
ら
認
め
る
こ
と
を
跨
陪
し
て
い
る
の
が
現
在

の
法
律
状
態
だ
」
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
学
説
に
お
い
て
近
時
、
制
限
故
意
説
お
よ
び
責
任
説
と
い
っ
た
違
法
性
の
意
識
の

「
可
能
性
説
」
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
動
向
と
も
相
応
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
今
後
の
課
題
は
錯
誤
に
つ
い
て
の
「
相
当
の
理
由
」

努
力
が
現
在
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

違
法
性
の
錯
誤
の
問
題
は
、
違
法
性
の
意
識
可
能
性
説
を
中
心
と
し
て
「
学
説
、
立
法
、
判
例
三
者
が
機
能
的
に
ほ
ぼ
同
じ
方
向
に
進
展

の
内
容
分
析
や
類
型
化
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
か
よ
う
な

こ
の
よ
う
に
責
任
論
の
よ
り
実
践
的
か
つ
重
要
な
問
題
と
し
て
、
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
」
を
い
か
な
る
基
準
で
判
断
し
、
国

家
刑
罰
を
ど
の
よ
う
に
合
理
的
に
限
定
し
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
課
題
が
現
在
の
刑
法
解
釈
学
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が

そ
れ
で
は
そ
こ
に
言
う
「
違
法
性
の
意
識
」
と
は
、

そ
も
そ
も
い
か
な
る
も
の
か
、

ど
の
よ
う
な
心
理
的
実
体
を
備
え
る
と
き
に
行
為
者
に

対
し
反
対
動
機
を
形
成
せ
し
め
得
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
行
為
者
の
責
任
を
問
う
に
際
し
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
は
、

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
故
意
の
体
系
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
、
あ
る
い
は
そ



れ
と
密
接
に
関
わ
る
犯
罪
論
の
体
系
構
成
の
問
題
と
い
っ
た
い
わ
ば
範
障
論
的
問
題
に
関
心
が
向
け
ら
れ
、

一
つ
に
は
、
故
意
の
本
質
を
め

ぐ
る
意
思
主
義
・
認
識
主
義
の
対
立
か
ら
、
主
と
し
て
事
実
認
識
と
し
て
の
「
未
必
の
故
意
」
の
限
界
の
問
題
に
つ
い
て
精
力
が
注
が
れ
て

(
却
)

き
た
こ
と
に
、
そ
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
や
我
々
は
「
違
法
性
の
意
識
」
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
べ
き
で

あ
る
。
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
」
あ
る
い
は
法
律
の
錯
誤
に
つ
い
て
の
「
相
当
な
理
由
」
を
検
討
す
る
上
で
も
、
「
違
法
性
の
意
識
」
そ

の
も
の
の
心
理
的
実
体
な
い
し
そ
の
実
体
的
要
件
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
さ
る
基
礎
的
作
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
は
「
違
法
性
の
意
識
」
の
概
念
規
定
の
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
違
法
性
の
意
識
は
責
任
非
難
の
中
核
を
形
成
す
る
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
違
法
性
の
意
識
は
、
行
為
意
思
に
作
用
し
、

反
対
動
機
を
形
成
し
「
規
範
」
に
従
っ
た
行
為
へ
と
動
機
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
心
理
的
基
盤
で
あ
り
、
違
法
性
の
意
識
が
あ
り
な
が

ら
、
つ
ま
り
適
法
行
為
へ
向
か
う
反
対
動
機
を
形
成
し
得
た
に
も
拘
ら
ず
当
該
犯
罪
行
為
へ
と
決
意
し
た
点
に
、
意
識
的
な
反
規
範
的
態
度
、

否
認
さ
る
べ
き
法
的
心
情
が
み
と
め
ら
れ
、
「
完
全
な
責
任
非
難
」
が
肯
定
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
行
為
者
の
「
違

違法性の意識に関する一考察

法
性
の
意
識
」
を
も
っ
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
意
味
内
容
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
行
為
者
が
い
か
な
る
種

類
の
「
規
範
」
の
下
に
自
分
の
行
為
を
包
摂
し
、
そ
れ
を
い
か
な
る
意
味
で
「
許
さ
れ
な
い
」
も
の
と
考
え
て
い
る
の
か
、

つ
ま
り
違
法
性

の
意
識
は
い
か
な
る
種
類
の
「
規
範
」
と
関
係
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
「
違
法
性

の
意
識
」
と
「
違
法
性
の
錯
誤
」
の
限
界
、
あ
る
い
は
「
完
全
な
責
任
非
難
」
と
「
減
軽
さ
れ
た
責
任
」
と
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
違
法
性
の
意
識
」
と
「
違
法
性
の
錯
誤
」
と
の
限
界
問
題
を
解
明
す
る
た
め
の
前

提
的
作
業
と
し
て
、
こ
の
違
法
性
の
意
識
の
「
認
識
対
象
・
内
容
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
学
説
の
中
で
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
犯
・
刑
事
犯
に
関
し
て
、
違
法
性
の
意
識
に
い
う
「
違
法
性
」
と

(
お
}

は
、
「
反
条
理
性
」
と
か
「
国
民
的
道
義
軌
範
違
反
」
あ
る
い
は
「
道
徳
則
に
反
す
る
不
正
」
と
い
っ
た
前
法
律
的
規
範
違
反
と
し
て
理
解

北法36(3・139)803 



説

「

M
J
}

す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
、
「
反
社
会
性
の
認
識
」
を
違
法
性
の
意
識
と
す
る
判
例
も
見
、
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
現
在
の
通
説
・
判
例
は
、
違
法
性
の
意
識
に
い
う
「
違
法
性
」
と
は
「
法
律
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
」
、
あ
る
い
は
形
式
的
な

詰命

法
律
の
規
定
で
は
な
く
「
実
質
的
な
違
法
性
」
を
い
う
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
最
近
に
な
づ
て
町
野
教
授
が
、
責
任
説
の
立
場

か
ら
違
法
性
の
意
識
に
は
「
可
罰
的
刑
法
違
反
の
認
識
」
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
、

そ
の
所
説
を
責
任
概
念
の
中
に
刑
事
政
策
的
考
慮
な
い

-
出
)

し
刑
罰
目
的
論
を
導
入
す
る
「
可
罰
的
責
任
論
」
な
い
し
「
実
質
的
責
任
論
」
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
行
為
当
時
刑
罰
威
嚇

が
行
為
を
回
避
す
る
動
機
付
け
と
な
り
う
る
よ
う
な
行
為
者
の
心
理
状
態
が
責
任
の
基
礎
と
さ
れ
、
刑
罰
の
も
つ
犯
罪
抑
止
効
果
が
違
法
性

の
意
識
の
問
題
に
関
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
と
し
て
行
為
者
の
意
識
内
容
に
ど
の
よ
う
な
内
実
を
求
め
、

い
か
な
る
種
類
の
規
範
を
措
定

(
却
)

す
る
か
は
、
刑
法
の
機
能
、
刑
罰
目
的
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
と
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
も
情
意

し
つ
つ
従
来
西
ド
イ
ツ
お
よ
び
我
国
で
主
張
さ
れ
た
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
・
内
容
に
つ
い
て
の
議
論
を
考
察
し
、
私
な
り
の
見
解
を

提
示
し
て
み
た
い
。

(
1
)

「
違
法
性
の
意
識
」

2
8
F
5
5
Z
2
口己
R
F
S
Z
3
己早川
Z-ご
と
い
う
表
現
の
他
、
「
不
法
意
識
」

2
8
C
口『め円
F
Z
σ
2
z
p門
印

E
ロ
)
、
「
不
法
理
解
」

2
5
C
ロ「巾円宮田
2
5
2
円
宮
)
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
同
義
の
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。

「
違
法
性
の
意
識
」
は
単
に
違
法
性
の
「
表
象
」
な
い
し
「
認
識
」
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
違
法
性
の
意
識
は
、
当
該
行
為
が
何
ら
か

の
意
味
で
「
許
さ
れ
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
漠
然
と
で
も
意
識
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
(
例
え
ば
、
植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論
I
総
論
」
(
昭
和
四
九
年
)
二
四
四
頁
、
大
塚
仁
「
刑
法
概
説
(
総
論
)
〔
増
補
〕
』
(
昭
和
五

O
年
)
二
九
三
頁
)
、
明
瞭
な
知
覚
作
用
な
い
し
表
象
作
用
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
種
の
法
感
情
の
存
在
で
あ
る
。
土
建
法
感
」
と
い
っ

て
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
法
感
情
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
の
表
象
に
拒
否
的
な
感
情
が
付
与
さ
れ
、
当
該
行
為
を
思
い
止
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
い
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違法性の意識に関する一考察

う
抑
制
的
表
象

(
E
S
S
E四
回
〈
。
「
印
豆
Z
ロ
間
)
が
行
為
者
に
お
い
て
作
用
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
(
植
松
・
前
掲
書
二
四
回
頁
、
〉
「
門
町
民

間
白
己
『
呂
田
口
戸
。
白
印
己
ロ
「
巾
口
E
Z
F
g司己
3
2
2
ロ
】
口
乱
角
川
『
∞
三
回
己
}
《
比
四
『
『
巾
己
巾
日
目
許
『
白
『
「
巾
円
Ege]{mv品
少

凶

e
H
O
O
-
H
H
、N
H
日
C-Hmwω
・白
z
n
z
R白
ユ
開
口
聞
い
印
円
E・、門田門
σ。ー

印
片
包
含
E
h
H
A
Z
E
E乱
〈
q
E
5
2・Z
呂
町
内
一
河
内
円
Z
P
E
m
E
m印
同
「
吉
且
m
p
N
g
t
ξ
E
e叶
0・
5
印
∞
-
∞
印
寸
N円
)
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
メ
ツ
ガ

l
(
E
B
E
E
P
-
R
-

間
三
が
、
深
層
心
理
学
の
知
見
に
も
と
づ
き
、
故
意
に
要
求
さ
れ
る
「
現
実
的
認
識
(
意
識
こ
の
中
に
「
感
情
」
の
警
告
ぺ
の
え

5
Z
2
1
g与
『
ロ
ロ
口
問
)
と

い
う
意
識
の
周
縁
に
あ
る
心
理
的
現
象
を
も
取
り
込
み
、
こ
の
よ
う
な
感
情
的
な
色
調
は
、
一
般
に
事
実
認
識
よ
り
は
不
法
の
意
識
に
関
し
て
よ
り
証
明

し
易
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
よ
う
に
(
宮
内
お
戸

F
E宮
高
2

R。
ョ
ョ
S
H
R
-
∞
・
〉
三
日
早
日
4
・
m
g
〉
ロ
ヨ
ロ
-
ψ
(
印
ム
∞
N))、
違
法
性
の
意
識
を
、
心
理

作
用
に
お
け
る
「
感
情
」
的
要
素
を
含
め
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
立
場
と
も
一
致
す
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
違
法
性
の
意
識
」
が
、
事
実

認
識
と
し
て
の
「
故
意
」
と
は
異
な
り
、
何
ら
か
の
規
範
的
価
値
を
認
識
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
よ
り
一
一
層
感
情
的
要
素
を
伴
い
や
す
い
側

面
を
持
つ
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
(
香
川
教
授
や
内
田
教
授
は
こ
の
点
で
、
違
法
性
の
意
識
の
も
つ
「
規
範
的
側
面
」
を
強
調
さ
れ
る
。
香
川
達
夫

『
刑
法
総
論
〔
改
訂
版
〕
』
(
昭
和
四
七
年
)
八
一
頁
、
内
田
文
昭
『
刑
法

I
(総
論
)
』
(
昭
和
五
二
年
)
一
一
一
一
一
一
ニ
頁
)
。
こ
こ
で
は
違
法
性
の
表
象
に
も
と

づ
く
動
機
形
成
過
程
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
違
法
性
の
「
認
識
」
と
い
う
よ
り
も
、
行
為
者
心
理
の
全
体
(
認
識
的
要
素
・
感
情
的
要
素
・
意
欲
的

要
素
)
を
指
称
す
る
も
の
と
し
て
、
違
法
性
の
「
意
識
」
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
ろ
う

(
M
・
E
-
マ
イ
ヤ

l
は
、
意
思
を
意
識
の
基
本
的
エ
、
不
ル
ギ
ー

と
し
て
考
え
る
ヴ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
統
覚
心
理
学
に
依
拠
し
て
、
意
識
的
な
心
理
活
動
を
意
思
活
動
と
し
て
捉
え
、
意
思
は
、
我
々
を
動
か
す
意
識
的
経

過
の
総
体
で
あ
る
と
し
て
意
思
責
任
を
主
張
し
、
表
象
を
外
在
す
る
客
体
に
対
す
る
心
理
状
態
な
い
し
経
過
(
す
な
わ
ち
知
覚
・
想
起
・
想
像
心
像
)
と

し
て
理
解
し
、
感
情
は
こ
の
表
象
に
付
随
し
て
快
・
不
快
と
し
て
意
識
さ
れ
る
心
理
状
態
に
す
ぎ
な
い
、
と
主
張
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
玄
・
何
・
玄
ミ

R
・

0
5
M
n
E
E
E『Z
Z
S
E
E
m
z
E
5
2
〉
丘
町
ロ

E
g
g『z
n
F
F
E
E
-
m
-
N
町民

5
目

F
a
m・
2

E
己的

ω
斗
民
知
・
情
・
意
の
い
ず
れ
を
強
調
す
る

か
は
、
心
理
学
研
究
史
に
お
い
て
も
争
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
三
要
素
は
行
為
者
の
心
理
活
動
を
理
解
す
る
上
で
、
い
ず
れ
も
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
)
。
も
っ
と
も
、
犯
罪
論
体
系
の
構
成
上
、
不
法
構
成
要
件
の
要
素
を
「
法
益
侵
害
的
音
ω
恩
態
度
」
と
し
、
責
任
構
成
要

件
要
素
と
し
て
の
「
故
意
性
」
を
認
識
的
要
素
な
い
し
情
緒
的
要
素
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
違
法
性
の
意
識
か
ら
意
思
的
要
素
を
排
除
す
る
シ
ユ

ミ
ソ
ト
ホ
イ
ザ
l
の
立
場
(
こ
れ
に
つ
き
本
稿
第
一
章
第
二
節
註
間
参
照
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
意
思
的
要
素
を
体
系
上
ど
こ
に
位
置
づ
け
る
か
、
あ

る
い
は
、
違
法
性
の
意
識
に
は
意
思
的
要
素
を
含
ま
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
別
個
の
考
慮
を
要
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
い
わ
ゆ
る
「
未

必
の
違
法
意
識
」
の
限
界
と
の
関
係
で
、
稿
を
改
め
て
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
・
内
容
を
示
す
意
味
で
、
「
反
倫
理
性
の
認
識
」
、
「
反
社
会
性
(
社
会
的
有
害
性
)
の
認
識
」
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説

と
か
、
「
一
般
的
違
法
性
の
認
識
」
あ
る
い
は
「
可
罰
的
違
法
性
(
可
罰
性
)
の
認
識
」
な
と
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
が
、
勿
論
こ
れ
は
、
上
述
の
意
味

で
の
違
法
性
の
意
識
の
感
情
的
な
い
し
意
欲
的
側
面
を
看
過
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
違
法
性
の
意
識
は
、
何
ら
か
の
規
範
的
価
値
評
価
と
結
び

つ
く
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
よ
う
な
表
象
・
認
識
に
よ
っ
て
す
で
に
、
当
該
行
為
を
思
い
止
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
抑
制
的
表
象
が
作
用
し
て
い

る
も
の
と
言
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
当
該
行
為
が
何
ら
か
の
意
味
で
無
価
値
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
許
き
れ
な
い
」
も
の
で
あ
る
こ
と
の
表
象
・
認

識
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
は
反
対
動
機
の
形
成
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
表
象
に
付
随
す
る
感
情
的
側
面
は
、
そ
の
動
機
づ
け
の
強
弱
の

程
度
を
左
右
す
る
も
の
と
一
言
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
意
味
で
「
違
法
性
の
意
識
」
の
存
否
(
O
F
)

の
問
題
は
、
そ
の
認
識
的
側
面
に
お
い
て
尽

く
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
的
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

違
法
性
の
意
識
が
何
ら
か
の
規
範
的
価
値
判
断
の
表
象
な
い
し
認
識
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
行
為
者
自
身
の
固
有
の
価
値
判
断
あ
る
い
は
規
範
意

識
と
同
一
に
帰
す
る
の
か
否
か
は
改
め
て
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
こ
の
点
は
本
稿
序
説
第
二
節
四
で
検
討
す
る
)

0

更
に
、
「
違
法
性
の
意
識
」

と
、
(
構
成
要
件
的
故
意
お
よ
び
違
法
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
認
識
を
含
め
た
意
味
で
の
)
事
実
認
識
と
し
て
の
「
故
意
」
と
は
、
そ
の
認
識
対
象
と
の

関
係
で
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
故
意
」
を
自
然
的
・
社
会
的
事
実
の
認
識
と
い
い
、
「
違
法
性
の
意

識
」
を
何
ら
か
の
規
範
的
価
値
の
認
識
(
な
い
し
意
識
)
と
い
う
も
、
と
く
に
規
範
的
構
成
要
件
要
素
や
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
認
識
に
つ
い
て

は
、
違
法
性
の
意
識
と
の
区
別
が
媛
昧
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
は
、
「
事
実
の
錯
誤
」
と
「
違
法
性
の
錯
誤
」
を

ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
区
別
す
る
の
か
と
い
う
問
題
領
域
の
中
で
具
体
的
に
論
定
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
不
要
説
を
と
る
者
と
し
て
、
泉
二
新
熊
『
日
本
刑
法
論
上
巻
(
総
論
)
』
(
昭
和
二
年
)
四
六
八
頁
以
下
、
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
」
(
昭
和
四
四
年
)

五
五
六
頁
以
下
(
も
っ
と
も
教
授
は
そ
の
後
、
必
要
説
に
改
説
さ
れ
た
。
後
註

(
4
)
参
照
)

0

(
3
)
区
別
説
を
と
る
者
と
し
て
、
牧
野
英
一
「
重
訂
日
本
刑
法
(
上
巻
総
論
)
』
(
昭
和
一
二
年
)
一
二
四
頁
以
下
と
く
に
一
二
七
頁
以
下
、
八
木
幹
『
刑
法

に
お
け
る
法
律
の
錯
誤
』
(
昭
和
二
七
年
)
三

O
二
頁
以
下
、
坂
本
武
志
『
刑
法
講
義
』
(
昭
和
四
六
年
)
一
一
一
頁
、
二
二
頁
。

な
お
、
牧
野
博
士
は
、
法
律
の
錯
誤
が
実
際
上
問
題
と
な
る
法
定
犯
に
つ
き
、
そ
の
独
自
の
社
会
的
責
任
論
の
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、
違
法
性
の
意

識
(
但
し
、
博
士
は
「
違
法
の
認
識
」
と
い
う
表
現
を
用
い
ら
れ
る
)
を
要
す
る
と
さ
れ
、
不
要
説
の
権
威
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
批
判
的
態
度
を
表

明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
博
士
の
見
解
は
、
実
は
本
来
必
要
説
に
算
入
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
(
こ
の
点
で
、
中
山
研
一

「
牧
野
英
一
の
刑
法
理
論
2
」
法
律
時
報
五
一
巻
五
号
(
昭
和
五
四
年
)
八
四
頁
註

(
3
)
、
大
塚
仁
『
犯
罪
論
の
基
本
問
題
」
(
昭
和
五
七
年
)
一
一
七
一
頁

参
照
)
。

論
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(
4
)
厳
格
故
意
説
を
と
る
者
と
し
て
、
瀧
川
幸
辰
『
犯
罪
論
序
説
(
改
訂
版
)
』
(
昭
和
二
二
年
)
一
二
七
頁
以
下
、
小
野
清
一
郎
『
新
訂
刑
法
講
義
総
論
』

(
昭
和
二
五
年
)
一
五
四
頁
、
平
場
安
治
「
法
律
の
錯
誤
」
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
事
法
講
座
第
二
巻
』
(
昭
和
二
七
年
)
三
五
二
頁
、
同
『
刑
法
総
論
議

義
』
(
昭
和
二
七
年
)
九
八
頁
以
下
、
古
川
経
夫
「
改
訂
刑
法
総
論
』
(
昭
和
四
七
年
)
一
九

O
頁
、
植
松
正
・
前
掲
書
ニ
四
四
頁
、
大
塚
仁
・
前
掲
二
九

二
頁
、
同
・
前
掲
『
犯
罪
論
の
基
本
問
題
』
一
一
七

O
頁
、
内
田
文
昭
・
前
掲
書
二
三
二
頁
、
岡
野
光
雄
「
故
意
」
中
山
他
編
『
現
代
刑
法
講
座
第
二
巻
」

(
昭
和
五
四
年
)
三

O
三
頁
、
中
野
次
雄
『
刑
法
総
論
概
要
』
(
昭
和
五
四
年
)
四

O
頁
、
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
〔
新
版
〕
』
一
一
二
九
頁
、
一
二
四
九
頁
以
下
、

柏
木
千
秋
『
刑
法
総
論
」
(
昭
和
五
七
年
)
二
二
六
頁
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
」
(
昭
和
五
七
年
)
三
四
九
百
八
、
三
五
三

頁
、
三
五
四
頁
註
(
4
)
及
び
三
七
二
真
、
更
に
日
高
義
博
「

H

厳
格
故
意
説
か
ら
の
反
論
」
椴
松
正
他
『
現
代
刑
法
論
争

I
」
(
昭
和
五
八
年
)
二
一

五
頁
以
下
な
ど
。

(
5
)
準
故
意
説
を
と
る
者
と
し
て
、
宮
本
英
傍
「
刑
法
学
粋
』
(
昭
和
六
年
)
三

O
三
頁
、
斎
藤
金
作
「
刑
法
総
論
(
改
訂
版
)
」
(
昭
和
三

O
年
)
一
九
六
頁
、

草
野
豹
一
郎
『
刑
法
要
論
』
(
昭
和
三
一
年
)
八
九
頁
、
下
村
康
正
「
違
法
性
の
過
失
」
日
沖
憲
郎
博
士
還
暦
祝
賀
『
過
失
犯
山
』
(
昭
和
四
一
年
)
一
四

九
頁
、
佐
伯
千
倒
「
同
一
訂
刑
法
講
義
(
総
論
)
』
(
昭
和
五
六
年
)
二
七
八
頁
な
と
。

(
6
)
制
限
故
意
説
を
と
る
者
と
し
て
、
井
上
正
治
『
刑
法
学
(
総
則
)
』
(
昭
和
二
六
年
)
一
四
四
頁
以
下
、
不
破
武
夫
H
井
上
正
治
「
刑
法
総
論
」
(
昭
和

三
O
年
)
一
四
二
頁
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』
(
昭
和
三
二
年
)
二
三
二
頁
以
下
、
同
「
刑
法
綱
要
総
論
〔
改
訂
版
〕
」
(
昭
和
五
四
年
)
二
九
二

頁
以
下
、
板
倉
宏
『
租
税
刑
法
の
基
本
問
題
」
(
昭
和
三
六
年
)
一
五
三
頁
、
日
沖
憲
郎
「
法
律
の
錯
誤
」
平
野
龍
一
他
編
『
判
例
演
習
刑
法
総
論
〔
増

補
版
〕
』
(
昭
和
四
四
年
)
一
二
五
頁
、
平
出
禾
「
刑
法
総
論
」
(
昭
和
四
八
年
)
一
五
九
頁
、
藤
木
英
雄
「
刑
法
講
義
総
論
」
(
昭
和
五

O
年
)
二
七
七

八
頁
な
ど
。

な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
、
「
制
限
故
意
説
」

(
2口
問
巾
印

nF『
吉
宮
内
〈

0
3印
E
F
2
2
m
)
と
は
メ
ッ
ガ

l
(
E
E
E巳
ζ
s
mめ
「
)
の
「
法
盲
目
性
」
な
い
し
「
法

敵
対
性
」
の
理
論
を
指
す
も
の
と
さ
れ
る
(
〈
包
日
S
2
富
山
口
『
担
円

F
¥
N号
戸

2
3守
2
F
F
〉↓・

4
m
E
S
E
-
m
〉
Z
2
5
∞ω
-
m
a
A
m志
向
)
が
、
本
稿
で
は
我
国

の
慣
例
に
従
う
こ
と
に
す
る
(
こ
の
点
、
町
野
朔
「
「
違
法
性
』
の
認
識
に
つ
い
て
」
上
智
法
学
論
集
二
四
巻
三
号
(
昭
和
五
六
年
)
一
九
五
頁
註
(
3
)
、

松
原
久
利
「
違
法
性
の
錯
誤
に
関
す
る
一
考
察
付
」
同
志
社
法
学
三
四
巻
=
百
方
(
昭
和
五
七
年
)
八
六
頁
註
(
1
)
も
同
様
)
。

も
っ
と
も
メ
ッ
カ
ー
は
そ
の
理
論
を
「
行
状
責
任
論
」
に
よ
っ
て
支
え
て
お
り
、
「
人
格
責
任
論
」
の
採
用
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
我
国
の
制
限
故
意

説
と
共
通
の
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
本
稿
序
説
第
二
節
註
(
3
)
参
照
。

(
7
)
責
任
説
を
と
る
者
と
し
て
、
吉
田
常
次
郎
「
法
律
の
錯
誤
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
法
学
新
報
六
三
巻
七
号
(
昭
和
三
一
年
)

違法性の意識に関する一考察

一
頁
以
下
、
木
村
亀
二
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説

『
刑
法
総
論
」
(
昭
和
三
四
年
)
コ
二
九
頁
、
大
野
平
士
口
「
禁
止
の
錯
誤
の
関
す
る
一
考
察
」
法
学
二
五
巻
一
号
(
昭
和
三
六
年
)
一
五
三
頁
以
下
、
青
柳

文
雄
『
刑
法
通
論

I
総
論
』
(
昭
和
四

O
年
)
二
七
八
頁
、
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論

H
』
(
昭
和
五

O
年
)
一
一
六
二
一
頁
、
西
原
泰
夫
『
刑
法
総
論
』
(
昭
和

五
二
年
)
四
二
八
頁
、
香
川
達
夫
「
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
」
(
昭
和
五
五
年
)
一
二
五
頁
、
中
義
勝
「
講
述
犯
罪
総
論
』
(
昭
和
五
五
年
)
一
七
五
頁
、
福

田
平
「
全
訂
刑
法
総
論
』
(
昭
和
五
九
年
)
一
七
四
頁
、
一
九
二
l
一
一
士
貝
、
川
端
博
「
違
法
性
の
錯
誤

I

問
題
提
起
と
自
説
の
展
開
」
前
掲
『
現
代

刑
法
論
争

I
」
二

O
五
頁
以
下
な
ど
。

こ
の
う
ち
厳
格
責
任
説
を
支
持
さ
れ
る
の
は
、
木
村
、
西
原
、
福
田
お
よ
び
川
端
の
各
氏
で
あ
る
。

(
8
)
大
審
院
及
び
最
高
裁
判
所
の
基
本
的
態
度
に
つ
き
詳
し
く
は
、
福
田
平
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
刑
法
(
日
)
事
実
の
錯
誤
と
法
律
の
錯
誤
』
(
昭
和
三
六
年
)

八
六
頁
以
下
、
同
『
注
釈
刑
法
山
の

H
』
(
昭
和
四
四
年
)
三
六
九
頁
以
下
、
川
端
博
「
4
錯
誤
」
西
原
春
夫
他
編
『
判
例
刑
法
研
究
第
三
巻
責
任
』

(
昭
和
五
五
年
)
一
三
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

(
9
)
大
判
昭
和
一
六
年
二
一
月
一

O
日
新
判
例
体
系
(
刑
法
2
)
二
五
六
ノ
五
一
。

ま
た
、
違
法
の
認
識
を
故
意
に
要
す
る
と
す
れ
ば
法
に
無
関
心
な
者
を
利
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
不
安
説
を
支
持
す
る
も
の
に
、
大
判
昭
和
一
七
年

一
一
月
一
一
一
一
一
日
判
決
全
集
九
輯
一
八
号
二
二
頁
が
あ
る
。

(ω)最
判
昭
和
二
六
年
一
一
月
一
五
日
刑
集
五
巻
二
一
号
二
三
五
四
頁
(
斎
藤
悠
輔
裁
判
官
の
補
足
意
見
・
二
三
五
六
頁
以
下
)
。

(
日
)
こ
れ
ら
の
理
由
に
つ
き
、
例
え
ば
木
村
『
刑
法
総
論
』
三
一
一
一
頁
参
照
。

(
ロ
)
こ
の
点
を
指
摘
す
る
者
と
し
て
、
川
端
・
前
掲
論
文
(
前
註
(

8

)

)

一
四
三
頁

(
日
)
例
え
ば
、
木
村
・
前
掲
書
)
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
福
田
・
前
掲
叢
書
(
訪
問
註
(
8
)
)
九
六
頁
以
下
、
中
・
前
掲
書
一
七
八
頁
な
ど
。

(
U
)
例
え
ば
、
窃
盗
の
予
備
段
階
に
あ
る
者
を
私
人
が
窃
盗
の
現
行
犯
人
と
誤
信
し
て
逮
捕
し
た
場
合
に
、
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
故
意
が
阻
却
さ
れ

る
と
し
た
も
の
(
東
京
高
判
昭
和
二
七
年
一
二
月
二
六
日
高
刑
集
五
巻
一
三
号
二
六
四
五
頁
)
、
空
出
張
で
あ
る
の
に
偽
っ
て
出
張
命
令
簿
等
に
虚
偽
の

記
載
を
し
て
、
金
員
を
不
法
に
払
い
出
し
、
そ
の
金
員
の
一
部
を
部
下
職
員
に
配
分
す
る
な
ど
し
た
被
告
人
が
、
自
分
の
行
為
は
上
級
官
庁
か
ら
黙
認
さ

れ
た
も
の
と
信
じ
て
い
た
場
合
に
、
相
当
の
理
由
が
あ
り
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
と
判
示
し
た
も
の
(
高
松
高
判
昭
和
二
九
年
八
月
一
一
一
一
日
高
裁
刑
事
裁
判

特
報
一
巻
五
号
一
八
二
頁
)
、
被
告
人
が
某
村
公
平
委
員
会
の
解
釈
に
従
っ
て
行
動
し
た
場
合
に
、
相
当
の
理
由
が
あ
る
の
で
故
意
が
困
却
さ
れ
る
と
し

た
も
の
(
大
阪
高
判
昭
和
三
一
年
一
一
月
二
八
日
判
例
時
報
九
九
号
二
七
頁
)
な
ど
が
あ
る
。

(
日
)
東
京
高
判
昭
和
四
四
年
九
月
一
七
日
高
刑
集
二
二
巻
四
号
五
九
五
頁
。

~A 
ロ問
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違法性の意識に関する一考察

(
日
)
最
近
の
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
羽
田
空
港
ピ
ル
デ
モ
事
件
」
の
第
二
次
控
訴
審
判
決
で
あ
る
東
京
高
判
昭
和
五
一
年
六
月
一
日
高
刑
集

二
九
巻
二
号
三

O
二
員
、
「
石
油
ヤ
ミ
カ
ル
テ
ル
生
産
調
整
事
件
」
に
つ
い
て
の
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
日
高
刑
集
三
三
巻
五
号
三
五
九
頁
な

ど
が
あ
る
。

(
げ
)
平
野
・
前
掲
室
田
H
H
二
六
七
頁
。

(
日
)
一
二
井
誠
・
町
野
朔
・
中
森
喜
彦
「
刑
法
学
の
あ
ゆ
み
」
(
昭
和
五
三
年
)
二

O
五
頁
。
同
様
の
指
摘
と
し
て
、
平
野
・
前
掲
書
二
六
七
頁
、
川
端
博
「
違

法
性
の
錯
誤
」
藤
木
英
雄
『
判
例
と
学
説
7
・
刑
法

I
〔
総
論
〕
」
(
昭
和
五
二
年
)
一
七
八
頁
、
林
弘
正
「
「
違
法
性
の
意
識
」
の
今
日
的
問
題
状
況
」

中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
八
号
(
昭
和
五
三
年
)
五
三
頁
以
下
が
あ
る
。

(
問
)
例
え
ば
、
林
弘
正
「
西
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
け
る
『
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
の
判
断
基
準
」
に
つ
い
て
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
九
号
(
昭

和
五
四
年
)
六
三
一
頁
以
下
、
松
原
久
利
・
前
掲
「
違
法
性
の
錯
誤
に
関
す
る
一
考
察
ハ
円
、
口
」
同
志
社
法
学
三
四
巻
三
巻
八
二
頁
以
下
、
同
=
一
四
巻
四
号

一
二
四
頁
以
下
(
と
も
に
昭
和
五
七
年
)
。

(
却
)
例
え
ば
、
井
戸
田
侃
「
故
意
の
体
系
的
地
位
|
l
目
的
的
行
為
論
体
系
に
つ
い
て
の
一
考
察
|
|
」
立
命
館
法
学
二

O
巻
一
号
(
昭
和
三
二
年
)
一
頁

以
下
、
平
場
安
治
「
責
任
と
故
意
|
l
事
実
的
故
意
の
体
系
的
地
位
!
1
6第
一
部
」
刑
法
雑
誌
一
一
一
巻
一
号
(
昭
和
三
六
年
)
一
頁
以
下
、
荘
子
邦
雄
「
故

意
の
体
系
的
地
位
付
」
刑
法
雑
誌
一
回
巻
一
号
(
昭
和
田

O
年
)
二
二
頁
以
下
、
中
義
勝
「
故
意
の
体
系
的
地
位
」
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
『
現
代
の

刑
事
法
学
出
』
(
昭
和
五
二
年
)
一
五
一
頁
以
下
、
中
山
研
一
「
故
意
は
主
観
的
違
法
要
素
か
|
|
中
教
授
の
批
判
に
お
答
え
す
る
|
|
」
法
学
論
叢
一

O
二
巻
五
H
六
号
(
昭
和
五
三
年
)
四
七
頁
以
下
な
ど
。

未
必
の
故
意
に
関
し
て
最
近
の
も
の
と
し
て
、
青
木
紀
博
「
未
必
の
故
意
の
一
考
察
」
同
志
社
法
学
工
ハ
六
号
(
昭
和
五
六
年
)
八
三
頁
以
下
が
あ
る
。

(
幻
)
]
町
田
円
宮
門

F
「

m
E
5
5
z
ι
g
m可
民

2
n
z
z
一H
Z寄
E
円
訂
ア
〉
叶

-ω
〉

E
-
E斗∞
-
m
ω
2・
松
原
・
前
掲
論
文
ハ
門
一
一
一
頁
、
荘
子
・
前
掲
「
刑
法
総
論

〔
新
版
〕
』
=
二
四
頁
以
下
、
三
二
二
頁
以
下
、
三
四
九
頁
以
下
参
照
。

(
幻
)
こ
こ
で
い
う
「
完
全
な
責
任
非
難
」
と
は
行
為
者
が
事
実
認
識
と
し
て
の
故
意
と
違
法
性
の
意
識
を
も
っ
て
行
為
す
る
場
合
を
指
称
す
る
。
そ
れ
に
対

し
て
「
減
軽
さ
れ
た
責
任
非
難
」
と
は
、
と
も
に
違
法
性
の
意
識
を
欠
き
、
か
っ
、

ω構
成
的
故
意
な
い
し
事
実
認
識
と
し
て
の
故
意
の
あ
る
場
合
(
禁

止
の
錯
誤
)
と
、
間
構
成
要
件
的
故
意
を
そ
も
そ
も
欠
く
場
合
(
構
成
要
件
的
過
失
な
い
し
錯
誤
)
を
指
称
す
る
。

(
お
)
瀧
川
・
前
掲
堂
±
二
七
頁
。

(M)
小
野
・
前
掲
金
田
一
五
四
頁
。
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5見

(
お
)
安
平
政
士
口
「
違
法
の
認
識
と
責
任
要
素
」
木
村
博
士
還
暦
祝
賀
「
刑
事
法
学
の
基
本
問
題
(
上
)
』
(
昭
和
三
三
年
)
五
四
四
頁
、
五
四
六
頁
以
下
。

(
お
)
例
え
ば
最
判
昭
和
二
四
年
四
月
九
日
刑
集
三
巻
四
号
五
O
一
頁
、
鹿
児
島
地
判
昭
和
三
四
年
六
月
一
九
日
判
例
時
報
一
九
O
号
一
一
二
貝
、
長
野
地
松
本

支
判
昭
和
三
九
年
二
月
一
一
一
日
下
刑
集
六
巻
一

H

二
号
九
O
頁。

(
幻
)
東
京
高
判
昭
和
四
四
年
九
月
一
七
日
高
刑
集
二
二
巻
四
号
五
九
五
頁
(
前
註
(
日
)
参
照
)
な
ど
、
尚
、
最
判
昭
和
二
四
年
四
月
九
日
刑
集
三
巻
四
口
万
五

O
二
貝
も
参
照
。
学
説
と
し
て
例
え
ば
、
団
藤
・
前
掲
書
〔
改
訂
版
〕
三
九
一
頁
、
平
野
・
前
掲
書
H
二
六
五
頁
、
木
村
亀
二
『
犯
罪
論
の
新
構
造
出
』

(
昭
和
四
一
年
)
一
一
一
一
一
一
一
一
賞
、
吉
川
・
前
掲
書
一
八
O
頁
、
内
田
・
前
掲
童
日
一
二
三
一
頁
な
ど
。

(
羽
)
町
野
朔
「
『
違
法
性
』
の
認
識
に
つ
い
て
」
上
智
法
学
論
集
二
四
巻
三
号
(
昭
和
五
六
年
)
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
二
二
九
頁
以
下
。

(
却
)
町
野
「
犯
罪
論
と
刑
罰
静
岡
」
長
尾
龍
一
・
田
中
成
明
編
「
現
代
法
哲
学
第
三
巻
実
定
法
の
基
礎
理
論
』
(
昭
和
五
八
年
)
一
三
三
頁
以
下
と
く
に
一

五
一
頁
。

(
却
)
刑
罰
目
的
論
と
違
法
性
の
意
識
の
認
識
内
容
と
の
関
係
を
考
察
す
る
も
の
と
し
て
、
〈
四
一
・
同
・
ロ
の

o
g
z
'
U
U常
任
命

F
P
Eロ
ロ
明
色

g
r『
Z
B
E
B

的
一
円
『
白
『
『
巾
円

F
F
]戸川
W
叶
品
印
・
]
戸
印
匂
『
『
・

論

第
二
節

本
稿
の
基
本
的
視
座

本
論
に
入
る
前
に
、
故
意
責
任
を
問
、
つ
に
は
行
為
者
は
い
か
な
る
内
心
的
態
度
に
あ
る
べ
き
か
、
違
法
性
の
意
識
は
「
故
意
」
の
要

件
(
要
素
)

か
否
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
こ
こ
で
予
め
私
見
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
違
法
性
の
意
識
が
故
意
の
要
件
(
要
素
)

で
あ
る
か
否
か
に
つ
き
不
要
説
、
厳
格
故
意
説
、
制
限
故
意
説
、
責
任
説

な
ど
の
対
立
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
犯
罪
論
の
体
系
構
成
上
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
説
が
責
任
非

難
の
実
質
的
根
拠
を
ど
の
よ
う
な
点
に
求
め
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
限
定
し
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
ま
ず
不
要
説
は
責
任
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主
義
の
観
点
か
ら
は
と
う
て
い
採
用
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
厳
格
故
意
説
、
制
限
故
意
説
及
び
責
任
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

厳
格
故
意
説
が
そ
れ
を
貫
徹
す
る
な
ら
、
確
信
犯
、
常
習
犯
あ
る
い
は
激
情
犯
な
ど
に
つ
い
て
は
故
意
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、

そ
れ
を
修
正
す
る
形
で
制
限
故
意
説
が
主
張
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
主
唱
者
で
あ
る
団
藤
博
士
は
、
制
限
故
意
説
を
「
人
格
(
形
成
)

責
任
論
」
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
即
ち
博
士
は
、
常
習
犯
が
行
為
時
に
違
法
性
の
意
識
が
鈍
磨
し
、
行
為
を
抑
制
す
る
直

接
的
動
因
を
欠
く
に
も
拘
ら
ず
、
道
義
的
に
非
難
し
得
る
理
由
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
人
格
責
任
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

か
よ
う
な
常
習
犯
人
は
:
:
:
〔
中
略
〕
:
:
:
違
法
性
の
意
識
が
鈍
磨
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
じ
た
い
に
、
人
格
形
成
に
つ
い
て
の
非
難
を
受

け
る
べ
き
で
あ
る
。
当
の
行
為
に
お
け
る
違
法
性
の
意
識
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
行
為
の
背
後
に
お
け
る
人
格
形
成
に
要
点
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
当
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
規
範
を
意
識
し
て
こ
れ
に
違
反
し
よ
う
と
い
う
意
思
で
は
な
く
、
人
格
態
度
の
直
接
的
な
反
規
範

性
が
、
故
意
責
任
の
本
質
を
な
す
。
け
だ
し
、
規
範
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
内
容
の
事
実
つ
ま
り
犯
罪
事
実
を
表
象
し
て
い
る
以
上
、
行
為

違法性の意識に関する一考察

者
は
規
範
に
つ
い
て
の
問
題
(
「
人
を
殺
し
て
よ
い
か
」
な
ど
)
に
直
面
す
る
0

・
:
:
・
〔
中
略
〕
:
:
:
犯
罪
事
実
を
表
象
・
認
容
し
て
、
し

か
も
あ
え
て
行
為
に
出
る
以
上
、
そ
こ
に
は
直
接
的
な
反
規
範
的
人
格
態
度
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
こ
こ
で
「
直
接
的
な
反
規

範
的
人
格
態
度
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
し
か
し
、
行
為
者
の
意
識
に
お
い
て
は
、
法
規
範
に
対
す
る
無
意
識
的
な
(
そ
の
意
味
で
間
接

的
な
)
態
度
で
あ
ろ
う
。
博
士
は
、
常
習
犯
人
に
つ
い
て
人
格
責
任
論
の
妥
当
す
る
こ
と
を
説
か
れ
、
更
に
、
そ
こ
か
ら
犯
罪
事
実
の
表
象

そ
れ
自
体
か
ら
た
だ
ち
に
「
直
接
的
な
反
規
範
的
人
格
態
度
」
を
導
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

本
説
に
対
し
て
は
、
違
法
性
の
意
識
の
「
可
能
性
」
と
い
う
過
失
的
要
素
を
故
意
概
念
に
導
入
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
故
意
と
過
失
を
混

同
す
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
何
故
に
違
法
性
の
意
識
が
欠
け
る
場
合
に
だ
け
人
格
形
成
責
任
を
考
慮
し
、
事
実
認
識
が
欠
け
る
場
合
に
は
こ

れ
を
考
慮
し
な
い
の
か
不
明
で
あ
る
、
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
そ
も
そ
も
人
格
責
任
論
を
容
認

し
得
る
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
て
、
人
格
責
任
論
は
否
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
法
は
人
の
人
格
・
性
格
に
ま
で
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説

立
ち
入
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
常
習
犯
も
単
な
る
性
癖
・
性
向
に
よ
っ
て
犯
行
を
く
り
返
す
も
の
で
は
な
く
、

責
任
の
見
地
か
ら
説
明
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
格
責
任
論
を
と
る
必
然
性
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
犯
罪
事
実
の
認
識
(
表
象
)

ま
た
過
失
に
つ
い
て
も
意
思

ヨ辺，
民間

そ
れ
自
体
が
「
直
接
的
な
反
規
範
的
人
格
態
度
」
と
直
ち
に
結
び
つ
く
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

い
わ
ゆ
る
法
定
犯
(
な
い
し
行
政
犯
)

起
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
自
然
犯
・
法
定
犯
に
共
通
す
る
刑
事
責
任
の
一
般
的
説
明
と
し
て
は
妥
当
で
な
い
、
と
言
う
べ

き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
行
為
責
任
」
及
び
「
意
思
責
任
」
を
基
礎
と
し
て
刑
法
上
の
責
任
論
を
展
開
す
べ
き
で
あ
る
。

二
次
に
、
責
任
説
の
立
場
か
ら
福
田
教
授
は
、
事
実
の
認
識
と
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
そ
の
問
に
質
的
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
に
、

、

、

、

、

、

違
法
性
の
認
識
と
そ
の
可
能
性
の
聞
に
は
量
的
差
異
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
の
理
由
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。
責
任
判
断
の

対
象
と
さ
れ
る
事
実
的
故
意
の
認
識
内
容
は
、
価
値
判
断
か
ら
全
く
自
由
な
裸
の
事
実
で
は
な
く
、
違
法
を
基
礎
づ
け
る
価
値
に
み
ち
た
事

実
で
あ
り
、
構
成
要
件
該
当
事
実
を
認
識
し
て
行
為
に
出
た
行
為
者
は
規
範
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
反
規
範
的
態
度
は
直

接
的
で
あ
る
の
に
反
し
、
そ
れ
を
認
識
し
な
い
場
合
は
規
範
の
問
題
に
直
面
せ
ず
、
注
意
義
務
違
反
を
通
じ
て
間
接
的
に
反
規
範
的
態
度
が

み
と
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
違
法
性
の
意
識
は
、
単
に
違
法
の
認
識
と
い
う
心
理
的
事
実
そ
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

犯
罪
的
意
思
決
定
に
抵
抗
す
る
規
範
的
な
意
識
と
し
て
反
対
動
機
の
形
成
が
そ
の
形
成
過
程
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
違

法
性
の
意
識
の
問
題
は
、
行
為
者
人
格
に
対
す
る
責
任
判
断
の
中
核
的
問
題
と
し
て
、
行
為
者
人
格
の
深
み
と
の
関
連
に
お
い
て
、
反
対
動

機
の
形
成
が
可
能
で
あ
っ
た
か
と
、
つ
か
の
間
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
「
行
為
の
際
に
行
為
者
が
違
法
性
を
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
と

い
う
心
理
的
態
度
の
差
異
は
、
責
任
非
難
の
質
的
差
異
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
更
に
川
端
教
授
は
、
違

、、

法
性
を
認
識
し
て
い
る
場
合
と
認
識
し
て
い
な
い
場
合
と
で
は
、
責
任
非
難
を
基
礎
づ
け
る
点
で
は
、
質
的
に
同
じ
で
あ
り
、
価
値
秩
序
を

侵
害
し
よ
う
と
す
る
心
情
に
お
い
て
差
異
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
「
違
法
性
の
認
識
が
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
直
接
的
な
反
規
範
的
態
度
、
す
な

、
、
、

わ
ち
『
法
敵
対
性
』
が
き
わ
め
て
強
度
で
あ
る
が
、
違
法
性
の
認
識
の
可
能
性
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
ば
あ
い
に
は
、
間
接
的
な
反
規
範
的
態

を
想
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度
、
す
な
わ
ち
『
法
に
対
す
る
無
関
心
』
が
み
と
め
ら
れ
、
法
敵
対
性
の
程
度
が
低
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
」
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
厳
格
故
意
説
の
立
場
か
ら
大
塚
教
授
は
、
「
違
法
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
あ
え
て
そ
の
行
為
を
行
う
場
合
と
、

違
法
性
を
意
識
す
る
可
能
性
は
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
、
そ
の
意
識
を
欠
い
て
行
為
し
た
場
合
と
で
は
、
行
為
者
の
心
情
自
体
は
ま
っ
た
く

異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
向
け
ら
れ
る
責
任
非
難
の
程
度
も
当
然
に
異
な
る
」
と
主
張
さ
れ
る
。
日
高
教
授
も
厳
格
故
意
説
は
必
ず
し
も

伝
統
的
な
道
義
的
責
任
論
あ
る
い
は
倫
理
的
責
任
観
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
「
違
法
性
の
意
識
を
故
意
の
要
件
と
す
る
の
は
、

法
規
範
に
違
反
す
る
と
い
う
意
志
的
態
度
を
責
任
の
評
価
の
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
一
一
一
回
わ
れ
る
。
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
が
あ

っ
た
と
は
い
え
、
行
為
者
が
違
法
性
の
意
識
を
有
し
て
い
な
い
以
上
は
、
行
為
の
遂
行
が
法
的
に
許
さ
れ
な
い
か
ら
止
め
よ
う
と
い
う
意
識

は
働
か
ず
、
反
対
動
機
を
乗
り
越
え
て
犯
罪
を
実
現
し
た
と
い
う
積
極
的
な
法
敵
対
の
実
現
意
思
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
責
任
説
と
厳
格
故
意
説
と
の
対
立
は
、
犯
罪
論
体
系
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し
、
故
意
な
い
し
違
法
性
の
意
識

違法性の意識に関する一考察

を
体
系
上
ど
こ
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
っ
た
理
論
的
対
立
や
、
常
習
犯
等
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
法
定
犯
・
行
政
犯
に
お
い
て
い
か
に
し
て

処
罰
を
確
保
す
べ
き
か
と
い
っ
た
刑
事
政
策
上
の
対
立
に
も
ま
し
て
、
行
為
者
の
法
規
範
に
対
す
る
心
理
的
態
度
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
か

と
い
う
い
わ
ば
価
値
論
的
な
対
立
に
基
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
責
任
説
の
論
者
は
、
こ
れ
を
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
の
い
う
「
責
任
倫
理
」

2
2
E
Z
2
2
z
g
S
F
)
に
求
め
、
厳
格
故
意
説
の
論
者
は
、
法
規
範
に
対
す
る
「
心
情
倫
理
」

で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
「
答
責
主
義
」
と
「
認
識
主
義
」
と
の
対
立
な
の
で
あ
る
。

(
C
2
5ロ
C
ロ岡山

Z
E
Z
に
求
め
て
い
る
の

そ
れ
で
は
我
々
は
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
。
責
任
説
は
、
責
任
非
難
は
、
行
為
者
に
お
い
て
行
為
時
に
、
法
的
当
為
へ
と
決
意
す
る

こ
と
が
「
可
能
」
で
あ
っ
た
場
合
に
な
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
可
能
性
は
、
構
成
要
件
的
故
意
の
い
わ
ゆ
る
違
法
性
の
意
識

「
提
訴
(
警
告
)
機
能
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
現
実
的
な
違
法
性
の
意
識
と
、
欠
知
し
て
い
る
が
可
能
な
違
法
性
の
意
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説

識
と
の
聞
の
価
値
の
根
本
的
相
異
は
暖
味
な
も
の
と
さ
れ
、
自
分
の
行
為
を
法
的
当
為
に
従
っ
て
規
整
し
得
る
可
能
性
と
い
う
答
責
原
理
が

前
面
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
責
任
倫
理
の
論
理
を
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
心
情
倫
理
を
批
判
し
政
治
家
の
職
業
倫

理
と
し
て
は
責
任
倫
理
が
妥
当
す
べ
し
と
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
l
の
議
論
に
依
拠
し
て
、
展
開
し
た
。
だ
が
し
か
し
、
政
治
家
の
職

業
倫
理
と
し
て
の
責
任
倫
理
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
我
々
一
般
市
民
の
刑
法
上
の
責
任
非
難
の
領
域
に
も
妥
当
し
得
る
か
疑
問
で
あ
り
、
ま
た
、

論

そ
も
そ
も
カ
ン
ト
倫
理
学
の
寝
解
と
し
て
も
心
情
倫
理
の
側
面
だ
け
を
強
調
す
る
の
が
正
し
い
か
ど
う
か
疑
い
の
余
地
が
あ
る
。
即
ち
、

ン
ト
が
心
情
倫
理
を
強
調
す
る
際
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
山
倫
理
的
価
値
を
目
指
し
た
行
為
は
ま
ず
も
っ
て
「
結
果
」
に
よ
っ
て
「
良

い
」
も
の
と
さ
れ
、
次
い
で
凶
こ
の
行
為
が
実
際
に
倫
理
的
承
認
を
受
け
る
に
値
す
る
か
、
更
に
そ
れ
に
加
え
て
何
か
別
の
要
素
が
顧
慮
さ

る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
設
定
さ
れ
、
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
「
心
情
」
的
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
行
為
そ
れ
自
体
と
格
率
は
区

別
さ
れ
、
行
為
の
倫
理
的
価
値
は
、
「
義
務
に
適
っ
た
行
為
」
(
い
わ
ば
倫
理
的
結
果
)
が
利
己
的
な
動
機
か
ら
で
は
な
く
「
義
務
」
(
倫
理

的
心
情
)
か
ら
為
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
カ
ン
ト
は
心
情
倫
理
と
結
果
倫
理
と
の
綜
合

(ω
百円
F
g吊
)
を
目
指
し
て
い
た
、
と
理
解
す
る

こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
正
し
く
理
解
さ
れ
た
「
心
情
倫
理
」
は
結
果
倫
理
な
い
し
責
任
倫
理
を
前
提
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
責
任
倫
理
と
心
情
倫
理
は
責
任
判
断
の
必
要
条
件
と
十
分
条
件
の
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

カ
ン
ト
は
、

そ
の
動
機
が
何
で
あ
ろ
う
と
或
る
行
為
と
法
則
と
の
単
な
る
合
致
も
し
く
は
不
合
致
を
問
題
と
す
る
「
合
法
(
則
)
性
」

(
F
巾
向
性
霊
)
と
、
法
則
か
ら
生
ず
る
義
務
の
観
念
が
同
時
に
行
為
の
動
機
で
も
あ
る
よ
う
な
種
類
の
合
致
・
不
合
致
を
問
題
と
す
る
行
為
の

「
道
徳
(
人
倫
)
性
」
(
冨
ミ
巴
主
を
区
別
し
た
が
、
そ
れ
は
ガ
ラ
ス
が
つ
と
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
刑
法
の
領
域
に
お
い
て
は
「
行
為
無

価
値
」
(
法
的
行
為
に
対
す
る
価
値
判
断
と
し
て
不
法
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
)
と
「
心
情
無
価
値
」
(
法
的
心
情
に
対
す
る
価
値
判
断
と
し
て

の
区
別
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ

l
ト
ブ
ル
フ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
義
務
感
情
よ
り
す
る
義
務
履
行
に
基

責
任
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
)

づ
か
な
い
法
秩
序
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
り
、
法
秩
序
は
法
的
心
情
を
要
求
し
か
っ
助
長
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
、
こ
の
よ
う カ
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な
「
法
的
心
情
」
を
責
任
判
断
の
基
礎
(
な
い
し
対
象
)
に
据
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
我
々
の
理
解
し
て
い
る
「
心
情
」
と
は
、
倫
理

学
上
あ
る
い
は
日
常
用
語
上
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
持
続
的
な
精
神
的
価
値
態
度
(
例
え
ば
平
和
主
義
的
な
心
情
の
持
主
で
あ
る
と

い
う
場
合
)
で
は
な
く
、
具
体
的
な
個
別
行
為
に
表
わ
れ
た
法
規
範
に
対
す
る
精
神
的
態
度
と
し
て
の
「
個
別
行
為
心
情
」

2
5
N巾
ー
と
湾
・

包
5
5同
)
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
責
任
を
、
構
成
要
件
該
当
の
違
法
な
行
為
を
前
提
と
し
か
っ
こ
れ
に
関
係
す
る
と
こ
ろ

の
「
法
的
に
否
認
さ
れ
た
心
情
」
と
規
定
す
る
。
犯
罪
の
本
質
は
、
法
益
侵
害
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
法
益
を
尊
重
せ
よ
と
い
う
法
規

範
の
基
本
的
要
求
に
対
す
る
義
務
侵
害
(
法
の
基
本
的
価
値
に
対
す
る
法
的
心
情
の
背
反
性
)
の
側
面
を
持
つ
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
と
思

わ
れ
、
こ
の
義
務
侵
害
性
が
責
任
判
断
の
基
盤
と
し
て
の
心
情
無
価
値
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
責
任
非
難
な
い
し
責
任
判
断
の
対
象
を
個
別
行
為
に
現
実
化
さ
れ
た
心
情
無
価
値
に
求
め
、
責
任
倫
理
と
心
情
倫
理
は
排
斥

し
合
う
も
の
で
は
な
く
両
者
は
責
任
判
断
の
必
要
条
件
と
十
分
条
件
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
価
値
論
的
考
慮
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為

者
が
法
益
侵
害
な
い
し
法
義
務
違
反
を
意
識
的
に
行
な
う
の
と
無
意
識
的
に
行
な
う
の
と
で
は
、
そ
こ
に
や
は
り
質
的
な
相
異
を
認
め
ざ
る

違法性の意識に関する一考察

を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
倫
理
学
的
概
念
と
し
て
の
「
心
情
倫
理
」
は
、
刑
法
上
の
責
任
判
断
で
は
、
ま
さ
に
逆
転
し
た
否
定
的
・
消
極
的

意
味
に
お
い
て
機
能
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
価
値
論
的
考
慮
に
も
と
づ
き
、
責
任
主
義
を
徹
底
さ
せ
る
趣
旨
か
ら
、

A

詔
)

厳
格
故
意
説
が
支
持
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
違
法
性
の
意
識
の
「
認
識
対
象
・
内
容
」
を
検
討
し
、
違
法
性
の
意
識
と
そ
の

欠
如
と
の
限
界
問
題
を
解
明
す
る
基
礎
的
作
業
を
行
う
こ
と
は
、

と
り
わ
け
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
違
法
性
の
錯

誤
は
、
責
任
説
、
制
限
故
意
説
な
ど
に
よ
れ
ば
故
意
責
任
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

せ
い
ぜ
い
そ
の
減
軽
が
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、

厳
格
故
意
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
ま
さ
に
違
法
性
の
意
識
な
し
と
し
て
故
意
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
違
法
性
の
意
識

は
「
故
意
と
過
失
と
を
分
つ
分
水
嶺
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
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説

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
更
に
、
「
違
法
性
の
意
識
」
と
、
行
為
者
固
有
の
「
規
範
意
識
」
、
「
罪
責
感
」
、
「
良
心
」
あ
る
い
は
「
価
値
感
情
」

四
な
ど
と
い
っ
た
一
定
の
価
値
に
関
わ
る
行
為
者
の
主
観
的
意
識
・
心
理
的
現
象
と
の
異
同
に
つ
き
、

一
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
は
、
厳

~b. 
長岡

格
故
意
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
行
為
者
に
(
現
実
的
な
)
違
法
性
の
意
識
を
要
求
す
る
な
ら
ば
確
信
犯
な
ど
を
処
罰
し
得
な
く
な
る
と

(
加
}

の
主
張
が
為
さ
れ
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
よ
り
一
般
的
に
言
う
な
ら
、
社
会
倫
理
規
範
や
実
定
法
規
範
と
い
っ
た
客
観
的
価
値
(
規
範
)

秩
序
と
、
個
人
的
良
心
な
い
し
価
値
感
情
に
働
き
か
け
義
務
づ
け
て
い
る
規
範
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
還
元
で

さ
C
レA
酢、つノ。

こ
れ
は
、
客
観
的
に
存
在
す
る
多
様
な
価
値
・
規
範
秩
序
(
例
え
ば
、
特
定
の
集
団
内
の
モ
ラ
ル
、
社
会
倫
理
的
価
値
秩
序
あ
る
い
は
実

定
法
秩
序
)
の
存
否
な
い
し
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
純
然
た
る
認
知
と
い
う
心
理
作
用
に
加
え
て
、
更
に
そ
れ
を
個
人
的
良
心
に
よ
っ
て
内

心
的
に
承
認
し
て
い
る
こ
と
も
、
違
法
性
の
意
識
に
要
求
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
さ
て
、
実
定
法
規
範
(
秩
序
)
と
個
人
的

良
心
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
法
規
範
の
妥
当
理
論
に
つ
き
い
ず
れ
の
見
解
を
支
持
す
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
、
或
る
法
規

範
に
予
定
さ
れ
て
い
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
課
す
こ
と
は
、
個
々
の
法
服
従
者
が
そ
の
良
心
に
お
い
て
当
該
法
規
範
を
承
認
し
て
い
る
か
否
か

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
な
い
点
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
宗
教
的
規
範
で
あ
れ
、
道
徳
規
範
で
あ
れ
、
客
観
的
価

同
様
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
違
法
性
の
意
識
は
個
人
的
な
良
心
の
声
の
覚
知
と
同
義
で
は
な
い
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

違
法
性
の
意
識
と
は
、
客
観
的
に
妥
当
し
て
い
る
何
ら
か
の
規
範
が
義
務
づ
け
て
い
る
価
値
要
求
に
対
し
て
、
自
己
の
具
体
的
行
為
が
符
合

、

、

、

、

、

、

、

{

回

」

し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
意
識
で
あ
る
。

値
秩
序
と
し
て
の
存
在
性
を
持
つ
限
り
、

か
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
確
信
犯
な
い
し
良
心
犯
の
問
題
は
、
違
法
性
の
意
識
の
問
題
で
は
な
く
、
個
人
的
良
心
決
定
が
法

規
範
の
呼
び
か
け
な
い
し
動
機
形
成
力
を
減
弱
せ
し
め
、

そ
れ
に
よ
っ
て
責
任
非
難
を
減
軽
あ
る
い
は
阻
却
す
る
か
否
か
、
と
い
う
「
期
待

可
能
性
」
の
問
題
と
し
て
論
定
さ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
法
規
範
は
ど
こ
ま
で
個
人
的
良
心
決
定
に
寛
容
た
り
得
る
か
、
と
い
う
問
題

北法36(3・152)816 



AM) 

で
あ
る
。
確
信
犯
な
い
し
良
心
犯
は
、
自
己
の
具
体
的
行
為
が
客
観
的
法
秩
序
に
反
し
て
不
法
で
あ
る
と
の
認
識
は
あ
る
が
、
自
己
の
確
信

す
る
、
個
人
的
に
承
認
し
て
い
る
宗
教
的
、
道
徳
的
な
い
し
政
治
的
価
値
表
象
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
が
命
じ
ら
れ
あ
る
い
は
許
さ
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
行
為
者
が
自
己
の
確
信
す
る
価
値
表
象
が
実
定
法
秩
序
に
よ
っ
て
も
許
容
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
ま
さ
に
違
法
性
の
錯
誤
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本

稿
に
い
う
「
違
法
性
の
意
識
」
と
は
、
ま
ず
第
一
に
上
述
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
何
ら
か
の
個
人
的
な
価
値
意
識
そ
の
も
の
と
し

て
で
は
な
く
、
客
観
的
に
存
在
す
る
規
範
秩
序
に
お
い
て
自
己
の
行
為
が
ど
の
よ
う
に
一
評
価
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
認

{
甜
)

識
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
違
法
性
の
意
識
の
「
認
識
的
側
面
」
の
問
題
で
あ
る
。

違法性の意識に関する一考察

(
1
)
も
っ
と
も
、
判
例
の
具
体
的
事
案
に
却
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
不
要
説
を
形
式
的
に
適
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る

の
が
、
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
の
指
摘
に
つ
き
、
内
田
『
刑
法

I
(総
論
)
」
一
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
お
よ
び
二
四
四

頁
以
下
、
荘
子
「
刑
法
総
論
〔
新
版
〕
」
三
五
六
頁
註
(
9
)
参
照
。

(
2
)
各
説
の
主
張
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
大
塚
・
福
田
「
故
音
ω

説
か
責
任
説
か
」
中
義
勝
編
『
論
争
刑
法
」
(
昭
和
五
一
年
)
八
六

頁
以
下
、
一

O
一
頁
以
下
、
川
端
・
日
高
・
前
掲
『
現
代
刑
法
論
争
I
』
ご

O
五
頁
以
下
、
二
一
五
頁
以
下
、
伝
原
、
前
掲
論
文
付
入
八
頁
以
下
な
ど
参

n
口一日。
(
3
)
団
藤
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
改
訂
版
〕
」
二
九
二
|
一
一
一
頁
(
傍
点
引
用
者
)

0

ち
な
み
に
、
メ
ツ
ガ
l
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
い
わ
ゆ
る
性
格
論
的
責
任
観
及
び
行
状
責
任
論
を
積
極
的
に
提
唱
し
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
違

法
性
の
錯
誤
に
つ
き
「
制
限
故
意
説
」
を
支
持
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
行
状
責
任
論
を
採
用
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る

S
Z
R
%「
4

7

向。

ι
2
5
g
G
m
ι
2
2
Z
{『
2
7片
手
。
出
自
国
片

P
E
g
-
m
-
3・
こ
れ
に
つ
き
、
団
藤
・
前
掲
書
二
九
三
頁
註
二
一
)
、
大
谷
実
「
人
格
責
任
論
の
研
究
』
(
昭

和
四
七
年
)
二
三
四
頁
以
下
参
照
)

0

彼
我
共
通
の
基
盤
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

(
4
)
木
村
亀
二
『
犯
罪
論
の
新
構
造
出
』
(
昭
和
四
一
年
)
=
一
三
回
頁
、
岡
野
・
前
掲
論
文
(
前
節
註
(
4
)
)
三
O
八
頁
な
ど
。

(
5
)
平
場
・
前
掲
論
文
(
前
節
註
(

4

)

)

三
六
O
頁
、
高
田
卓
爾
「
法
律
の
錯
誤
に
関
す
る
ド
イ
ツ
∞
C
Z
の
新
判
例
」
法
と
政
治
三
巻
凶
号
(
昭
和
二
七
年
)
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説

七
一
頁
な
ど
。

(
6
)
平
野
『
刑
法
の
基
礎
」
(
昭
和
四
一
年
)
一
三
一
二
三
一
二
一
二
一
頁
奥
以
下
、
同
『
刑
法
総
論

I
」
(
昭
和
四
七
年
)
ム
六
ハ
一
一
頁
貞
以
下
、
荘
子
「
刑
法
総
論
〔
旧
版
〕
』
一
工
ム
ハ
一
一

頁
以
下
、
四
四
九
頁
以
下
、
内
田
『
刑
法

I
(総
論
)
』
一
一
一
一
一
頁
、
西
原
『
刑
法
総
本
盟
三
九
八
|
九
頁
、
藤
木
『
刑
法
講
義
総
論
』
八
四
頁
。

(
7
)
内
田
・
前
掲
書
一
一
一
四
頁
、
二
一
五
頁
註
(
H
H
)

。

(
8
)
平
野
・
前
掲
『
刑
法
の
基
礎
』
四
六
l
七
頁
、
内
田
・
前
掲
書
一
一
一
一
一
頁
。
な
お
、
過
失
犯
の
当
罰
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
見
地
か
ら
、
意
思
責
任

に
過
失
を
汲
み
込
む
こ
と
も
困
難
で
あ
り
、
更
に
人
格
責
任
論
も
採
り
得
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
真
鍋
毅
『
現
代
刑
事
責
任
論
序
説
』
(
昭
和
五
八
年
)

二
九

O
頁
以
下
と
く
に
三

O
六
頁
以
下
が
あ
る
。

(9)
も
っ
と
も
、
団
藤
博
士
が
人
格
責
任
論
に
よ
る
制
限
故
意
説
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
法
定
犯
を
も
射
程
に
入
れ
て
論
じ
ら
れ
る
の
か
ど
う

か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
犯
罪
事
実
の
認
識
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
「
意
味
の
認
識
」
を
要
求
さ
れ
る
博
士
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
法
定
犯
に
つ

い
て
も
、
犯
罪
事
実
の
認
識
そ
れ
自
体
か
ら
「
直
接
的
な
反
規
範
的
人
格
態
度
」
を
肯
定
さ
れ
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
(
団
藤
・
前
掲
書
二
七
三
頁
参
照
)
。

(
刊
)
福
田
「
違
法
性
の
錯
誤
」
(
昭
和
三
五
年
)
二

O
二
l
五
頁
、
同
『
全
訂
刑
法
総
論
』
一
九
二

1
三
頁
、
同
・
前
掲
論
文
(
前
註
(

2

)

)

一
一
一
一
良
。

(
日
)
川
端
・
前
掲
論
文
(
前
節
註
(

7

)

)

一
一
一
四
頁
。
教
授
は
事
実
の
認
識
に
つ
い
て
「
明
ら
か
に
適
法
で
あ
る
行
為
を
行
な
お
う
と
す
る
者
と
、
違
法
と

な
り
う
る
事
実
を
認
識
し
て
そ
れ
を
実
現
す
る
者
と
は
、
そ
の
心
情
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
」
(
傍
点
原
文
)
と
言
わ
れ
る
。

(
ロ
)
大
塚
・
前
掲
論
文
(
註
(

2

)

)

九
六
頁
(
傍
点
引
用
者
)

0

(
日
)
日
高
・
前
掲
論
文
(
前
節
註
(

4

)

)

一
一
一
七
頁
以
下
(
傍
点
引
用
者
)
。

(
は
)
こ
の
点
の
指
摘
に
つ
き
、
〈
間
一
者
向
{NZ
・
0
8
0
巾
E門的
n
F
m
g
g同「
R
E
F
H
H
〉
E
2
・
5
A山市Y
∞・

5
叉
円
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
禁
止
の
錯
誤
の
問
題
に
関

し
て
は
互
い
に
排
斥
し
合
う
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
き
、
〈
間
-
開
口
包
印
門
戸
叶
白
門
Z
2
2品
目
再
三
巴
岡
田
口
口
且
〈
巾
『
Z
Z
F
『『門ロヨ

σ
E
F円『氏。「
t
m
g
口問凹間「吉弘
g
-

N
2
g
E
叶
Oa
呂
町
∞
a
m
g
E同
5
谷
町
田
印
叶
∞
同
町
-
一
の
白
z
g
a
Z
F
E
q凹円『コロ
g
z
σ
め「円同】命的戸門
N
E向
。
ロ
己
旬
。
「
O
P
2
2
3
P
R
Z尖。
S
E
E
-。ロ

{
H

Z
同町内
H2・日円『江口巾口一-∞
ι-N-Hmwm
∞-∞

]FA山]ケ]巾田口}戸巾円F戸市『「
F
E門町〉、
H
J
N
〉ロコ
-
H
句、吋
N
・
m
-
U
品
N-
司

Z
P
口
同
一
円
-
∞
門
町
昌
一
色
『
同
己
凹
巾
同
J
C
m印】ロロロロ四回
2
F
F
r
E
ロ《
H

P
E
Eロ岡田町丹『田町『
2
Z・
3
丘
団
門
官
民
二
雪
巧
の
丘
一
即
日
・

5
叶
ω
・
∞
・
∞
斗
〉
ロ
B
・
E-

(
日
)
西
原
『
刑
法
総
論
」
四
一
一
一
ー
l

一
一
頁
、
中
『
講
述
犯
罪
総
論
」
九
二
|
一
一
一
一
貝
参
照
、
〈
m-
巧
内
町
司
}
咽
釦
ゐ

-c
・
m・-。∞『
4
2円宮〉「円
FE
「町内田己『ヨ曲目ロ・己目的

的内一回ロ一品目)ユロ
N戸司-何回口。凹門「白同司角川門町己片『|『町内〕『片目立回目
-
C
M
G
司
F
U円}戸巾己ロ
Z
「印巴内町己口問
-
N
・〉口町
-
H
ゆ斗白
-
m
H
ω
。問問

(
日
山
)
者
。
定
mr
白血
0
・∞

E
N
'
』白
E
g
e
m円『白骨
2
F
F
〉
H

E
∞
ω
-
H
U
¥
H
A
(凶
-
A
E
C
3・

論
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違法性の意識に関する一考察

(
口
)
者
己
N巾
-euum「
内

HEms-mnFm

目。E
E
E問
。
口
島
市
吋
印
。

N
E
E
O
E
E
Z
g
a
m
-
N
5
2
4
m
-
品

。

由

民

一

日

号

3
・

〉

F
E
E
-
E四
g
g
g
m門
『
副
司
『

R
Z
E
ι

NE『
河
内
円

Z
Z司
EHE的
。
目

)E5・
H句
、
刊
印
-
∞

N品
同
町
内
一
一
色
。
「
印
・
〉
}
内
門

Ew--m
山
門
『
担
問
吋
巾
円
『
門
的
自

UH.。
zmHHMm山
口
出
回
剛
山
宮
目
。
口
弘
巾
「
出
口
丘
町
口
出

ωロ
《
出

ED岡
田

Z
F吋

AW--。
印

ω
-
m
H印
『
『
'

〔
紹
介
と
し
て
、
内
部
・
北
大
法
学
会
論
集
七
巻
二
号
(
昭
和
一
一
二
年
)
[
同
『
刑
法
解
釈
論
集
(
総
論
)
』
(
昭
和
五
七
年
)
二
三
頁
以
下
所
収
]
〕
更
に
、

阿
部
純
二
「
法
律
の
錯
誤
に
関
す
る
故
意
説
と
責
任
説
」
法
学
二

O
巻
三
号
(
昭
和
一
一
一
一
年
)
八
五
頁
以
下
と
く
に
九
二
頁
以
下
、
内
藤
謙
「
目
的
的
行

為
理
論
の
法
思
想
史
的
考
察
口
」
刑
法
雑
誌
九
巻
二
号
(
昭
和
三
三
年
)
一
七
人
頁
以
下
な
ど
参
照
。

ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
、
「
心
情
倫
理
に
と
っ
て
は
心
情
の
純
粋
性
、
カ
ン
ト
流
に
言
う
な
ら
、
行
為
者
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
と
こ
ろ
の
義
務
意

識
で
十
分
あ
り
、
行
為
者
の
為
し
た
こ
と
が
正
し
い
か
あ
る
い
は
誤
っ
て
い
る
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
」
。
「
こ
れ
に
対
し
て
、
責
任
倫
理
は
、
心
情
の
純

粋
性
の
要
請
を
損
わ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
、
心
情
の
純
粋
性
な
い
し
義
務
意
識
に
さ
き
だ
っ
て
真
の
義
務
の
確
認
な
い
し
正
し
い
決

断
を
得
ょ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
」
と
言
う
(
ぎ
己
NO--
〉

r
Z主
命
的
可
弘
司

2
Z名
E
E
O自
p
m
E
)。

(
時
)
内
田
『
刑
法

I
(総
論
)
」
二
四
三
頁
参
照
。
尚
、
ウ
ェ
!
パ

l
の
い
う
責
任
倫
理
に
つ
い
て
、
小
倉
志
祥
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
l
に
お
け
る
科

学
と
倫
理
」
(
昭
和
三
三
年
・
弘
文
堂
)
二

O
九
頁
以
下
と
く
に
一
一
一
八
|
九
頁
、
二
三
五
頁
以
下
参
照
。
最
近
の
も
の
と
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・

シ
ュ
ル
フ
タ
l

(
住
谷
一
彦
・
樋
口
辰
雄
訳
)
『
価
値
自
由
と
責
任
倫
理
』
(
昭
和
五
九
年
・
未
来
社
)
〔
同
じ
く
、
同
(
米
沢
和
彦
・
嘉
目
克
彦
訳
)
『
現

世
支
配
の
合
理
主
義
マ
y

ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
l
研
究
」
(
昭
和
五
九
年
)
九
七
頁
以
下
所
収
〕
が
あ
る
。

(
印
)
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
「
道
徳
的
に
善
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
事
柄
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
道
徳
的
法
則
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
十

分
で
な
い
、
そ
れ
は
ま
た
道
徳
的
法
則
を
根
拠
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
い
と
道
徳
的
法
則
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

極
め
て
偶
然
的
で
不
確
実
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
な
る
ほ
ど
不
道
徳
な
根
拠
か
ら
も
時
に
は
法
則
に
か
な
っ
た
行
為
が
生
じ
は
す
る
。
し
か
し

根
拠
が
不
道
徳
だ
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
行
為
も
ま
た
法
則
に
反
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
」
(
篠
田
英
雄
訳
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
」
(
昭
和
三
五
年
・
岩
波

文
庫
)
一
一
一
頁
に
よ
る
。
傍
点
原
文
、
以
下
同
様
)
。
「
私
は
こ
こ
で
、
最
初
か
ら
義
務
に
反
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
行
為
に
は
一
切
触
れ
な
い

こ
と
に
す
る
。
か
か
る
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
種
々
な
目
的
に
役
立
つ
に
せ
よ
、
と
に
か
く
初
め
か
ら
義
務
に
背
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
義
務
に
も

と
づ
い
て
生
じ
た
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
も
と
問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
(
同
書
二
三
頁
)
。
「
で
き
る
だ
け
他
人
に

親
切
を
尽
す
の
は
義
務
で
あ
る
。
:
:
:
そ
れ
で
も
私
は
こ
う
主
張
す
る
、
ー
ー
か
か
る
行
為
は
決
し
て
真
正
な
道
徳
的
価
値
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
、
た

と
え
そ
の
行
為
が
義
務
に
か
な
い
、
ま
た
は
た
目
に
は
快
い
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
や
は
り
傾
向

2
2空
白
色
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
っ
て
、
他
の
傾
向

と
同
列
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
。
一
例
と
し
て
名
誉
を
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
こ
の
傾
向
が
実
際
に
世
に
益
し
ま
た
義
務
に
も
か
な

北i去36(3・155)819 



説

ぃ
、
行
為
者
も
こ
れ
に
よ
っ
て
名
声
を
博
す
る
と
い
う
あ
ん
ぱ
い
に
調
子
よ
く
運
べ
ば
、
世
上
の
称
賛
と
と
鼓
舞
と
を
受
け
は
す
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し

尊
重
に
値
い
す
る
行
為
と
は
一
言
え
な
い
。
か
か
る
行
為
の
原
理
に
は
道
徳
的
な
価
値
内
容
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
行
為
を
傾
向
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま

っ
た
く
義
務
に
も
と
づ
い
て
行
う
と
い
う
価
値
内
容
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
(
同
書
一
一
五
頁
)
と
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
お
い

て
も
、
「
心
情
」
が
問
題
と
さ
れ
る
以
前
に
、
ま
ず
行
為
が
「
義
務
に
適
っ
て
い
る
こ
と
」
(
疋

-EdGめE
E
P
S
即
ち
「
善
」
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
問
題

と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
結
果
倫
理
の
側
面
は
決
し
て
否
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
理
解
の
問
題
に
こ
こ

で
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
尚
、
知
念
英
行
『
カ
ン
ト
倫
理
の
社
会
学
的
研
究
』
(
昭
和
五
九
年
・
未
来
社
)
七
七
頁
以
下
も
参
照
。

(
却
)
こ
の
よ
う
な
寝
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
国
即
巴
回
目
2
E
R
-
のめ印』門戸ロロロ四月号
F
r
z
ロ品目山『『。}岡田町円
FMF
〉
5
F
5
3
品
(
〕
(
呂
町
N¥
印
ω
y
m
印
N斗・

P
E呂
田
且

E
5
2・
司
之
さ
・
の
国
-
-
白
山
-m-
∞弁〈間}・

2
門
『
司
コ
邑
『
H円
F

E
三
宮
内
7
0
5
M
M『5
N名

F
E
E
Z
E
B
R
E
ニC
印
D
B毘

rロ
Z
・
5
吋∞
a印
ω
c
u

(
幻
)
印
円
F
E
E
E己
的
芦

3
0問
者
。
恒
一
一
回
目
em
∞バ

(
泣
)
カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
(
世
界
の
名
著
『
カ
ン
ト
』
所
収
の
加
藤
新
平
・
三
島
淑
臣
訳
)
三
四

O
頁
以
下
。
尚
、
金
沢
文
雄
『
刑
法
と
モ
ラ
ル
』

(
昭
和
五
九
年
)
一
一
一
一
|
二
頁
参
照
。

(
お
)
の
丘
一
酎
印
-
∞
企
庁
「
国
m
m
N
Z
『〈巾『
U円巾円}尾口凹
Z
F『?]{句。∞
-m-
印
。
・
〈
問
-
皆
同
AHFι
ぬ旬、∞
--NEHam門
『
己
主
巳
円
安
凶
目
的
門
「
mw

『5
n
F己
完
『
め
ロ
己
ロ
「
め
円
Z
Z
U巾
唱
え
戸
司
め
凹
片
山
内
『
コ
P

E
「
E
=一∞
R
r
z
gロ・

5

3
・
m・
5
日目ロ印
u
g
H
叶
。
-
ガ
ラ
ス
の
犯
罪
論
な
い
し
違
法
論
に
つ
き
、
中
村
勉
「
不
法
論
に
お
け
る
行
為
無
価
値
と
結
果

無
価
値
に
つ
い
て
付
、
口
」
帝
京
法
学
八
巻
一
号
(
昭
和
五
一
年
)
一
二
三
頁
以
下
、
九
巻
二
号
(
昭
和
五
三
年
)
一
八
七
頁
以
下
参
照
。

(m)
同
旨
、
』
2
門町内円
F
Z
U『宮内
F-
〉叶
-ω

〉ロ
2
0
5
叶∞ヨ印

ω合
ヨ
垣
市
回
目
。
一
印
唱

2
3『円。門
FF
〉、
HJHω

〉
=
2・
5
∞
ω・∞

2
-
2円
F
P
F
E
E
E
5
2
-
∞門『担問

2
円FF
〉、
HJ
「め『「
σcn}M・
M
.

〉
ロ
ロ
同
市
山
寸
印
一

HHFALM『町己円
F一-
H
O
¥
N
(印
.ω
め印)喝内
r
z
-
m円『え
Z
円
Z.
〉叫
J
∞苫門凶凶作口
FZ円『
f
N
〉
己
『
]
回
。
∞
品
一

HH
∞
Eι
吊ロ
σロ円
EF

、吋¥め(印

H

∞
∞
)
こ
の
よ
う
な
見
解
は
し
か
し
、
責
任
を
「
動
機
づ
け
」
(
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
)
、
「
意
思
形
成
の
可
能
性
」
(
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
)
あ
る
い
は
「
法

的
に
否
認
さ
れ
た
行
為
者
人
格
の
表
わ
れ
」
(
ブ
ラ
イ
)
に
求
め
る
考
え
方
と
原
則
的
に
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
号
認
可
円
F
出
e

白・
9
・
∞
官
印
)
。

と
こ
ろ
で
「
行
為
無
価
値
」
の
中
に
故
意
・
過
失
と
い
っ
た
主
観
的
要
素
も
含
ま
し
め
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
「
結
果
無
価
値
」
と
「
行
為
無
価
値
」

は
違
法
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
と
機
能
を
有
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
犯
罪
論
体
系
の
全
体
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
り
、
本
稿
で
は
こ
の
点
に

つ
い
て
は
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

(
お
)
ラ

l
ト
ブ
ル
フ
「
法
哲
学
入
門
」
野
田
良
之
・
阿
南
成
一
訳
『
ラ
l
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
第
四
巻
』
(
昭
和
三
六
年
)
七
九
頁
。
尚
、
金
沢
・
前
掲
武
田
五

七
頁
以
下
参
照
。

ヨβ‘
白岡

北法36(3・156)820 



違法性の意識に関する一考察

(お)]閉山門
F
2
F
「
巴
甘
口
問
内
吋
問
。
呂
田
g
g『一
M
M
F
E
-
-
c
〉
丘
一
回
句
、
コ
Y

〈
O

円
台
ω
河内同ロ『
-

A

山氏
-
E
ロ
ι
戸(〕{

(
幻
)
シ
ュ
ミ
y

ト
ホ
イ
ザ
l
は
、
悪
し
き
心
情
(
情
操
)
刑
法
か
ら
区
別
さ
れ
た
正
し
い
意
味
で
の
「
心
情
刑
法
」
と
「
心
情
倫
理
」
と
で
は
、
前
者
が
悪

し
き
行
為
、
後
者
が
善
き
行
為
を
対
象
と
し
、
ま
た
、
前
者
が
「
義
務
を
忘
れ
た
」
(
司
百
円
F

言
内
『
問
。
回
目
ロ
)
心
情
を
、
後
者
が
「
義
務
か
ら
」
(
主
的

認

ξ
Z
行
為
す
る
と
い
う
心
情
を
問
題
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
逆
転
し
た
対
応
関
係
が
あ
る
と
い
う

a
n
F
E
E
Z
E
2
-
p
-
ぎ
の
と
宮
∞

-m

uo)
。

(
お
)
行
為
者
の
「
法
的
心
情
」
を
責
任
非
難
の
対
象
と
し
、
「
心
情
無
価
値
」
を
価
値
論
上
の
「
心
情
倫
理
」
に
則
し
て
律
す
る
な
ら
ば
、
シ
ユ
ミ
ァ
ト
ホ

イ
ザ
ー
の
よ
う
に
厳
格
故
意
説
を
支
持
す
る
の
が
一
貫
し
た
立
場
で
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
れ
を
「
価
値
論
的
責
任
概
念
」
(
巾
宮
山
H
E
S
Z円
F
R
W
E
E宮崎

コ
ロ
)
と
呼
ぶ

3
Sヨ
E
E
5
2司
宮
宵
宮
内
7
5
¥印(印

ω
毘
)
一
含
3
-
m
g去
g
F
5
7
4
¥。内向(印・

5
∞同))。

ロ
ク
シ
ン
は
、
禁
止
の
錯
誤
が
実
定
法
上
ほ
と
ん
ど
免
責
さ
れ
ず
「
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
可
能
性
」
と
い
っ
た
客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
「
心
情
の
相
異
」
に
よ
っ
て
は
充
分
に
説
明
で
き
な
い
と
し
て
責
任
を
「
法
的
に
否
認
さ
れ
た
心
情
」
と
し
て
捉
え
る
所
説
を
批
判
す

る
が
(
問
。
H
E
e
F
H
者
。
丘
一
白
少
叩
コ
ご
責
任
説
を
前
提
と
す
る
限
り
、
正
当
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
我
今
は
責
任
説
そ
の
も
の
に
疑
問

を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
ロ
ク
シ
ン
に
お
い
て
も
他
行
為
可
能
性
と
し
て
の
「
責
任
」
は
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
加
え
て
予
防
的
観
点
か
ら
な

お
処
罰
の
必
要
性
が
あ
る
か
否
か
が
吟
味
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
責
任
非
難
の
対
象
と
し
て
の
「
心
情
無
価
値
」
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
合
同
-
問
。
H
-
P
白
ω
o
z
m
H
∞同『『)。

(
m
w
)
小
野
「
刑
法
概
論
〔
増
一
訂
新
版
〕
」
(
昭
和
三
五
年
)
一
二
ハ
一
良
。

(
初
)
本
稿
序
説
第
一
節
参
照
。

(
幻
)
〈
四
一
回
=
(
]
《
己
主
】
f
d
=
「
町
内
Z
Z
C司
君

=
P
Z
2
p
〈
巾
『
σ
。
z一
「
『
Z
ヨ
ロ
ロ
己
〈
巾
「
ヨ
2
己F
白『}内町四円安山田〈巾『ず
D
片的目「ユ己呂田
-
H
m
w
小川
w

∞
ω
仏門

(
認
)
〈
四
}
め

F
g仏
国
-
∞
∞
町
民
ル
ド
ル
フ
ィ
に
よ
れ
ば
、
法
的
妥
当
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
実
力
説
(
忌
R
E
5
2立
。
)
、
承
認
説
(
〉
兄
「
rm
ロロロロ四位
F
gコ
巾
)
、
ラ

ウ
ン
(
周
忌
色
町
戸
、
白
巳
口
)
の
所
説
、
及
び
規
範
的
法
的
妥
当
論
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
、
個
々
の
法
服
従
者
の
承
認
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
法
規
範
の
妥
当
性

が
左
右
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。

こ
の
点
で
、
例
え
ば
法
の
妥
当
根
拠
に
つ
い
て
の
承
認
説
に
お
い
て
も
、
法
共
同
体
の
個
々
の
構
成
員
の
承
認
で
は
な
く
大
多
数
の
構
成
員
の
承
認
が

問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
(
一
般
的
承
認
説
て
い
わ
ゆ
る
個
別
的
承
認
説
を
採
る
ヴ
エ
ル
カ
l
合
同
ユ

4
7
g
ι
2
g巴
兵
ミ
)
も
、
そ
の
前
提
か

ら
矛
盾
す
る
と
は
一
一
百
え
、
超
個
人
的
・
実
質
的
価
値
秩
序
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
、
ラ
ウ
ン
で
す
ら
、
純
粋
に
主
観
的
な
義
務
概
念
を
貫
徹
す

~tì去36 (3・157)821 



説

る
を
得
ず
、
実
定
法
は
最
終
的
に
は
個
人
の
自
律
的
良
心
に
よ
る
承
認
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
法
的
妥
当
の
問
題

は
個
人
の
承
認
如
何
の
問
題
と
は
別
の
次
元
に
存
す
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
言
え
よ
う
(
法
的
妥
当
に
関
す
る
諸
説
に
つ
き
更
に
、
話
一
回
目
=
印
「
E
4

4
2
間
的
円
『
『
E
F
E
-
-
り
め
円
∞
丘
町
ユ
ロ
己
巾
円
H
N
2リ
E
Z
司
z
z
n
F
F
]戸川
W
G
F
印
吋
O
『
?
∞
品
以
-
ロ
ロ
ι
印
・
。
∞
同
町
二
}
ハ
・
H
W
口
四
回
印
円
}
プ
〉
口
町
己
2
・
m
c
円
『
百
ロ
山
門
『
込
め
円
。
2
4
円
『
再
開
伺
F
n
m
w
F

Z

コ-
m
・
2
『
『
一
出
国
g
r
m
f
巴
ロ
『
D
F
「
ロ
ロ
四
百
任
命
日
出
2
z
g
司
訂
正
M
D
Z
F
m
-
N
-
〉
C
2
5

コ-
m
E
ω
町
内
・
川
端
博
「
違
法
性
の
認
識
に
つ
い
て
(
一
)
」
法

律
論
叢
四
七
巻
二
号
(
昭
和
五

O
年
)
九
一
頁
以
下
参
照
)
。
尚
、
法
の
効
力
の
存
在
論
的
把
握
を
提
唱
さ
れ
る
竹
下
助
教
授
が
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
フ
ソ
サ
l

ル
(
の
内
『
『
恒
三
国
5
尽
き
の
所
説
を
引
用
し
つ
つ
、
法
と
い
う
存
在
は
、
個
人
の
意
識
体
験
か
ら
超
越
し
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た
全
体
と
し
て
の
法
が
問
題

と
な
る
限
り
で
、
法
は
一
定
の
時
間
と
空
間
の
内
部
で
の
現
象
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
時
空
的
」
に
妥
当
す
る
「
精
神
的
存
在
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
の
は
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
示
唆
的
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
(
竹
下
賢
「
法
の
効
力
」
長
尾
・
田
中
編
『
現
代
法
哲
学
第
一
巻
法
理

論
』
(
昭
和
五
八
年
)
二
六
四
頁
以
下
)
。

(
お
)
ホ
ル
ン
は
、
違
法
性
の
意
識
と
は
、
行
為
者
の
現
実
的
な
意
識
の
中
に
、
特
定
の
事
態
と
特
定
の
法
規
範
と
の
相
互
関
係
が
少
な
く
と
も
可
能
な
も
の

と
し
て
浮
か
び
上
が
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
違
法
性
の
意
識
は
、
個
々
人
の
意
識
の
中
で
不
法
と
事
象
と
が
符
合
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
と
こ
ろ
の
「
符

合
意
識
」
宍
2
S
E
g
N
U
2
2
P
Z
2
ロ
)
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
s
n
r
E
E
Z
o
g
'
〈
R
C
三
位
『
『
Z
B
E
且
〈
句
者
2
8
R
Z
H
F
H
支
出
・
印
H
g
。
し
か
し

て
こ
こ
で
は
、
特
定
の
事
態
が
い
か
な
る
種
類
の
規
範
と
符
合
し
て
い
る
の
か
が
、
ま
さ
に
問
題
な
の
で
あ
る
。

(
災
)
〈
岡
戸
田
〈
内
『
問
。
何
ω
N
-
m
w
m
山
氏
・
(
H
o
g
・
白
戸
』
円
E
-
S
H
E
-
事
的
n
E
E広
z

ロロ己
2

・
〈
巾
『
恒
三
垣
O
『
b
M
n
z
r
g
ぺ
mw}目印門「え「ぬ円FZRFmm可凶門巾自FS円内問。コ巾ロ-司巾帥門的門町ユ『片町ロ『

出
-
z
g
r
巾
7
5
2
-
m
・
5
印
同
町
〔
邦
訳
と
し
て
、
高
橋
則
夫
訳
・
ロ
ク
シ
ン
『
刑
法
に
お
け
る
責
任
と
予
防
』
(
昭
和
五
九
年
)
一

O
七
頁
以
下
〕
、
尚
、

我
国
の
文
献
と
し
て
、
比
嘉
康
光
「
確
信
犯
人
論
史
序
説
」
立
命
館
法
学
一

O
五
H

一
O
六
号
(
昭
和
四
七
年
)
七
五
頁
以
下
、
米
国
泰
邦
『
犯
罪
と
可

罰
的
評
価
』
(
昭
和
五
八
年
)
八
九
頁
、
一

O
一
二
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
確
信
犯
・
良
心
犯
に
つ
き
-
般
的
に
違
法
性
の
意
識
を
肯
定
す
る
者
と
し
て
、
∞
の
同
日
N
d
N
C
∞
U

切の図的片品

e
r
∞
3
0円
C
o
y
-
U
H
N
E
g
a
m
g
ω
-
ロ
・

的
円
『
「
E
R
-
U
呂
町
ユ
ロ
2
5
円
F
Z
司
『
2
E
Z
含
∞
∞
の
戸
N
g
巧

E
・
g
-
5日
ω
・
的
-
E
叶
『
J
P
F
E
E
E
5
2
・
C
F
2
〉
Z
E
Z
5
5
巳
司
O
Z
ロ
江
田
口
E
ι
g

Cロ『巾円FZσ
司
君

=
P
Z
2
ロ
タ
司
命
的
門
印
円
}
戸
『
M
P
P
「
国
.

Y
向白『巾「・HMWめ
G
-
m
・
ω
ω
ω
円
一
向
山
町
内
ユ
・

0
句
C
U
2
N
2
四
ロ
ロ
四
日
片
位
向
「
戸
口
己
巾
「
ロ
2
間
話
口
問
2
F
Z
2
M
件
当
月
三
口
口
問
-

5
3
・
∞
・
2
〔
本
書
の
邦
訳
と
し
て
、
比
嘉
康
光
訳
・
立
正
法
学
論
集
一
六
巻
三
・
四
号
(
昭
和
五
八
年
)
、
同
一
七
巻
三
号
(
昭
和
五
八
年
)
、
同
一

八
巻
三
・
四
号
(
昭
和
印
年
)
以
下
に
連
載
中
〕
一
]
巾
日
円
『
命
円
F
E
F
『
宮
内
F
ι
何
回
目
円
『
白
『
『
m
n
z
p
〉
H
J
U
-
〉
Z
D
-
m
ω
g
『
-
m
n
u
g
a
m
『
司
円
、
2
司
N
戸
崎
市
『
欠
。
B

E
E
R
-
H
O
〉
Z
D
H
U
∞
0
・
2
叶
E
R
'
E
R
-
P
E
R
-
m
n
g
ロ
宵
史
的
円
買
E
R
g
の
∞
-
N
H
〉
=
2
・
5
∞
N
・

2
吋
宮
口
『
斗
一
大
塚
「
刑
法
概
説
(
総
論
)
』

論
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説

法
的
規
範
違
反
の
認
識
で
も
っ
て
一
連
沙
性
の
意
識
」
を
肯
定
す
る
に
充
分
で
あ
り
、
当
該
行
為
の
法
的
評
価
ま
で
も
要
し
な
い
と
す
る
点

{
別
}

で
共
通
の
基
盤
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
両
品
に
本
質
的
な
相
異
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

吾l>.
百聞

さ
て
、
本
説
を
も
っ
と
も
有
力
に
主
張

L
た
の
は

M
・
E
-
マ
イ
ヤ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
形
式
的
・
法
実
証
主
義
的

立
場
か
ら
規
範
論
を
展
開
し
、
違
法
性
の
意
識
に
「
規
範
違
反
の
認
識
」
を
要
求
し
た
の
に
対
し
、
そ
の
「
文
化
規
範
説
」
の
立
場
か
ら
、

「
義
務
違
反
性
の
意
識
(
可
能
性
)
」
を
帰
賓
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
責
任
と
は
違
反
結
果
を
惹
起
す
る
義
務
違

『
担
}

反
的
意
思
活
動
で
あ
り
、
規
範
的
責
任
要
素
と
し
て
の
義
務
違
反
性
の
認
識
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
行
為
者
が
義
務
違
反
性
を
認
識
し
て

{
回
)

い
る
か
否
か
で
あ
り
、
そ
の
義
務
を
法
的
義
務
と
し
て
認
識
し
得
た
か
否
か
は
重
要
で
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
い
う
「
義
務
違
反
性
」
と
は

(
剖
)

彼
の
文
化
規
範
説
と
結
び
つ
い
た
前
法
的
概
念
な
の
で
あ
る
。
即
ち
「
国
家
的
に
承
認
さ
れ
た
文
化
規
範
の
認
識
(
可
能
性
)
」
が
「
義
務

違
反
性
の
意
識
(
可
能
性
こ
の
内
実
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
こ
の

M
・
E
-
マ
イ
ヤ

l
の
見
解
を
受
け
継
ぎ
、
更
に
こ
れ
を
発
展
せ
し
め
た
ア
ル
ト
ゥ

l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
お
よ
び
シ
ユ

ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
の
見
解
を
検
討
し
た
う
え
で
、
我
国
の
学
説
・
判
例
に
つ
き
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)
司
『
回
目

r
-
o
g
m
q広間
2
2
N宮
内
町
内
己
『
巴

B
U
Z
Z吾
作
目
N
E門
戸

5
‘
〉

c
p
E
N品
切

凶

コ

ω・
2
円

F
P「
回
二
曲
目
。
二
回
∞
‘
〉
Z
2
・

5
2
-
m
-
H∞
公

尚

、

福

田

『
違
法
性
の
錯
誤
」
八
O
頁
も
参
照
。

も
っ
と
も
フ
ラ
ン
ク
は
、
故
意
責
任
を
問
、
つ
に
は
非
倫
理
性
の
意
識
の
「
可
能
性
」
で
足
り
る
と
す
る
。
彼
は
一
言
う
。
「
行
為
者
に
違
法
性
、
非
倫
理

性
あ
る
い
は
社
会
的
有
害
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
彼
に
認
識
さ
る
べ
き
場
合
に
も
非
難
し
得
る
も
の
で
あ
る
」
(
白
山
O
岨

E

〉

c
b
-
m
H∞
め
ご
と
。

フ
ラ
ン
ク
の
責
任
論
に
つ
き
更
に
、
佐
伯
千
偲
『
刑
法
に
お
け
る
期
待
可
能
性
の
思
想
」
(
昭
和
一
一
二
年
)
一
七
|
四
四
頁
参
照
、
石

-rr口
FRF-

国
広
ぎ
コ
印
円
}
克
己
ロ
己

ι。
岡
宮
山
立
回
門
町
内
の
『
ロ
ロ
己
}
白
聞
の
口
早
色
。
己
『
町
民
コ
肖
『
門
的
印
可
凹
円
。
自
己

E
円
}
毘
口
出
向

Fz-ι-mE吋
m
y
H
m
E
叶
品
・
的

e
m
W
4
1
H
C
K
H
・
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第

節

ア
ル
ト
ゥ

i
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
見
解

ア
ル
ト
ゥ

l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
「
刑
法
の
責
任
論
に
お
け
る
不
法
の
意
識
」
と
題
す
る
著
書
の
中
で
、
法
規
範
の
本
質
と
違
法
性

の
実
質
的
意
義
に
つ
い
て
の
考
察
を
基
礎
に
、
刑
事
責
任
の
前
提
と
し
て
「
社
会
的
有
害
性
の
意
識
」

(∞巾者己
P
門的問戸口島市同・

ωCNS-開門
Z
M
W
A凶

-Hnvrg門
)
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
法
規
範
の
本
質
は
客
観
的
評
価
規
範
に
あ
り
、
国
家
命
令
は
、
正
当
な

(
社
会
的
な
)

も
の
と
し
て
-
評
価
さ
れ
た
態
度
を
国
民
に
強
い
る
の
に
奉
仕
す
る
も
の
で
、
目
的
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
立
法
者
は
或
る

態
度
を
不
正
な
(
反
社
会
的
な
)

も
の
と
し
て
(
己
的
考
庄
内
『
足
早
呂
町
古
(
自

5
2
3
3
)
-評
価
す
る
が
故
に
そ
れ
を
禁
ず
る
の
で
あ
り
、
評
価

規
範
が
第
一
次
的
で
あ
り
、
決
定
規
範
は
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
。
ヵ
ウ
フ
マ
ン
は
そ
こ
か
ら
法
規
範
に
つ
い
て
の
命
令
説
(
目
ヨ
胃

E-

己
〈

2
5
2ユ
巾
)
に
反
対
し
、
行
為
の
違
法
性
に
関
し
て
は
客
観
的
評
価
規
範
が
決
定
的
な
意
味
を
持
ち
、
決
定
規
範
は
責
任
に
と
っ
て
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
し
て
、
客
観
的
違
法
論
お
よ
び
主
観
的
責
任
論
を
支
持
す
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
違
法
性
の
意
識
の
問
題
に
つ
き
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
法
規
範
の
本
質
は
評
価
規
範
で
あ
り
、

違法性の意識に関する一考察

そ
れ
故
有
責
行
為
も
、
行
為
者
が
自
ら
の
行
為
を
立
法
者
と
同
様
の
方
向
に
お
い
て
評
価
し
た
と
い
う
こ
と
に
の
み
依
存
し
て
い
る
。
即
ち
、

立
法
者
が
認
め
て
い
る
行
為
の
違
法
か
つ
反
社
会
的
性
質
を
、
行
為
者
が
そ
れ
と
同
様
の
意
味
で
認
識
し
た
な
ら
ば
、
彼
は
か
く
行
為
す
べ

か
ら
ず
と
い
う
義
務
を
も
意
識
し
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
義
務
規
範
と
は
評
価
の
帰
結
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
国
民
に
と
っ
て
理
解

し
難
い
抽
象
的
形
式
的
な
命
令
で
は
な
く
、

M
・
E
-
マ
イ
ヤ

l
が
文
化
規
範
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
社
会
的
な
行
動
指
針

2
5
8
N
E巾

〈

R
E
-窓
口
問
自
白
骨
諸
島
で
あ
り
、
国
民
は
そ
の
社
会
的
義
務
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
の
反
社
会
的
意
味
を
認
識
し
て
い
る

者
は
、
自
分
が
義
務
に
反
し
て
不
法
に

(E『
開
門
宮
)
行
為
し
て
い
る
こ
と
を
も
知
っ
て
い
る
、
と
。
そ
こ
で
カ
ウ
フ
マ
ン
は
可
罰
的
不
法
の

実
質
的
意
義
を
リ
ス
ト
に
倣
い
「
社
会
的
有
害
性
」
に
求
め
、
同
時
に
上
述
の
ご
と
く
法
規
範
の
本
質
を
客
観
的
評
価
規
範
と
捉
え
る
こ
と

北法36(3・163)827 



説

に
よ
り
、
違
法
性
の
意
識
を
「
社
会
的
有
害
性
の
意
識
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
刑
事
不
法
の
本
質
は
、
国
家

が
当
該
行
為
を
禁
じ
て
い
る
と
い
う
単
な
る
形
式
的
違
法
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
禁
止
の
実
質
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
実
質
的
違
法
性
(
即

論

ち
社
会
的
有
害
性
)
の
中
に
存
し
、
刑
事
犯
に
お
け
る
違
法
性
の
意
識
の
内
容
は
か
よ
う
な
刑
事
不
法
の
実
質
的
本
質
を
考
慮
す
る
こ
と
か

ら
の
み
導
き
出
し
得
る
。
自
己
の
所
為
の
共
同
体
侵
害
性
を
認
識
し
て
こ
れ
を
行
な
い
、
保
護
に
値
す
る
社
会
的
生
活
利
益
を
自
ら
が
侵
害

あ
る
い
は
危
殆
化
せ
し
め
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
行
為
者
は
、
有
責
に
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
。
刑
事
責
任
は
「
社
会
的
有
害
性
の
意
識
」

を
必
要
と
す
る
。
行
為
者
が
こ
の
意
識
を
も
っ
て
行
為
す
る
な
ら
、
た
と
え
法
律
上
の
禁
止

2
2
%認
定
-
呂
町
内
〈

q
z
c
を
知
ら
な
く
と
も
、

彼
は
当
該
行
為
が
義
務
に
反
し
て
い
る

(12円
F
Z
Eユ
問
)
こ
と
も
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
か
よ
う
に
し
て
彼
は
、
故
意
に
は
社
会

的
有
害
性
の
意
識
が
必
要
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
実
質
的
意
味
に
お
け
る
不
法
意
識
と
形
式
的
意
味
で
の
違
法
性
の
意
識
(
禁
止
認
識
)
を
区
別
す
る

立
場
か
ら
、
故
意
説
と
責
任
説
の
対
立
を
仮
象
問
題
で
あ
る
と
し
、
刑
事
刑
法
に
お
け
る
故
意
に
は
不
法
意
識
を
も
っ
て
足
り
る
と
し
、
こ

れ
に
対
し
て
秩
序
刑
法
(
付
属
刑
法
)
に
お
い
て
は
、
実
質
的
な
「
禁
止
素
材
」
と
い
う
意
味
で
の
真
の
構
成
要
件
(
不
法
構
成
要
件
)
を

そ
も
そ
も
欠
く
た
め
、
法
的
禁
止
す
な
わ
ち
形
式
的
違
法
性
の
意
識
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

告
人
)

ま
た
帰
責
を
裁
判
官
と
行
為
者
(
被

と
の
聞
の
意
思
疎
通
過
程
決
。
ョ
ヨ
ロ
E
E
E
Cロ
印
有
O
N
与
)
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
新
た
な
基
礎
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
カ
ウ
フ

さ
ら
に
カ
ウ
フ
マ
ン
は
最
近
に
な
っ
て
、
一
言
語
哲
学
的
分
析
か
ら
言
語
の
二
元
性
を
指
摘
し
、

マ
ン
に
よ
れ
ば
、
言
語
は
志
向
的
l
隠
聡
的
次
元
(
ア
ナ
ロ
グ
言
語
)

と
い
う
こ
元
性
を
持

と
合
理
的
l
範
時
的
次
元
(
デ
ジ
タ
ル
言
語
)

ち
、
前
者
は
日
常
用
語
な
い
し
は
犯
罪
行
為
者
の
日
常
的
世
界
と
、
後
者
は
専
門
用
語
な
い
し
は
法
規
の
規
範
的
世
界
と
照
応
す
る
も
の
で

あ
る
。
日
常
用
語
に
お
い
て
は
、
言
語
の
伝
達
・
了
解
機
能
な
い
し
社
会
的
機
能
が
重
要
で
あ
り
、
我
々
は
言
語
の
そ
の
よ
う
な
機
能
を
通

し
て
社
会
的
諸
規
則
を
習
得
し
社
会
化
し
て
ゆ
く
。
例
え
ば
我
々

(
国
民
)

は
「
人
殺
し
」

(
Z
o
E
)
と
い
う
行
為
を
具
体
的
な
社
会
的
行

北1去36(3・164)828 



動
範
型
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
り
、
定
義
づ
け
ら
れ
た
法
的
概
念
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
い
。
行
為
者
の
不
法
意
識
も
、
行
為
の
社
会
的

意
味
の
認
識
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
社
会
的
有
害
性
の
意
識
に
他
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
い
わ
ゆ
る
付
属
刑
法
で
は
、
行
為
者
は
法
的
禁
止

を
知
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
行
為
の
不
法
を
意
識
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
法
律
用
語
と
り
わ
け
刑
罰
法
規
上
の
用
語
に
お
い
て

は
、
一
言
語
の
操
作
価
値
、
刑
罰
法
規
の
保
証
機
能
が
強
調
さ
れ
、
た
と
え
直
観
性
と
通
俗
性
を
犠
牲
に
し
て
も
そ
れ
は
可
能
な
限
り
厳
密
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
帰
責
を
行
為
者
(
被
告
人
)
と
裁
判
官
と
の
意
思
疎
通
過
程
と
い
う
動
態
的
視
角
で
理
解
す
る

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
裁
判
官
は
犯
罪
行
為
者
の
日
常
用
語
的
世
界
と
刑
罰
法
規
の
専
門
用
語
的
世
界
を
媒
介
す
べ
き
立
場
に
あ
り
、
社
会
的
行

動
範
型
の
規
準
に
従
っ
た
行
為
の
社
会
的
意
味
に
つ
い
て
の
漠
然
と
し
た
行
為
者
H

意
識
(
即
ち
社
会
的
有
害
性
の
意
識
)
は
裁
判
所
の
意

思
疎
通
過
程
を
通
し
て
次
第
に
凝
縮
さ
れ
、
行
為
の
法
的
意
味
に
つ
い
て
の
正
確
な
裁
判
官
H
意
識
に
な
る
、
と
一
言
、
っ
。
「
平
行
評
価
」
は

そ
の
意
味
で
裁
判
官
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
。
違
法
性
(
勾
号
、
H

な
さ
骨
同
阿
古
芹
)
の
意
識
は
訴
訟
で
初
め
て
裁
判
官
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
、
責

違法性の意識に関する一考察

任
判
断
に
お
い
て
行
為
者
に
帰
属
さ
れ
る
。
法
的
意
味
に
お
け
る
責
任
は
そ
れ
故
、
実
際
の
と
こ
ろ
裁
判
官
の
頭
の
中
に
在
る
、
と
=
=
守
つ
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
刑
法
的
帰
責
を
行
為
者
の
日
常
用
語
的
世
界
と
い
う
対
象
レ
ベ
ル

(
O
互
岳
R
Zロ
巾
)
と
裁
判
官
の
専

門
用
語
的
世
界
と
い
う
メ
タ
レ
ベ
ル
富
市

g
各
自
巾
)
と
の
こ
つ
の
平
面
で
捉
え
、
行
為
者
が
当
該
態
度
を
不
法
と
理
解
し
て
い
た
と
い
う
責

任
に
つ
い
て
、
裁
判
官
が
メ
タ
レ
ベ
ル
で
判
断
し
、
そ
の
責
任
を
「
法
的
責
任
」
と
し
て
規
定
す
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
の
よ
う
に
「
社
会
的
有
害
性
の
認
識
」
で
足
り
る
と
し
、
「
違
法
性
の
意
識
」
は
裁
判
官
の
頭
の
中
で
産
み
出
さ

れ
る
と
す
る
が
、
行
為
者
は
、
何
も
専
門
用
語
的
世
界
で
は
な
く
と
も
、

日
常
用
語
的
世
界
の
中
で
、
自
己
の
行
為
の
「
法
的
価
値
判
断
」

を
為
す
こ
と
も
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
一
言
語
の
二
元
的
機
能
を
認
め
る
と
し
て
も
、
行
為
者
の
日
常
的
世
界
に
お
け
る
法
的
禁
止
・

命
令
の
認
識
を
排
除
す
る
い
わ
れ
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
法
律
学
上
の
専
門
技
術
的
な
概
念
的
把
握
に
よ
る
の
で
な
い
に
し
て
も
、

言
語
の
「
伝
達
・
了
解
機
能
な
い
し
社
会
的
機
能
」
を
通
じ
て
、
我
々
は
ま
さ
に
諸
々
の
「
法
規
範
」
を
も
習
得
し
、
法
的
に
社
会
化
し
て

北法36(3・165)829 



説

ゆ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

:a-b.. 
白岡

カ
ウ
フ
マ
ン
は
当
該
行
為
の
「
法
的
」
評
価
ま
で
も
要
求
し
て
お
ら
ず
、
後
述
す
る
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
説
と

基
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

(
1
)
〉
ユ
F
E
「
}CC同
旨
印
口
P
。
白
印
ロ
ロ
吋
巾
円
F
Z
Fヨミ
z
p
g
m
E
百
円
rw「印円
F
E
E
-
巾『『巾

ι
白目的同『曲四回・
2
F
Z
一H
O目白
C
ロ『め円『】門出『内耳
=
P
Z
2
ロ一
-
H
匂品匂

(
2
)
開

-ug己州
y
m
H
ω
ゆ

(
3
)
開

F
g
ι
p
m
H
ω
∞同

(4)
開

σ
g己
myω
・
HA悼()片白ロ円『門
H
2
F
e
U
白目的円
F
Z
E
古江口
2
p
m
e
円一凶
C

同

(
5
)
F
E『呂田口
p
u
g
dロ「巾円
F
Z
U
2一
=-52P
∞
H
H
叶
ロ
カ
ウ
フ
マ
ン
は
リ
ス
ト
H
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
教
科
書
な
ど
を
引
用
し
、
「
実
質
的
意
味
で
の
犯
罪

と
は
、
と
り
わ
け
重
大
な
社
会
的
に
有
害
な
法
益
侵
害
で
あ
る
」

3
・
H
N
印
)
、
「
実
質
的
意
味
で
の
違
法
性
と
は
社
会
的
有
害
性
で
あ
る
。
個
々
の
構
成

要
件
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
は
、
そ
の
構
成
要
件
の
解
釈
の
決
定
的
な
基
準
で
あ
る
」
(
印

EO)
と
言
、
っ
。

(
6
)
E
v
mロ品
P
的
-
m
w
也
氏
-

(
7
)
何

u
s
e
-
m
-

ニ
ω・
田
口
円
『
号
『
印

J
O
B
W吉
区
百
コ
ロ
N

壱占的・

Z
N同
町
彼
は
言
、
っ
。
刑
事
犯
の
構
成
要
件
は
常
に
不
法
構
成
要
件

(
C
R
2
Z∞E

Z忠
告
巳
)

で
あ
り
、
構
成
要
件
的
故
意
は
不
法
故
意

2
0
Z∞
ヨ
白
Z
印
)
で
あ
る
と
。
「
社
会
生
活
に
お
け
る
行
為
事
情
の
意
味
」
を
知
る
者
の
み
が
、
刑
法
的
意
味
で

の
故
意
を
も
っ
て
行
為
す
る
の
で
あ
る

(
m
Z品ご。

(
8
)
穴
田
口
『
ヨ
同
口
P
D
白
印

C
ロ「巾門町昨日
U
巾耳ロ伊丹印
2
p
∞
め
に
『
J
H
H
寸『『よ

H
印
丘
町
-
一
且
巾
『
?
ロ
曲
目
的
円
F
Z
E
古江口
N
-
p
m
H
ω
印町内一【同町「印-一山内
E
E
E
E
ロ品目門『担問
m
-
N

〉
ロ
ロ
-

]戸。∞
ω
占的

]{ω
∞『同

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
実
質
的
な
不
法
意
識
に
つ
い
て
は
「
故
意
説
」
が
、
形
式
的
な
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
は
「
責
任
説
」
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
の

で
あ
る
。
尚
、
本
稿
第
二
章
第
一
節
註
(
日
比
)
参
照
。

(
9
)
穴
E
Z
S
F
U
Z
E吋白
2
0
Z
R
E
S
-
m
a
N
ω
町
内
〔
邦
訳
二
一
五
頁
以
下
〕

(
叩
)
思

)
g
E
-
m
a
N
2

〔
同
一
一
一
七
i
八
頁
〕

(
日
)
開

u
g《凶
p
m
-
N
吋
ロ
〔
一
二
八
頁
以
下
〕
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(ロ
)
g
m
z
p
m
ω
N

〔
同
一
三
一
頁
〕

(

日

)

岡

山

C
m
E
p
∞・
ω
N
ω
h
p

〔
同
一
三
一
l
二
頁
〕

(
M
)
開

z
z
p
m
zー

ωφ

〔
同
二
ニ
二
四
頁
〕

(
お
)
何

F
E
e
-
m
ω
三
〔
同
二
ニ
ム
ハ
|
七
頁
〕

(
日
)
本
章
第
二
節
二
参
照
。

第

節

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
の
見
解

西
ド
イ
ツ
で
は
少
数
説
の
厳
格
故
意
説
を
堅
持
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
は、

M
・
E
-
マ
イ
ヤ
!
が
法
規
範
(
秩
序
)

と
文
化

規
範
と
を
対
置
し
た
の
に
対
し
、

ま
さ
に
法
秩
序
の
も
つ
二
つ
の
局
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
「
違
法
性
の
意
識
」
の
問
題
に
答
え
て
い

る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
秩
序
は
「
社
会
的
法
秩
序
」
と
「
国
家
的
法
秩
序
」
に
分
か
れ
、
前
者
は
社
会
の
全
構
成
員
に

違法性の意識に関する一考察

向
け
ら
れ
た
禁
止
・
命
令
で
あ
り
、
例
え
ば
「
汝
殺
す
勿
れ
」
と
か
「
汝
盗
む
勿
れ
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
道
徳
的
(
な
い
し
社
会
倫
理
的
)

命
題
と
し
て
我
々
が
承
認
し
て
い
る
社
会
生
活
上
の
基
本
要
求
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
い
わ
ば
社
会
的
法
秩
序
の
改
鋳

(
C
B
胃

Z
Z口
町
)
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
立
法
者
に
よ
っ
て
国
家
機
関
に
向
け
て
定
立
さ
れ
た
命
令
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ

ザ
i
は
違
法
性
の
意
識
を
「
社
会
的
法
秩
序
」
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
の
独
自
の
目
的
論
的
犯
罪
論
体
系
に
よ
れ
ば
、
責
任
構
成
要
件
と
し
て
の
「
故
意
性
」

2
0
3帥
丹
江
戸
与
吉
田
門
)
は
現

実
的
な
事
実
意
識
百
三
官
三
』
p
g
gロ
)
と
現
実
的
な
不
法
意
識

(
C
R
2
Z品
目
当

E
W
Z
2ロ
)
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
こ
の
不
法
意
識
は
事
実
意

識
と
不
可
分
に
結
び
つ
き
、
不
法
事
実
を
基
礎
s

つ
け
る
行
為
の
亘
前
に
先
行
す
る
心
理
的
事
象
で
あ
る
。
そ
こ
に
い
う
不
法
意
識
の
対
象
と
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説

し
て
の
「
不
法
」
が
如
何
な
る
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
き
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
は
次
の
よ
う
に
一
言
う
。
我
々
の
文
化
圏
に
お

い
て
共
同
生
活
上
正
当
な
(
『

R
E
E】
)
基
本
要
求
と
看
倣
さ
る
べ
き
社
会
的
諸
価
値
か
ら
構
成
さ
れ
る
社
会
的
法
秩
序
の
領
域
で
は
、
不
法

論

意
識
と
は
こ
の
秩
序
へ
の
重
大
な
違
反
を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
定
的
な
国
家
的
法
規
、

ま
し
て
刑
罰
規
定
に
違
反
す
る
と
い

う
意
識
で
は
な
い
。
社
会
的
法
秩
序
に
既
に
規
則
が
教
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
っ
て
初
め
て
規
則
が
与
え
ら
れ
る
領
域
(
即

ち
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
秩
序
刑
法
の
領
域
)

が
問
題
と
な
る
限
り
で
は
、
不
法
意
識
と
は
行
為
者
が
彼
を
義
務
づ
け
て
い
る
国
家
命
令
の
違

反
を
意
識
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
具
体
的
に
行
為
者
が
国
家
的
共
同
体
に
お
け
る
共
同
生
活
上
の
基
本
的
価
値
を
侵
害
す
る

重
大
な
価
値
違
反
を
意
識
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
彼
が
義
務
的
な
国
家
命
令
違
反
を
意
識
し
て
い
る
場
合
に
、
不
法
意
識
は
存
在
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
は
か
く
し
て
、
不
法
意
識
に
い
う
「
不
法
」
概
念
を
、
目
的
論
的
犯
罪
論
体
系
に
お
い
て
刑
法

の
適
用
と
結
び
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
不
法
構
成
要
件
に
お
け
る
厳
格
な
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
|
|
!
と
も
か
く
も
刑
事
不
法
の
領
域
で
は

1
1
1
社
会
生
活
上
の
基
本
要
求
に
対
す
る
違
反
と
し
て
捉
え
、
両
者
を
明
瞭
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

i
は
次

の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
刑
事
刑
法
の
領
域
で
は
不
法
意
識
の
概
念
は
事
実
意
識
の
そ
れ
に
符
合
し
て
お
り
、
行
為
者
は
事
実
意
識
に
お

い
て
法
律
的
概
念
を
知
る
必
要
は
な
く
、

そ
れ
に
相
応
す
る
概
念
の
も
と
で
、
刑
罰
法
規
が
法
律
的
概
念
を
用
い
て
叙
述
し
て
い
る
事
態
そ

の
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
同
様
に
、
不
法
意
識
に
お
い
て
も
、
行
為
者
は
当
該
行
為
が
実
定
法
規
あ
る
い
は
さ
ら
に
刑
罰
法
規

の
中
に
不
法
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
必
要
は
な
く
、

そ
れ
に
相
応
す
る
概
念
の
も
と
で
、
社
会
生
活
上
の
基
本
要
求
違

反
を
意
識
す
る
こ
と
で
足
り
る
。
不
法
意
識
は
こ
こ
で
は
ま
さ
に
「
私
は
今
為
そ
う
と
し
て
い
る
事
を
為
す
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
現
実
的

な
、
被
侵
害
利
益
に
関
す
る
無
価
値
体
験
(
ロ
ロ
垣
市
立
巾
ユ
喜
三
回
)
を
必
要
と
す
る
、
と
。

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
は
社
会
構
成
員
を
名
宛
人
と
す
る
「
社
会
的
法
秩
序
」
の
中
で
不
法
意
識
の
問
題
を
捉
え
、

し
か
も

犯
罪
成
立
の
一
要
素
と
し
て
の
「
違
法
性
(
な
い
し
不
法
)
」
概
念
と
責
任
要
素
と
し
て
の
行
為
者
の
認
識
対
象
で
あ
る
「
違
法
性
(
な
い
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し
不
法
)
」
を
明
確
に
区
別
し
、
両
者
を
別
の
次
元
で
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
我
国
で
は
両
「
違
法
性
(
な
い
し
不
法
こ
概
念
の

問
題
性
の
相
異
が
必
ず
し
も
自
覚
的
で
は
な
く
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ

l
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
注
目
に
値
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

カ
ウ
フ
マ
ン
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
!
の
上
述
の
見
解
が
、
後
述
の
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
説
と
実
際
の
と
こ
ろ
ど
れ
ほ
ど
の

差
異
を
生
ず
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
り
、
両
説
は
多
く
の
場
合
一
致
し
た
結
論
に
達
す
る
は
ず
で
あ
る
。
け
だ
し
い
わ
ゆ
る
刑
事
刑
法
の
領

域
で
は
、
「
実
質
的
違
法
性
」
の
内
実
と
し
て
ま
さ
に
反
倫
理
性
や
反
社
会
性
が
思
料
さ
れ
る
局
面
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、

彼
ら
の
定
式
に
よ
れ
ば
、
違
法
性
の
意
識
は
あ
く
ま
で
も
当
該
行
為
に
対
す
る
行
為
者
の
「
社
会
的
」
評
価
な
い
し
そ
の
認
識
で
足
り
、
「
法

的
」
評
価
な
い
し
そ
の
認
識
を
要
求
す
る
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
説
と
彼
ら
の
所
説
は
こ
の
点
で
挟
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点

で
参
考
に
な
る
判
例
と
し
て
、
行
為
の
倫
理
的
非
難
性
の
意
識
は
違
法
性
の
意
識
と
同
義
で
は
な
い
旨
判
示
し
た
連
邦
裁
判
所
一
九
六
八
年

一
月
二
六
日
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
。

詳
細
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
被
告
人
は
市
長
の
命
令
に
よ
っ
て
子
供
達
を
射
殺
し
た
が
、

そ
の
際
被
告
人
は
そ
の
よ
う
な
行

為
が
「
不
道
徳
な
」
(
ロ
ロ
ョ
。
『
白

-ZF)
も
の
と
考
え
て
い
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
連
邦
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
、

違法性の意識に関する一考察

事
件
を
地
方
裁
判
所
重
罪
部
に
差
戻
し
た
。

当
該
行
為
〔
子
供
達
の
射
殺
行
為
|
|
筆
者
注
〕
が
倫
理
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
行
為
者
の
意
識
は
、
し
か
し
違
法
性
の
意
識
と
同

義
で
は
な
い
。
む
し
ろ
行
為
者
は
、
た
と
え
法
技
術
的
な
判
断
で
は
な
い
に
せ
よ
、
と
も
か
く
も
彼
の
思
考
世
界
に
照
応
す
る
一
般
的
な
価
値
評
価
に
お
い

て
行
為
の
不
法
性
三

g
cミ
2
F
E巴
認
め
)
を
認
識
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
相
当
な
良
心
の
緊
張
に
よ
っ
て
認
識
し
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宙
の
回

目

5
・

5
少

N
C
N
)
。
被
告
人
が

V
ロロ冨ミ即日

E
E
〈
と
い
う
一
言
葉
を
か
よ
う
な
意
味
で
考
え
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
単
に
倫
理
的
価
値
判

断
を
表
わ
そ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
か
は
、
重
罪
部
の
判
示
か
ら
は
推
定
し
得
な
い
。
第
二
の
可
能
性
を
排
除
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
被
告

人
は
「
服
従
を
拒
絶
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
市
長
の
指
令
を
「
犯
罪
的
な
命
令
」
と
は
考
え
ず
、
そ
れ
故
「
そ
の
命
令
に
服
す
る
こ
と
で
自
分
は
可
罰
的
行
為
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説

を
為
す
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
自
分
は
ど
う
し
た
ら
そ
の
命
令
を
免
れ
得
る
か
」
に
つ
き
思
い
も
及
ば
な
か
っ
た
が
故
に
、
第
二
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

論

連
邦
裁
判
所
は
さ
ら
に
、
重
罪
部
が
違
法
性
の
意
識
の
概
念
を
誤
解
し
、
そ
れ
が
た
め
に
有
責
な
禁
止
の
錯
誤
の
存
在
を
吟
味
し
な
か
っ

た
疑
い
が
残
る
と
し
、
同
時
に
違
法
性
の
意
識
は
行
為
の
可
罰
性
の
認
識
(
2
5
同
g
E
E
M
a
2
2
Z
B
句
宮
芹
与
え
出
S
E
E
D
伺
)
を
必
要
と

し
な
い
と
指
摘
し
、
原
判
決
を
破
棄
・
差
戻
し
た
。

こ
の
よ
う
に
連
邦
裁
判
所
は
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
あ
く
ま
で
当
該
行
為
の
「
法
的
」
価
値
判
断
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行

為
者
に
つ
い
て
違
法
性
の
意
識
を
認
定
す
る
に
際
し
で
も
、
単
に
「
倫
理
的
」
な
い
し
「
社
会
的
」
価
値
判
断
で
は
足
り
ず
、

そ
れ
が
同
時

に
「
法
的
」
価
値
判
断
を
含
意
し
得
る
よ
う
な
意
識
を
行
為
者
に
要
求
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
反
倫
理
性

な
い
し
反
社
会
性
の
認
識
」
説
と
後
述
す
る
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
説
と
の
聞
に
は
理
論
上
原
則
的
な
相
異
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
m
n
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。
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¥ω
印
『
円
(
的

'
H
U
U『
『
・
)

(
3
)
印
円
『
吉
区

F
M
E印
巾
『

-FALM「
F
E円目
f
H
C
¥。
。

(

∞

品

NO)

(
4
)
凹
円

F
E
E
y
m
v
=お
『
'
明

Z
片
岡
円

Fコ
片
付
同
国

7
白
血
三
戸
印
・

ω
ω
ω
-
E円
ゴ
品
。

3
・
「
各
『

Z
Z円『
yH()¥J己
『
『
'
(
印
品

N
N問
問
)
・
号

a
-
m
g
ι
-巾
口
町
ロ
門
}
グ
叶
¥
?
に
(
印

N
H
φ
)

シ
ュ
ミ
ソ
ト
ホ
イ
ザ

l
は
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
法
秩
序
を
「
社
会
的
法
秩
序
」
と
「
国
家
的
法
秩
序
」
に
分
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
「
行
為
規

範
」
と
「
裁
判
規
範
(
又
は
裁
決
規
範
)
」
の
区
別
に
相
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
(
行
為
規
範
と
裁
判
規
範
の
区
別
に
つ
き
さ
し
あ
た
り
、
回
藤
重

光
『
法
学
入
門
』
(
昭
和
四
八
年
)
四
七
頁
以
下
、
加
藤
新
平
「
法
哲
学
概
論
」
(
昭
和
五
一
年
)
三
七
六
|
七
頁
、
田
中
成
明
「
現
代
法
理
論
』
(
昭
和

北i去36(3・170)834 



違法性の意識に関するー考察

五
九
年
)
五
九
頁
以
下
な
ど
参
照
)
。
し
か
る
に
社
会
生
活
上
の
基
本
要
求
に
関
わ
る
社
会
的
法
秩
序
は
、
刑
事
刑
法
の
領
域
で
は
「
汝
殺
す
勿
れ
」
な

ど
と
い
っ
た
一
般
的
道
徳
的
表
象
か
ら
構
成
さ
れ
、
秩
序
刑
法
の
領
域
で
は
国
家
命
令
に
よ
っ
て
初
め
て
何
が
社
会
生
活
上
重
要
な
利
益
で
あ
る
か
が
確

定
さ
れ
る
。
行
為
者
の
不
法
意
識
に
つ
い
て
は
、
刑
事
刑
法
に
お
い
て
も
秩
序
刑
法
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
上
述
の
意
味
で
の
社
会
的
法
秩
序
が
問
題

と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

(
5
)
シ
ユ
ミ
ヅ
ト
ホ
イ
ザ
l
は
不
法
を
「
法
益
侵
害
的
な
意
思
態
度
」

2
8
3
S
Zを
Z
Z『
E
N
g宏
君
2
2
2
2
Z
-窓
口
)
と
定
義
し
、
法
治
国
家
的
原
則

の
要
請
で
あ
る
罪
刑
法
定
主
義
の
も
と
で
そ
れ
が
刑
法
上
す
な
わ
ち
構
成
要
件
上
明
確
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
よ
う
な
意
思
態
度
は
不

法
構
成
要
件
と
し
て
犯
罪
要
素
た
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
不
法
構
成
要
件
に
対
応
す
る
事
象
の
存
在
に
よ
り
不
法
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
が
、
不

法
の
基
礎
づ
け
さ
ロ
「
R
Z
M守
会
主
主
き
ち
が
必
然
的
に
不
法
が
現
実
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
い
。
け
だ
し
不
法
と
は
許
さ
れ
ざ
る
法

益
侵
害
だ
け
を
指
称
す
る
の
で
あ
り
、
正
当
化
事
由
が
存
す
る
場
合
に
は
不
法
阻
却
を
ミ
R
P
Z
Q丈
島
町

pze
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
不
法
に
更
に
加
わ
る
無

価
値
事
態
と
し
て
の
責
任
は
「
法
益
侵
害
的
な
精
神
的
態
度
」

s
g
司
2
Eお
E
2
2
E
N
m
E
m
問
。

E
F聞
の
〈

R
E
Zロ
)
と
定
義
さ
れ
、
そ
れ
が
責
任
構
成

要
件
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
で
、
法
的
責
任
と
し
て
、
そ
の
実
質
的
内
容
と
並
ん
で
形
式
的
側
面
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
責

任
構
成
要
件
の
つ
い
て
さ
ら
に
、
例
え
ば
西
独
刑
法
三
五
条
に
い
う
免
責
的
緊
急
避
難
の
よ
う
な
免
責
事
由
の
存
在
に
も
と
づ
く
法
的
責
任
阻
却
の
可
能

性
が
考
慮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
(
印
円

F
E
E
Z
E
2・
Fろ「
FEE-
由¥町民・(∞
-
E
H
Y
∞
¥
に
円
(
的
同
∞
斗
民
)
ロ
ロ
且

HO¥H町
内

(

叩

ωめ
た
ご
)
。
シ
ュ
ミ
ソ
ト
ホ
イ

ザ
1
は
不
法
構
成
要
件
に
「
法
益
侵
害
的
意
思
態
度
」
を
、
責
任
構
成
要
件
に
「
法
益
侵
害
的
精
神
態
度
」
を
配
分
し
て
い
る
が
、
前
者
は
意
識
作
用
の

「
意
思
的
側
面
(
要
素
)
」
、
後
者
は
「
認
識
的
(
な
い
し
情
緒
的
)
側
面
(
要
素
ご
に
相
応
す
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

(
6
)
印円}】ヨ

EEMPEM司『・「巾}】「
F
=
円『
f
H
O
¥目
白
(
凶
・
品
同
]
F
)

(
7
)
町
野
教
授
も
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
後
述
す
る
我
国
の
小
野
・
瀧
川
博
士
な
ど
の
所
説
を
批
判
さ
れ
る
(
町
野
・
前
掲
「
『
違
法
性
』
の
認
識
に
つ

い
て
」
二

O
九
頁
)
が
、
正
当
な
指
摘
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
包
摂
の
錯
誤
に
関
連
し
て
リ
ス
ト
が
故
意
の
要
件
と
し
て
行
為
者
が
犯
罪
事
実
を
構
成
要
件
の
下
に
包
摂
す
る
こ
と
を
要
求

し
た

P
E
F
Z冒
E
S
号
目
。
2
Z
ユg
g
g苛
2
Z凹
-NH¥NN
〉ロロ

H
U
E
-
m
E∞
)
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ク
が
こ
れ
で
は
「
法
律
家
だ
け
が
故
意
犯

を
犯
す
」
こ
と
に
な
る
と
し
て
批
判
し

(
F
S
F
Z
P
5・
〉
三
戸
喝
笥
叫
ロ

3
・
E
Nご
、
ま
た
メ
ツ
ガ

l
が
規
範
的
構
成
要
素
に
つ
い
て
「
素
人
領
域

に
お
け
る
並
行
評
価
」
で
足
り
る
と
し
た
(
玄
白
腎
『

-
2
3昨
2
F
F
閉山口

τ
F
5
5
F
ω
・〉ロロ

--m-ωN∞
)
問
題
と
、
同
じ
性
質
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
き
例
え
ば
最
近
の
も
の
と
し
て
、
洲
見
光
男
「
意
味
の
認
識
l

|
法
的
意
味
と
社
会
的
意
味
と
の
関
係

l
i」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
三

O
号

北法36(3・171)835 



説

(
昭
和
五
八
年
)
二

O
九
頁
以
下
参
照
。

(
8
)
カ
ウ
フ
マ
ン
自
身
は
、
メ
ツ
ガ

i
の
「
素
人
領
域
に
お
け
る
平
行
評
価
」
の
理
論
に
も
と
づ
く
実
質
的
違
法
性
の
認
識
説
を
社
会
的
有
害
性
の
認
識
説

に
算
入
す
べ
し
と
す
る
宗
主
吉

S
P
U
E
Cロ『内円
F
Z
Z
5
H
P
Z巾
5
・
∞
巴

E
ι
5
3
0
ま
た
シ
ュ
ミ
y

ト
ホ
イ
ザ

l
も
、
自
分
の
所
説
は
本
質
的
部
分

で
支
配
的
見
解
で
あ
る
実
質
的
違
法
性
の
認
識
説
と
一
致
す
る
も
の
で
、
社
会
生
活
上
の
基
本
要
求
に
対
す
る
違
反
を
実
質
的
不
法
と
一
言
う
こ
と
も
可
能

で
あ
る
と
す
る
(
印
与
さ

S
U
M
R
Z宵
宮
内

F
E
¥吋N
(
印
品
N
U
)
-
r
a
-

∞
Z
E
g
E与
-
寸
¥
立
(
印
巴
∞
)
)
。

(9)
例
え
ば
、
(
言
葉
の
内
密
性
の
侵
害
と
し
て
)
他
人
の
一
言
葉
を
秘
か
に
録
音
す
る
行
為
は
、
西
ド
イ
ツ
で
は
一
九
六
七
年
ご
一
月
一
一
一

O
日
以
降
に
な
っ

て
漸
く
可
罰
的
と
さ
れ
た
(
現
行
西
独
刑
法
二

O
一
条
)
が
、
そ
れ
と
知
ら
ず
従
来
の
経
験
上
か
よ
う
な
行
為
は
不
可
罰
と
信
じ
て
盗
聴
を
行
っ
た
行
為

者
の
可
罰
性
に
つ
き
、
シ
ュ
ミ
y

ト
ホ
イ
ザ
l
は
、
行
為
者
が
当
該
行
為
は
社
会
生
活
上
通
常
(
巳
ぽ

2
5
S
E
E
N
E
z
u
g
)
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
意
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
は
処
罰
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
(
印
与
旨

E
E
5
2・
C
F『
E
S
-
E
¥寸
N
(
出
品
N
N
Y

号
2
3
m
w
E
5ロ
宮
内
E

・吋¥叶印

(印
-
N
H
2
)
)
。
実
質
的
違
法
性
の
認
識
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
行
為
者
の
可
罰
性
を
肯
定
す
る
に
は
、
当
該
行
為
が
例
え
ば
民
法
上
の
不
法
行
為
を

形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
行
為
の
「
法
的
」
意
味
・
評
価
の
認
識
な
い
し
そ
の
可
能
性
を
行
為
者
に
要
求
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

(
叩
)
回
の
戸
。
〉
H
m
w
R
Y
印
・
。
H
a

吾ι
百回

第
三
節

我
国
の
学
説
・
判
例

我
国
に
お
い
て
前
法
的
規
範
違
反
の
認
識
説
を
主
張
す
る
者
と
し
て
、
例
え
ば
瀧
川
博
士
は
前
述
の

M
・
E
-
マ
イ
ヤ

l
等
の
所
説

を
基
本
的
に
承
認
さ
れ
、
道
義
的
責
任
論
の
立
場
か
ら
違
法
性
の
認
識
を
「
条
理
違
反
の
認
識
」
と
理
解
さ
れ
た
。
博
士
は
次
の
よ
う
に
言

わ
れ
た
。
「
吾
人
ノ
所
謂
違
反
ト
ハ
法
律
的
規
範
ノ
違
反
ヲ
意
味
ス
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
シ
テ
広
ク
日
常
生
活
ノ
条
理
ノ
違
反
ヲ
意
味
ス
而
シ
テ

一
般
人
ハ
日
常
生
活
ノ
条
理
ヲ
標
準
ト
シ
テ
行
為
ノ
適
否
ヲ
決
ス
ル
コ
ト
通
常
ナ
ル
ヲ
以
テ
行
為
者
ガ
之
ヲ
知
ル
ト
否
ト
ハ
反
社
会
性
ヲ
定

北法36(3・172)836 



ム
ト
ル
必
要
事
項
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
法
律
的
規
範
ハ
実
際
上
行
為
ノ
直
接
ノ
準
縄
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
犯
罪
要
件

ト
ナ
ス
ハ
多
ク
ノ
場
合
ニ
於
テ
無
意
味
ナ
リ
」
と
。
そ
し
て
こ
の
日
常
生
活
の
条
理
違
反
と
は
「
義
務
違
反
」
、
「
文
化
規
範
違
反
」
あ
る
い

は
牧
野
博
士
の
い
う
「
公
序
良
俗
ノ
違
反
」
に
他
な
ら
な
い
。
日
常
生
活
の
条
理
は
各
個
人
特
有
の
道
義
心
、
信
仰
心
等
が
標
準
と
な
る
の

で
は
な
く
、
社
会
に
お
け
る
一
般
的
標
準
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
確
信
犯
人
等
も
自
己
の
行
為
が
そ
の
時
そ
の
場
所
に
お
け
る
一

般
的
条
理
違
反
を
知
る
限
り
、
違
法
の
認
識
あ
り
と
す
る
を
妨
げ
ず
と
し
、
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
決
し
て
法
律
と
道
徳
を
混
同
す

る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
小
野
博
士
も
ま
た
道
義
的
責
任
論
の
立
場
か
ら
、
「
刑
事
犯
に
於
て
は
行
為
の
違
法
性
は
国

家
的
法
秩
序
に
於
て
承
認
さ
れ
た
条
理
に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
条
理
に
反
す
る
の
意
識
が
即
ち
違
法
の
意
識
で
あ
る
」
と
さ
れ
、

「
国
民
的
道
義
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
意
識
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
町
野
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

瀧
川
・
小
野
両
博
士
が
、
自
然
犯
・
刑
事
犯
に
つ
い
て
は
構
成
要
件
該
当
事
実
の
認
識
は
同
時
に
反
条
理
性
の
認
識
を
含
む
の
が
通
常
で
あ

違法性の意識に関する一考察

る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
牧
野
博
士
が
社
会
的
責
任
論
の
立
場
か
ら
、
法
定
犯
・
行
政
犯
に
つ
い
て
は
違
法
の
認
識
が
必
要
だ
が
、
自
然

犯
・
刑
事
犯
に
つ
い
て
は
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
と
実
際
上
は
選
ぶ
所
が
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
て
か
よ
う
な
見
解
は
、
自

然
犯
・
刑
事
犯
に
関
す
る
限
り
、
畢
克
、
故
意
に
違
法
の
認
識
を
要
せ
ず
と
す
る
判
例
及
び
泉
二
博
士
な
ど
の
見
解
と
も
、
そ
の
実
際
的
な

結
論
に
お
い
て
は
、
同
一
に
帰
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
瀧
川
・
小
野
両
博
士
は
犯
罪
の
実
質
的
違
法
性
を
そ
れ
ぞ
れ
「
反
条
理
性
」
な
い
し
「
反
道
義
性
」
と
さ
れ
、
そ
こ
か

そ
れ
ら
が
法
的
な
意
味
か

北法36(3・173)837 

ら
違
法
性
の
意
識
を
「
条
理
違
反
性
の
意
識
」
な
い
し
「
国
民
的
道
義
違
反
の
意
識
」
な
ど
と
理
解
さ
れ
た
が
、

ら
全
く
離
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
瀧
川
博
士
は
、
「
行
為
者
が
自
己
の
行
う
と
こ
ろ
の
行
為

、
、
、
、
、

が
何
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
場
合
は
、
そ
の
認
識
を
と
お
し
て
そ
の
行
為
の
法
上
の
評
価
を
認
識
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
こ
の

推
論
は
刑
事
犯
に
つ
い
て
一
般
に
妥
当
す
る
と
し
て
、
犯
罪
事
実
の
認
識
か
ら
当
該
行
為
の
法
的
評
価
を
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
小
野
博



説

士
も
、
違
法
の
意
識
は
「
単
純
に
道
徳
的
義
務
に
反
す
る
意
識
と
考
え
る
の
は
広
き
に
失
す
る
。
条
理
、
し
か
も
国
家
的
条
理
に
反
す
る
の

意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
そ
の
定
式
に
お
い
て
「
前
法
的
規
範
違
反
の
認
識
」
を
違
法
性
の
意
識

γ!  

日田

と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
実
は
ま
さ
に
行
為
の
「
実
質
的
違
法
性
」
の
認
識
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
「
実
質
的
違
法
性
の

認
識
」
説
と
実
際
に
お
い
て
異
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
行
為
者
に
お
け
る
違
法
性
の
意
識
を
過
不
足
な
く
叙
述
す
る
に
は
い

か
な
る
形
式
が
最
も
妥
当
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
佐
伯
博
士
が
、
メ
ツ
ガ

l
の
「
素
人
領
域
に
お

け
る
並
行
評
価
」
の
理
論
の
違
法
性
の
意
識
へ
の
適
用
を
念
頭
に
置
い
て
、
行
為
者
は
自
己
の
行
為
に
対
す
る
厳
密
な
法
的
判
断
そ
の
も
の

(
法
の
評
価
規
範
と
し
て
の
否
定
的
価
値
判
断
)
で
は
な
く
、
本
来
の
法
的
評
価
に
並
行
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
評
価
(
自
己
の
行
為
が
「
社

を
知
っ
て
い
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
の
は
、
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
説
と
よ
り
近
接
し

会
的
共
同
生
活
の
う
え
で
許
さ
れ
な
い
」
こ
と
)

た
位
置
関
係
に
あ
る
も
の
と
評
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
荘
子
教
授
は
最
近
に
な
っ
て
不
要
説
か
ら
厳
格
故
意
説
に
改
説
さ
れ
た
が
、

そ
の
際
、
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
「
人
倫
に
反

す
る
と
い
う
意
識
」
で
足
り
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
本
説
に
算
入
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
荘
子
教
授
は
、
狭
義
の
責
任
要

素
と
し
て
の
故
意
の
存
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
構
成
要
件
該
当
の
違
法
事
実
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
予
見
と
同
時
に
違
法
性
の
意

識
の
存
否
を
確
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
責
任
能
力
者
で
あ
れ
ば
「
違
法
な
」
事
実
そ
の
も
の
を
認
識
予
見
す
る
限
り
、
通
常
、
違

法
の
意
識
を
有
し
た
と
判
断
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
責
任
能
力
者
で
も
、
違
法
事
実
そ
の
も
の

、
、
、

を
認
識
し
な
が
ら
自
己
の
行
動
を
法
的
に
許
容
さ
れ
た
も
の
と
解
し
違
法
性
を
意
識
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
に
重
い
責
任
形

式
と
し
て
の
故
意
を
欠
く
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
」
と
さ
れ
、
こ
こ
で
も
法
感
情
に
即
し
た
裁
判
官

の
補
充
的
価
値
判
断
な
い
し
社
会
倫
理
観
に
裏
付
け
ら
れ
た
価
値
較
量
が
必
要
と
さ
れ
、
「
一
般
に
は
、
責
任
能
力
者
が
構
成
要
件
に
該
当

す
る
違
法
事
実
を
認
識
予
見
し
た
以
上
、
違
法
性
を
意
識
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
自
分
の
行
動
が
不
純
で
や
ま
し
い
と
い
う
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意
識
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

人
倫
に
反
す
る
と
い
う
意
識
を
備
え
て
い
た
と
判
断
し
得
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
を
特
に
意
識
し

法
は
、

法
秩
序
の
要
請
と
責
任
と
の
調
和
を
は
か
る
目
的
の
も
と
に
、
行
為
の
違
法
性
を
意
識
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
故
意
責
任
を
間
却
し
得
な
い

と
規
定
し
た
(
側
一
説
)
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
行
為
の
違
法
性
を
意
識
し
な
い
こ
と
が
宥
恕
し
得
る
相
当
な
理
由
に
も
と
づ
く
場

合
に
は
宥
恕
し
得
る
違
法
性
の
錯
誤
と
し
て
故
意
責
任
の
裁
量
的
減
軽
を
認
め
る
の
が
刑
法
三
八
条
三
項
但
書
の
趣
旨
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
の
玄
妙
な
理
論
構
成
を
理
解
す
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
刑
法
三
八
条
三
項
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
故
意
の
要

素
と
し
て
「
違
法
性
の
意
識
」
を
要
求
し
な
が
ら
も
そ
の
内
容
を
「
人
倫
に
反
す
る
と
い
う
意
識
」
に
ま
で
縮
減
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ

れ
る
。こ
れ
ら
の
所
説
は
、
厳
密
に
言
う
な
ら
、
行
為
者
が
自
己
の
行
為
を
法
的
に
評
価
・
判
断
す
る
こ
と
ま
で
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
点
で

「
一
般
的
違
法
性
の
認
識
」
説
と
根
本
的
な
相
異
が
あ
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
行
為
者
が
法
的
評
価
に
平
行
す
る
と
は
い
え
社
会

的
評
価
と
し
て
行
為
の
「
反
社
会
性
」
の
認
識
を
す
る
こ
と
と
、
た
と
え
法
律
家
の
よ
う
に
専
門
的
・
厳
密
に
で
は
な
い
に
せ
よ
い
わ
ば
素

人
的
に
自
己
の
行
為
を
法
的
に
評
価
・
判
断
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
決
定
的
な
懸
隔
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
瀧
川
・
小
野
両
博
士

違法性の意識に関する一考察

に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
定
式
に
お
い
て
違
法
性
の
認
識
を
「
条
理
違
反
の
認
識
」
な
い
し
「
国
民
的
道
義
違
反
の
認
識
」
と
理
解
す
る

の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
当
該
行
為
に
対
す
る
社
会
倫
理
的
価
値
判
断
で
満
足
す
べ
し
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
自
身
の
法
的
判
断
を

要
求
す
る
立
場
と
は
基
本
的
に
異
な
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

判
例
の
中
に
も
、
違
法
性
の
意
識
を
「
反
社
会
性
の
認
識
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
存
す
る
。

例
え
ば
、
最
高
裁
第
二
小
法
廷
昭
和
二
四
年
四
月
九
日
判
決
は
、
被
告
人
が
法
定
の
除
外
事
由
が
な
い
の
に
、
列
車
内
で
連
合
国
占
領
軍

将
兵
等
の
財
産
で
あ
る
オ
ー
バ
ー
一
着
、
ズ
ボ
ン
六
着
他
を
所
持
し
て
い
た
と
し
て
、
連
合
国
占
領
軍
の
物
資
の
収
受
又
は
所
持
を
禁
ず
る

昭
和
二
二
年
政
令
一
六
五
号
一
条
一
項
・
三
条
一
項
違
反
に
問
わ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
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5見

「
本
件
犯
行
の
行
わ
れ
た
の
は
昭
和
二
二
年
一
一
月
で
あ
っ
て
、

そ
の
当
時
に
お
い
て
は
右
禁
令
〔
昭
和
二
二
年
政
令
一
六
五
号
ー
ー
ー
引

用
者
注
〕

の
趣
旨
は
、
囲
内
に
よ
く
周
知
せ
ら
れ
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
誠
実
な
る
遵
守
を
誓
っ
た
わ
が
国
人
民
と
し
て
は
、

ひ
と
し
く
、
占

号式i
両岡

領
軍
に
協
力
し
、
そ
の
占
領
目
的
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
当
時
に
お
い
て
わ

が
国
民
の
常
識
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
て
被
告
人
も
本
件
犯
行
の
当
時
新
聞
紙
の
記
事
等
か
ら
し
て
、
右
の
程
度
の
認
識
の
あ
っ
た
こ
と
は
一
件
記
録
上
う
か
が
わ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
論
旨
は
、
政
令
の
公
布
後
短
日
月
な
る
こ
と
等
よ
り
当
時
被
告
人
は
、
当
該
行
為
が
法
令
上
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
と
の
意

識
が
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
の
不
知
は
犯
罪
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
刑
法
の
規
定
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
て
か
り
に
、
被
告
人
が
具
体
的
に
、

い
か
な
る
法
令
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
が
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
か
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
既
に
前
段
説
明
の
ご
と
く
そ
の
所
為
の
反
社
会
性
に
つ
い
て
の
認
識
の
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、

そ
の
所
為
に
つ
い
て
、
右

政
令
違
反
の
罪
責
を
免
れ
な
い
こ
と
は
、
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
旨
は
理
由
が
な
い
。
」

本
判
決
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
と
い
う
の
は
、
従
来
の
大
審
院
・
最
高
裁
判
例
に
従
う
な
ら
ば
、
当
該
行
為
の
違
法
性
(
法

令
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
)

の
意
識
が
な
か
っ
た
と
す
る
上
告
趣
意
に
対
し
て
、
故
意
に
違
法
の
認
識
を
要
せ
ず
と
し
て
一
蹴
す
れ
ば
よ

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
最
高
裁
第
二
小
法
廷
は
、
小
野
博
士
の
言
わ
れ
る
ご
と
く
「
め
ず
ら
し
く
親
切
に
、
事
案
の
具
体
的
情
状

を
考
へ
」
、
「
そ
の
所
為
の
反
社
会
性
に
つ
い
て
の
認
識
の
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
所
為
に
つ
い
て
、
右
政
令
の
罪
責
を
免

れ
な
い
こ
と
は
当
然
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
故
意
の
成
立
に
反
社
会
性
の
認
識
を
必
要
と
す
る
か
の
よ
う
な
口
吻
を
漏
ら

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
反
社
会
性
」
が
、
文
字
通
り
前
法
的
規
範
違
反
の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
小
野
博
士
の

言
わ
れ
る
よ
う
に
「
敗
戦
後
に
お
け
る
一
時
的
な
法
秩
序
の
要
請
す
る
軌
範
に
反
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
お
り
、
本
判
決
を
そ
れ
故
違
法

の
浸
透
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
、
必
ず
し
も
分
明
で
は
な

性
の
意
識
を
故
意
の
要
素
と
す
る
理
論
(
厳
格
故
意
説
)
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い
の
で
あ
る
。
後
者
の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
判
例
は
例
外
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
だ
が
し
か
し
、
前
者
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
故
意
の
要
素
と
し
て
は
、
単
に
裸
の
外
形
的
事
実
の
認
識
だ
け
で
な
く
、
当
該
行
為
の
社
会
的

~
担
)

「
意
味
の
認
識
」
(
即
ち
、
反
社
会
性
の
認
識
)
を
も
必
要
と
す
る
が
、
法
的
価
値
評
価
(
意
味
)

の
認
識
と
し
て
の
「
違
法
性
の
認
識
」
ま

で
は
要
求
し
な
い
と
す
る
立
場
と
し
て
本
判
決
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
従
来
の
判
例
の
傾
向
と
全
く
矛
盾
す
る
も
の
と
ま
で
は
言
え
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
、
最
高
裁
判
例
が
犯
罪
事
実
の
認
識
と
し
て
行
為
の
社
会
的
意
味
の
認
識
を
も
要
求
し
て
い
る
か
否
か
は
、

更
に
一
個
の
問
題
で
は
あ
る
が
。

(回
v

下
級
審
に
お
い
て
も
同
様
の
見
解
を
示
し
た
も
の
が
見
、
つ
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
鹿
児
島
地
裁
昭
和
三
四
年
六
月
一
九
日
判
決
は
、
被
告
人

が
被
害
者
A
女
に
対
し
て
婚
姻
の
申
込
み
を
な
し
同
女
に
こ
れ
を
拒
絶
さ
れ
、
こ
の
地
方
に
存
す
る
い
わ
ゆ
る
「
お
っ
と
い
嫁
じ
よ
」
と
呼

ば
れ
る
慣
習
に
従
い
、
同
女
を
強
い
て
姦
淫
し
た
う
え
同
女
を
止
む
な
く
婚
姻
に
同
意
さ
せ
よ
う
と
考
え
、
同
女
に
暴
行
を
加
え
姦
淫
し
も

っ
て
強
姦
致
傷
罪
に
間
わ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
弁
護
人
が
、
被
告
人
は
前
記
慣
習
に
従
っ
て
本
件
行
為
に
出
た
も
の
で
、
違
法
性
の
認
識
を

欠
き
故
意
が
な
い
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
被
告
人
を
有
罪
に
処
し
た
。

違法性の意識に関する一考察

「
:
:
:
〔
前
略
)
:
・
少
な
く
と
も
本
件
の
如
き
自
然
犯
に
あ
っ
て
は
違
法
性
の
認
識
は
故
意
の
成
立
要
件
で
は
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
の
み

な
ら
ず
被
告
人
の
当
公
判
廷
に
お
け
る
供
述
同
じ
く
検
察
官
に
対
す
る
供
述
調
書
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
右
の
如
き
慣
習
が
反
社
会
性
を
帯

び
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
被
告
人
は
違
法
性
の
認
識
を
有
し
て
い
た
も
の
と
認
む
べ
き
で

あ
り
、
弁
護
人
の
右
主
張
は
採
用
し
が
た
い
。
」

(
却
)

ま
た
、
長
野
地
裁
松
本
支
部
昭
和
三
九
年
二
月
一
一
一
日
判
決
は
、
被
告
人
等
が
信
用
金
庫
の
役
職
員
た
る

X
、
Y
に
賄
賂
を
供
与
し
、
経

済
関
係
罰
則
ノ
整
備
ニ
関
ス
ル
法
律
第
五
条
違
反
に
問
わ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
と
く
に
犯
意
の
内
容
と
し
て
、
同
法
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
べ

き
旨
の
違
法
性
の
認
識
が
必
要
か
否
か
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
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説

「
(
被
告
人
等
)

は
い
ず
れ
も
判
示
各
所
為
が
法
規
の
禁
止
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
法
規
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認

首命

識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
犯
意
の
要
件
と
な
る
違
法
性
の
認
識
と
は
、
行
為
が
法
規
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る

こ
と
の
認
識
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
の
反
社
会
性
た
る
該
行
為
が
社
会
秩
序
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
の
認
識
を
い
う
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。
:
:
:
〔
被
告
人
等
の
信
用
金
庫
の
役
職
員
に
金
を
贈
る
の
は
悪
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
供
述
は
〕
た
だ
右
被
告

人
等
が
行
為
の
反
道
義
性
の
認
識
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
:
:
:
判
示
所
為
の
反
社
会
性
を
認
識
し
て

い
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
」
な
い
、

と
。
そ
し
て
、
結
局
違
法
性
の
認
識
は
な
か
っ
た
も
の
と
認
定
し
た
。

前
者
の
判
例
は
、
自
然
犯
に
あ
っ
て
は
違
法
性
の
認
識
は
不
要
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
「
反
社
会
性
の
認
識
」
で
も
っ
て
違
法
性
の
認

識
を
積
極
的
に
認
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
後
者
の
判
例
は
、
「
法
規
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
法
規
違
反
)

の
認
識
」

は
不
要
で
あ
る
が
、
単
な
る
「
反
道
義
性
の
認
識
」
で
は
足
ら
ず
、
「
反
社
会
性
(
社
会
秩
序
違
反
)
の
認
識
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い

る
点
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
前
者
の
判
例
に
お
い
て
は
、
「
反
社
会
性
の
認
識
」
は
実
は
違
法
性
の
意
識
を
肯
定
す
る
た

め
の
「
認
定
の
論
理
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
思
わ
れ
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

(
1
)
瀧
川
幸
辰
「
違
法
の
認
識
」
法
学
論
叢
二
巻
二
号
、
一
二
号
(
大
正
八
年
)
〔
団
藤
重
光
他
編
『
瀧
川
幸
辰
刑
法
著
作
集
第
四
巻
」
(
昭
和
五
六
年
)
七
九

頁
以
下
所
収
(
引
用
頁
数
は
本
著
作
集
に
よ
る
。
以
下
同
様
)
〕
一

O
八
頁
。

(
2
)
同
右
・
一

O
八
l
九
頁
。
さ
ら
に
同
『
著
作
集
第
四
巻
』
所
収
の
諸
論
文
、
「
帰
責
条
件
の
本
質
」
(
大
正
一
一
年
)
、
「
錯
誤
論
の
一
考
察
」
(
大
正
一

四
年
)
、
「
立
法
問
題
と
し
て
の
違
法
の
認
識
」
(
昭
和
三
年
)
、
「
違
法
の
認
識
と
経
済
事
犯
」
(
昭
和
一
ム
ハ
年
)
、
「
責
任
の
心
理
的
要
素
と
倫
理
的
要
素
」

(
昭
和
一
八
年
)
、
及
び
瀧
川
「
刑
法
総
論
』
(
昭
和
四
年
)
一

O
一
頁
以
下
及
ぴ
一
二
八
頁
以
下
、
同
「
刑
法
講
義
〔
改
訂
版
〕
』
(
昭
和
五
年
)
八
二
頁

以
下
及
び
九
九
頁
以
下
、
同
・
前
掲
『
犯
罪
論
序
説
』
八
O
頁
以
下
及
び
一
一
一
七
頁
以
下
も
参
照
。

博
士
は
『
犯
罪
論
序
説
』
八

O
頁
に
お
い
て
、
違
法
の
実
質
的
意
義
を
リ
ス
ト
ら
の
当
時
の
通
説
に
従
っ
て
「
生
活
利
益
の
侵
害
(
ま
た
は
危
険
)
と
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す
る
」
と
さ
れ
た
が
、
違
反
性
の
意
識
に
つ
い
て
「
行
為
の
法
律
的
価
値
の
認
識
」
が
心
理
的
要
素
に
属
す
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て

構
成
要
件
該
当
事
実
を
認
識
す
る
者
は
そ
の
「
反
条
理
性
」
を
も
認
識
し
て
い
る
と
い
う
判
断
を
下
し
得
る
、
と
一
言
わ
れ
る
(
同
書
一
二
八
頁
)
。
違
法

性
の
意
識
に
つ
き
、
依
然
と
し
て
「
反
条
理
性
の
認
識
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
点
に
注
意
す
、
べ
き
で
あ
る
。

(
3
)
小
野
清
一
郎
「
経
済
刑
法
と
違
法
の
認
識
」
法
学
協
会
雑
誌
五
九
巻
六
号
、
七
号
(
昭
和
一
六
年
)
〔
同
『
刑
罰
の
本
質
に
つ
い
て
・
そ
の
他
」
(
昭
和

三
O
年
)
一
一
二
三
頁
以
所
収
(
引
用
頁
数
は
本
書
に
よ
る
)
〕
二
五
四
頁
。

(
4
)
小
野
・
前
掲
『
新
訂
刑
法
講
義
総
論
』
一
五
四
頁
。
さ
ら
に
同
『
刑
法
概
論
〔
増
訂
新
版
〕
』
(
昭
和
三
五
年
)
一
一
四
頁
。

(
5
)
町
野
・
前
掲
「
「
違
法
性
』
の
認
識
に
つ
い
て
」
二

O
八
頁
。

(
6
)
牧
野
英
一
「
法
律
の
不
知
」
法
学
新
報
一
六
巻
七
号
(
明
治
三
九
年
)
〔
同
『
刑
法
研
究
第
一
巻
」
(
大
正
一

O
年
)
二
五
七
頁
以
下
所
収
〕
、
同
『
重

訂
日
本
刑
法
上
巻
』
(
昭
和
一
一
一
年
)
一
一
一
七
頁
以
下
、
同
『
刑
法
総
論
下
巻
〔
全
訂
版
〕
』
(
昭
和
三
四
年
)
五
八
九
頁
。

(
7
)
も
っ
と
も
い
わ
ゆ
る
経
済
統
制
法
規
に
関
し
て
、
小
野
博
士
は
、
経
済
統
制
違
反
は
行
政
犯
で
あ
り
な
が
ら
刑
事
犯
的
性
格
を
帯
び
つ
つ
あ
る
と
し
て

「
法
定
犯
か
ら
自
然
犯
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
」
と
一
言
わ
れ
、
統
制
法
規
違
反
に
対
し
て
も
過
失
を
も
っ
て
足
り
る
と
さ
れ
る
(
小
野
・
前
掲
「
経
済
刑
法

と
違
法
の
意
識
」
二
七

O
頁
以
下
)
の
に
対
し
て
瀧
川
・
牧
野
両
博
士
が
あ
く
ま
で
も
違
法
の
認
識
を
要
求
す
べ
き
と
さ
れ
る
(
瀧
川
・
前
掲
「
違
法
の

認
識
と
経
済
事
犯
」
一
四
六
頁
以
下
、
牧
野
「
法
律
の
錯
誤
と
統
制
法
規
違
反
」
同
『
法
律
の
錯
誤
(
刑
法
研
究
第
十
二
巻
)
」
(
昭
和
二
四
年
)
一
一
一
七

頁
以
下
)
点
で
、
顕
著
な
差
異
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

実
際
的
な
結
論
は
同
様
で
あ
る
に
し
て
も
、
違
法
の
認
識
必
要
説
と
不
要
説
と
の
理
論
的
対
立
が
容
易
に
氷
解
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き

特
に
、
牧
野
・
前
掲
「
法
律
の
錯
誤
と
統
制
違
反
」
一
四
四
頁
以
下
及
び
一
五
七
頁
以
下
参
照
。

(
8
)
本
稿
序
説
第
一
節
一
本
文
参
照
。

(
9
)
本
稿
序
説
第
一
節
一
註
(
2
)
参
照
。

(ω)
牧
野
博
士
自
身
、
泉
二
博
士
の
所
説
に
関
し
て
、
「
其
ノ
趣
旨
ニ
於
テ
予
輩
ノ
見
解
ト
相
同
シ
キ
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
シ
」
と
言
わ
れ
る
(
牧
野
『
重
訂
日

本
刑
法
上
巻
』
一
二
五
頁
註
七
)
。
し
か
し
な
が
ら
法
定
犯
に
関
し
て
は
、
不
要
説
と
自
然
犯
・
法
定
犯
区
別
説
と
で
は
実
際
上
も
結
論
に
差
異
が
生
じ
、

不
要
説
は
法
感
情
に
反
す
る
結
果
を
産
む
と
の
批
判
を
免
れ
難
い
も
の
と
思
わ
れ
る
(
荘
子
『
刑
法
総
論
〔
新
版
〕
』
三
五
三
頁
註
(
2
)
参
照
)

0

(
日
)
瀧
川
・
前
掲
「
違
法
の
認
識
と
経
済
事
犯
」
一
四
七
貰
〔
傍
点
は
引
用
者
〕
。
た
だ
し
、
瀧
川
博
士
は
そ
の
初
期
の
論
文
で
は
、
行
為
者
に
条
理
違
反

の
認
識
が
あ
れ
ば
そ
れ
以
上
に
法
律
違
反
の
認
識
の
存
否
の
問
題
に
深
入
り
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
法
律
上
許
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
第
二
義

北法36(3・179)843 



説

的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
(
瀧
川
・
前
掲
「
責
任
論
の
一
考
察
」
二
四
八
|
九
頁
、
向
「
錯
誤
論
の
一
考
察
」
=
一
四
七
頁
)
が
、
そ
れ
は
、
条
理
は
社
会

を
覆
っ
て
い
る
ノ
ル
ム
〈
玉
体
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
法
律
は
こ
の
条
理
の
一
部
の
浮
彫
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
、
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
の
「
法
律
は
道
徳
的
最

少
限
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
に
支
え
ら
れ
た
立
論
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
(
瀧
川
・
前
掲
「
帰
責
条
件
の
本
質
」
三
二
八
九
頁
、
同
「
責
任
論
の

一
考
察
」
二
四
八
l
九
頁
)
。

(
ロ
)
小
野
・
前
掲
「
経
済
刑
法
と
違
法
の
意
識
」
二
五
五
頁
〔
傍
点
は
引
用
者
〕
。
さ
ら
に
博
士
は
関
東
大
震
災
後
の
暴
利
取
締
令
違
反
に
対
す
る
大
審
院

判
例
(
大
判
大
正
一
三
年
八
月
一
五
日
刑
集
三
巻
六
一
一
頁
)
に
関
し
て
、
「
暴
利
を
食
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
反
条
理
的
〔
だ
が
〕
:
:
:
そ
れ
が
国
家
的

条
理
に
反
す
る
も
の
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
く
と
も
暴
利
取
締
令
の
発
布
さ
れ
た
こ
と
を
関
知
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
意
識
し
得
な
か

っ
た
の
で
は
無
い
か
と
思
わ
れ
る
」
(
同
書
二
六
三
頁
、
傍
点
は
原
文
)
と
し
て
そ
の
絶
対
主
義
的
態
度
に
疑
問
を
呈
し
て
お
ら
れ
る
が
、
単
な
る
条
理

違
反
で
な
く
、
国
家
的
条
理
を
高
唱
さ
れ
る
点
で
注
目
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

(
日
)
〈
四
一
∞
ロ
F

B
広
F
m
w
E回
目
ア

F
m
M
F吋
σ
E円
F
H
O
¥
吋
叶
〉
ロ
ヨ
日
(
)
(
凶

K
H
N
U
)

(
M
H
)

佐
伯
『
四
訂
刑
法
講
義
(
総
論
)
」
二
五
二
三
頁
。

平
場
博
士
も
、
規
範
の
評
価
的
機
能
を
指
摘
し
た
メ
ッ
カ

l
の
功
績
を
称
え
て
、
違
法
は
客
観
的
な
法
秩
序
侵
害
で
あ
り
そ
の
実
質
は
反
社
会
性
で
あ

る
と
し
て
、
故
意
に
は
原
則
と
し
て
反
社
会
性
の
認
識
を
も
っ
て
足
り
る
と
さ
れ
た
(
平
場
・
前
掲
「
法
律
の
錯
誤
」
三
五
七
頁
)
。

(
日
)
荘
子
・
『
刑
法
総
論
〔
旧
版
〕
」
五
五
六
頁
に
対
し
て
、
同
『
刑
法
総
論
〔
新
版
〕
』
一
一
一
一
八
1

九
頁
、
三
四
九
頁
以
下
を
対
比
せ
よ
。
も
っ
と
も
、
小

野
坂
弘
「
法
律
の
錯
誤
|
錯
誤
論
凶
」
法
学
教
室
五

O
号
(
昭
和
五
九
年
)
一
一

O
頁
は
、
不
要
説
か
厳
格
故
意
説
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
言
、
っ
。

(
時
)
荘
子
『
刑
法
総
論
〔
新
版
〕
』
三
五

O
l
一
頁
〔
傍
点
は
引
用
者
〕
。

(
口
)
教
授
は
一
方
で
、
故
意
の
本
質
を
、
行
為
者
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
結
果
の
発
生
を
認
識
し
行
為
の
違
法
性
を
認
識
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果

の
発
生
を
意
に
介
す
る
こ
と
な
く
構
成
要
件
の
実
現
に
向
け
て
行
為
し
た
行
為
者
の
主
観
的
態
度
に
求
め
ら
れ
、
そ
こ
に
過
失
と
比
較
し
よ
り
重
い
、
高

度
の
非
難
の
根
拠
を
認
め
ら
れ
る
(
荘
子
『
刑
法
総
論
〔
新
版
〕
』
二
一
一
四
頁
以
下
、
三
一
八
九
頁
、
三
四
九
l
五

O
頁
な
ど
)
が
、
他
方
、
「
故
意
の

本
質
は
行
為
の
違
法
性
を
意
識
し
な
い
こ
と
に
あ
る
」
と
一
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
(
同
書
三
五
二
頁
)
。
前
者
で
は
故
意
の
本
質
論
な
い
し
要
件
論
と
い
っ

た
理
論
面
が
念
頭
に
皿
良
か
れ
、
後
者
で
は
違
法
性
の
意
識
の
実
態
面
が
重
視
さ
れ
た
発
言
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
(
荘
子
教
授
の
不
要
説
に
対

す
る
理
解
と
し
て
、
岡
野
・
前
掲
「
故
意
」
中
山
他
編
『
現
代
刑
法
講
座
第
二
巻
違
法
と
責
任
』
一
一
一
一
六
頁
参
照
)
。
あ
る
い
は
行
為
者
国
有
の
規
範
意

識
(
感
情
的
側
面
)
を
念
頭
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

号ι
函岡
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(
見
)
刑
集
三
巻
四
号
五
O
一
頁
。

(
印
)
小
野
清
一
郎
『
刑
事
判
例
評
釈
集
第
十
一
巻
昭
和
二
十
四
年
度
』
(
昭
和
二
九
年
)

(
却
)
小
野
・
前
掲
評
釈
一
九
一
頁
。

(
幻
)
こ
の
よ
う
な
理
解
を
一
不
す
者
と
し
て
、
福
田
・
前
掲
『
総
判
研
叢
書
刑
法
同
事
実
の
錯
誤
と
法
律
の
錯
誤
』
一
O
六
頁
。

尚
、
瀧
川
春
雄
「
法
の
不
知
と
故
意
の
阻
却
」
刑
法
雑
誌
一
巻
一
号
(
昭
和
二
五
年
)
一
二
三
頁
以
下
は
、
本
件
政
令
違
反
行
為
は
法
定
犯
で
あ
り
、

法
定
犯
で
は
当
該
法
規
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
違
法
性
の
意
識
が
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
判
決
は
上
告
理
由
の
提
出
し
た
法
定
犯
に
お
け
る
故
意

阻
却
の
問
題
に
答
え
て
い
な
い
、
と
指
摘
す
る
。

(
勾
)
「
意
味
の
認
識
」
は
通
常
、
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
認
識
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
規
範
的
要
素
を
含
む
「
客
体
」
あ
る
い
は
「
行
為
・
結

果
そ
の
も
の
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
社
会
生
活
上
の
一
般
的
な
「
素
人
的
認
識
」
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
(
こ
の
点
に
つ
き
、
内
田
『
刑
法

I
(総

論
)
』
一
O
九
l
一
O
頁
、
一
五
二
1

三
頁
参
照
)
。

構
成
要
件
該
当
事
実
の
認
識
(
事
実
的
故
意
)
に
つ
い
て
、
単
に
裸
の
事
実
だ
け
で
な
く
、
そ
の
文
化
的
・
社
会
的
な
い
し
法
律
的
「
意
味
の
認
識
」

を
要
求
す
る
の
は
、
実
は
そ
れ
が
行
為
者
自
身
に
当
該
行
為
の
適
否
の
価
値
判
断
を
媒
介
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
構
成
要
件
的
故
意
の
「
違

法
性
の
意
識
の
提
訴
(
喚
起
)
機
能
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
(
こ
れ
を
指
摘
す
る
者
と
し
て
、
中
『
講
述
犯
罪
総
論
』
九
二
三
頁
、
西
原
「
刑
法

総
論
」
一
五
八
頁
、
四
一
一
一
ー
l

二
頁
、
藤
木
『
刑
法
講
義
総
論
』
一
一
一
七
|
八
頁
、
さ
ら
に
、
洲
見
・
前
掲
論
文
一
二
八
頁
以
下
参
照
)
。

(
お
)
前
註
(
勾
)
で
指
摘
し
た
よ
う
に
「
意
味
の
認
識
」
は
規
範
的
構
成
要
件
要
素
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
行
為
全
体
に
対
す
る
価
値
判

断
と
い
う
意
味
で
、
当
該
行
為
の
「
社
会
的
意
味
」
あ
る
い
は
「
法
的
意
味
」
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
て
、
本
判
決
を
上

述
の
意
味
で
の
当
該
行
為
全
体
の
「
法
的
意
味
」
の
認
識
を
故
意
の
要
素
と
し
な
い
も
の
と
し
て
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。

(
M
)
規
範
的
構
成
要
件
要
素
に
つ
い
て
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
チ
ャ
タ
レ
l
判
決
は
、
「
問
題
と
な
る
記
載
の
存
在
の
認
識
と
こ
れ
を
頒
布
販
売
す
る
こ
と
の

認
識
が
あ
れ
ば
足
り
」
、
「
猿
裂
性
を
具
備
す
る
か
ど
う
か
の
認
識
ま
で
必
要
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
(
最
大
判
昭
和
三
一
一
年
三

月
二
二
日
刑
集
一
一
巻
三
号
九
九
七
頁
)
。
こ
れ
に
対
し
て
学
説
は
一
般
に
、
故
意
の
成
立
に
は
外
形
的
事
実
の
表
象
で
満
足
し
意
味
の
認
識
を
不
問
に

付
す
る
も
の
だ
と
し
て
批
判
し
て
い
る
(
こ
の
点
に
つ
き
、
川
端
博
『
判
例
刑
法
研
究
第
三
巻
」
一
五
O
|
一
頁
、
振
津
隆
行
「
規
範
的
構
成
要
件
要
素

の
認
識
」
刑
法
判
例
百
選

I
総
論
(
第
二
版
・
昭
和
五
九
年
)
一
一
一
O
l
一
頁
参
照
)
が
、
西
原
教
授
は
、
本
件
は
意
味
の
認
識
が
問
題
と
な
ら
な
い
事

案
で
あ
り
、
こ
の
概
念
を
積
極
的
に
否
認
し
た
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
(
西
原
「
刑
法
総
論
』
一
五
八
頁
註
(
3
)
)
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
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説

判
例
自
体
の
評
価
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。

ま
た
事
実
認
識
に
つ
き
意
味
の
認
識
を
重
視
す
る
判
例
も
少
な
か
ら
ず
見
う
け
ら
れ
(
例
え
ば
、
大
判
大
正
一
五
年
二
月
一
一
一
一
日
刑
集
五
巻
九
七
頁
、

最
判
昭
和
二
六
年
七
月
一

O
日
刑
集
五
巻
八
号
一
四
一
一
頁
、
最
判
昭
和
二
六
年
八
月
一
七
日
刑
集
五
巻
九
号
一
七
八
九
頁
)
、
判
例
の
態
度
は
必
ず
し

も
一
貫
し
て
い
な
い
。

(
お
)
判
例
時
報
一
九
O
号
二
一
一
良
。

(
お
)
下
刑
集
六
巻
一

H

二
号
九
O
頁。

~b. 
民間

第

章

一
般
的
違
法
性
の
認
識

序

い
わ
ゆ
る
自
然
犯
・
刑
事
犯
に
関
す
る
限
り
、
行
為
の
反
倫
理
性
・
反
社
会
性

を
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
「
違
法
性
の
意
識
」
あ
り
と
し
、
当
該
行
為
に
対
す
る
行
為
者
自
身
の
法
的
評
価
ま
で
も
要
求
し
な
い
の
に
対
し
、

前
章
で
考
察
し
た
「
前
法
的
規
範
違
反
の
認
識
」
説
が
、

自
己
の
行
為
が
文
字
ど
お
り
「
法
律
上
許
さ
れ
な
い
」
こ
と
の
認
識
を
要
求
す
る
見
解
を
検
討
す
る
の
が
本
章
で
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
見

解
は
、
行
為
の
「
可
罰
性
の
認
識
」
や
ま
し
て
具
体
的
な
「
刑
罰
法
規
(
自
体
)

の
認
識
」
な
い
し
「
刑
罰
の
程
度
・
重
さ
の
認
識
」
ま
で

も
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
行
為
が

(
民
法
上
、
行
政
法
上
あ
る
い
は
刑
法
上
と
い
っ
た
)
何
ら
か
の
形
で
法
律
上
禁
じ
ら
れ
て
い

る
と
い
う
、
全
体
と
し
て
の
法
秩
序
に
反
す
る
と
い
う
認
識
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

性
と
区
別
す
る
意
味
で
の
)
「
一
般
的
違
法
性
の
認
識
」
説
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
こ
の
区
別
は
犯
罪
成
立
要
件
の
一
要
素
と

(
特
殊
刑
法
的
(
可
罰
的
)
違
法

し
て
の
「
違
法
性
」
判
断
と
同
一
レ
ベ
ル
で
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
犯
罪
論
体
系
の
厳
密
な
概
念
要
素
と
し
て
の
「
違
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法
性
」
判
断
(
究
極
的
に
は
裁
判
官
の
行
な
う
、
行
為
に
対
す
る
否
定
的
価
値
判
断
)
が
問
題
に
な
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
行
為
者
自

身
の
価
値
判
断
が
問
題
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
章
で
問
題
と
な
る
「
一
般
的
違
法
性
」
も
、
形
式
的
意
味
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
行
為
の
全
法
秩
序
に
対
す
る
矛
盾
、
国
家
的
規
範
に
対

す
る
矛
盾
な
い
し
立
法
者
の
命
令
・
禁
止
違
反
と
い
っ
た
「
形
式
的
違
法
性
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、

ま
た
実
質
的
な
意
味
で
捉
え
る
な
ら
、

前
章
で
み
た
「
反
社
会
性
」
な
い
し
「
反
倫
理
性
」
と
し
て
捉
え
る
場
合
や
、
よ
り
法
的
な
意
味
で
、
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
「
法

益
」
を
考
慮
に
入
れ
て
「
実
質
的
違
法
性
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
重
点
を
置
く
か
に
よ
っ
て
「
一
般
的
違
法
性
の

認
識
」
に
つ
い
て
の
理
解
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
。
古
く
は
、
ア
ル
フ
ェ
ル
ト

(EF--3E民
相
互
)
、
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
(
同
恒
三
宮

E
E也、

ベ
1
リ
ン
グ
(
開
「
口
凹
二

E
g四
)
な
ど
が
、
違
法
性
の
意
識
を
「
規
範
違
反
の
認
識
」
あ
る
い
は
「
禁
止
の
認
識
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
が
、

法
規
範
の
実
証
主
義
的
・
形
式
主
義
的
理
解
が
批
判
さ
れ
、
そ
の
実
質
的
価
値
内
容
が
強
調
さ
れ
る
に
及
び
、
現
在
で
は
、
違
法
性
の
意
識

か
っ
そ
れ
と
同
時
に
法
的
に

の
対
象
は
「
実
質
的
違
法
性
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
行
為
者
は
当
該
行
為
が
共
同
体
の
基
本
的
要
求
に
矛
盾
し
、

禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
足
り
る
、
と
さ
れ
る
。

違法性の意識に関する一考察

本
章
で
は
、
現
在
の
通
説
の
基
盤
を
形
造
る
契
機
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
メ
ツ
ガ

I
、
法
規
範
の
実
質
的
価
値
内
容
を
強
調
し
た
ル
ド
ル

フ
ィ
の
各
見
解
を
検
討
し
、
更
に
西
ド
イ
ツ
の
判
例
を
概
観
し
た
う
え
で
、
我
国
の
学
説
・
判
例
に
考
察
を
加
え
た
い
。

(
1
)
司
コ
包
『
W
Fー
の
『
ユ
目
立
山
口
印
円
『
『
O司
品
巾
『
-
「
g
H
)
N
仲
間
巾
司
同
O
B
B
2
5『一

H
「
宍
一

-ω
・
〉
己
{
「
戸
市
W
4
p

一
町
一
巡
回
ι
ロ

N
十
日
一
回
世
口
日
1
1
「
己
【
同
語
戸
帽
の
=
ロ
片
『
司
ア
印
円
『
弘
司
内
円
F
5
0

4
2
今回開
Z
=
=
=
ι
∞
守
主

5
5円『片山田
C
印山口
F
Z
P
・

5
∞
ω-me
∞
ωロ
ニ
丘
町
ロ
ロ
ι

凶

ω
∞
∞
円
西
原
『
刑
法
総
論
」
一
一
ム
ハ
頁
以
下
参
照
。

(
2
)
「
形
式
的
違
法
性
」
と
「
実
質
的
違
法
性
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
が
(
こ
の
点
に
つ
き
、
内
田
『
刑
法
I
(総
論
)
」
一
六

一
頁
註
(
1
)
参
照
)
、
行
為
が
法
の
禁
止
ま
た
は
命
令
規
範
に
違
反
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
が
「
形
式
的
違
法
性
」
と
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
り
(
例

え
ば
、
西
原
「
刑
法
総
論
」
一

O
七
頁
、
中
山
『
刑
法
総
論
」
二
二
五
頁
等
)
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
当
該
行
為
と
「
法
秩
序
全
体
の
精
神
」
と
の
矛
盾
「
関
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説

係
」
を
指
称
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
内
田
・
前
掲
書
-
六

O
頁
)
。
「
実
質
的
違
法
性
」
に
つ
い
て
は
、
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
M
-
E
-

マ
イ
ヤ
ー
な
ど
の
流
れ
に
由
来
す
る
規
範
違
反
説
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
フ
ォ
ィ
エ
ル
ハ
ッ
ハ
か
ら
ピ
ル
ン
バ
ウ
ム
を
経
て
リ
ス
ト
に
つ
な
が
る
法
益

論
の
流
れ
の
中
で
形
成
さ
れ
た
法
益
侵
害
(
な
い
し
そ
の
危
険
)
説
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
大
別
さ
れ
る
が
(
例
え
ば
、
西
原
・
前
掲
書
一

O
八
頁
、
中

『
犯
罪
総
論
」
八
六
頁
以
下
と
く
に
八
八
頁
、
中
山
・
前
掲
書
二
二
五
頁
以
下
等
参
加
…
)
、
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
規
範
説
に
対
し
て
、
違
法
性
は
規
範
の
違
反

で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
違
法
性
の
実
質
的
内
容
が
示
さ
れ
て
い
な
い
点
で
「
形
式
的
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
(
福
田
『
全
訂
刑
法
総
論
』
二
三
一
頁
て
ま

た
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
と
し
て
も
形
式
的
な
規
範
違
反
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
よ
、
つ
に
(
河
口
号

-zrcロ
5
s
z
r
z
P
5
5
・

戸
主
民
川
端
博
「
違
法
性
の
認
識
に
つ
い
て
ハ
ロ
法
律
論
叢
四
七
巻
二
号
(
昭
和
五

O
年
)
八

O
頁
以
下
と
く
に
八
四
頁
)
、
「
実
質
的
違
法
性
」
と
い

う
も
、
「
形
式
的
違
法
性
」
に
近
接
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
濃
い
見
解
が
存
在
し
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
〉
=
E
P
Z
F
「
E
円
『
止
の
印
己
E
片
山
内
F
g
p
g
『
「
2
Z
∞
-
∞
・
〉
ロ
2
・
5
N
M
-
m
E
A
凶
福
田
・
前
掲
『
違
法
性
の
錯
誤
』
四
九
|
五

O
頁
も
参
照
。

(
4
)
∞
5
e
口
同

-
u
z
z
o吋
呂
町
口
己
ロ
門
ご
『
『
め
C
F
R
可
巾
H
E
E
m
一
H
Z
D
「
呂
町
口
一
-
∞
品
戸
N
-
〉
ロ
コ
H
∞
m
w
p
m
句
。
・
∞
己
円
円
N
-
N
〉
己
2
・
H
h
v
H
A
凶
占
的
由
ω
日

R
-
E
口
ι
回
且
【
戸

zz-∞
‘
匂
0
・
〈
四
一
号
注
目
内
田
E
E
S
P
U
E
C
ロ
『
2
Z
5
2
z
p
Z
2
p
m
e
品
目
同
町
二
回
N
E
。
J
E
r
g
o
-
m

怠
R
一
一
福
田
・
前
掲
『
違
法
性
の
錯
誤
」
二
九
頁
以

下
、
川
端
・
前
掲
論
文
八

O
頁
以
下
参
照
。
更
に
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
責
任
論
の
学
説
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
〈
四
一
〉
円
E
g
宮
内
F
-
P
白
0
・
m
N
、
弓

(
5
)
F
E
Z
-
0
5
C
U
5
5
E
〈
q
u
z
n
Z
ロ
・
5
0
。
・
∞
-
E
O
R
福
田
・
前
掲
書
六
=
一
|
四
頁
参
照
。
ベ

l
リ
ン
グ
の
責
任
論
に
つ
き
、
〈
同
一
〉
円
F
g
宮
内
F
・

国
印
。
・
印
・
。
回
目
『

(
6
)
〈
同
一
ヨ
ユ
垣
内
一
広
『
2
2
白
円
『
当
2
2
ロ
穴
山
戸
内
宮
山
富
戸
国
防
0
・
・
m
ω
。
同

(
7
)
例
え
ば
、
』
2
円
Z
円
F
Z
F
『
Z
S
-
〉
吋
J
U
〉
己
『
}
ニ
∞
ω
出
合
唱
河
口
己
。
S
E
-
m
-ハ噂

ω
〉
ロ
2
・

-
2叶
児
門
戸
口
『
・
ω
-
宮
市
E
2
-
m
可
民
間
め
え
N
F
5
z
・
H
A
〉
己
町
一
・
5
∞
H
・

2
寸

E
ロ
『
e
N
P
我
国
で
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
を
明
言
さ
れ
る
の
は
、
回
藤
博
士
、
内
田
教
授
で
あ
る
(
本
章
第
四
節
一
参
照
)
。

~L込
員同
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第
一
節

メ
ツ
ガ

i
の
見
解

上
述
し
た
よ
う
に
、
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
は
違
法
性
の
意
識
を
「
規
範
違
反
の
認
識
」
あ
る
い
は
「
(
法
的
)
禁
止
の
認
識
」
と
し

そ
れ
は
規
範
論
的
実
証
主
義
に
基
づ
い
た
「
形
式
的
な
」
違
法
観
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

リ
ス
ト
が
形
式
的
違
法
性
と
実
質
的
違
法
性
の
関
係
を
分
析
し
、
違
法
性
の
実
質
に
つ
き
「
社
会
的
有
害
性
」
の
概
念
を
盛
り
込

対
し
て
、

ん
で
後
、
実
質
的
違
法
性
論
が
自
覚
的
に
展
開
さ
れ
る
に
至
り
、

る
「
法
益
侵
害
説
」
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

メ
ツ
ガ
ー
に
よ
っ
て
客
観
的
違
法
性
論
と
と
も
に
、
現
在
の
通
説
に
連
な

メ
ツ
ガ

l
は
、
違
法
性
(
不
法
)

の
本
質
は
客
観
的
法
規
範
に
対
す
る
矛
盾
で
あ
る
と
し
て
形
式
的
に
規
定
す
る
と
同
時
に
、
更
に
そ
の

実
質
を
「
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
の
侵
害
」
と
捉
え
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
不
法
を
定
義
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
不
法
と
は
、
評
価

違法性の意識に関する一考察

規
範
と
し
て
の
法
に
対
す
る
矛
盾
で
あ
り
、
法
的
に
是
認
さ
れ
た
状
態
の
変
更
な
い
し
法
的
に
否
認
さ
れ
た
状
態
の
惹
起
で
あ
っ
て
、
或
る

状
態
を
法
的
に
否
認
さ
れ
た
仕
方
で
変
更
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
」
「
不
法
の
実
質
的
内
実
は
人
間
の
利
益
の
侵
害
で
あ
る
」
と
。
不
法
と
責

任
と
は
、
前
者
が
「
全
て
の
人
」
に
向
け
ら
れ
た
評
価
規
範
と
し
て
の
法
規
範
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
個
別
に
」
個
人
的
に
義
務

づ
け
ら
れ
た
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
意
思
決
定
規
範
と
し
て
の
義
務
規
範
で
あ
る
点
で
概
念
的
な
区
別
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
責
任
論

に
お
い
て
責
任
形
式
と
し
て
の
故
意
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
メ
ツ
ガ

l
は
、
構
成
要
件
要
素
事
実
の
認
識
及
び
そ
の
意
味
の
認
識
に
加
え
て
、

行
為
の
違
法
な
点
に
つ
い
て
の
意
味
の
認
識
を
も
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
確
か
に
現
行
法
が
責
任
思
想
を
真
剣
に

受
け
止
め
る
な
ら
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
よ
う
に
行
為
の
可
罰
性
の
認
識
を
要
求
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
〔
旧
〕
刑
法
五
九
条
一
項
は
、
犯

罪
効
果
の
認
識
で
は
な
く
、
犯
罪
要
件
の
認
識
を
要
求
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
行
為
の
違
法
性
は
確
か
に
構
成
要
件
要
素
で
は
な
く
、
同

条
項
の
文
言
か
ら
解
釈
論
上
当
然
に
、
行
為
の
違
法
認
識
が
故
意
の
要
件
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
同
規
定
が
そ
れ
を
排
除

北法36(3・185)849 



説

し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
正
し
く
は
な
い
。
責
任
の
本
質
論
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
違
法
性
の
意
識
を
故
意
に
要
求
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

ラム
巴冊

即
ち
、
責
任
と
は
「
行
為
者
の
目
的
意
識
的
人
格
の
法
的
に
否
認
さ
れ
た
表
わ
れ
と
し
て
の
行
為
」
で
あ
る
。
当
該
行
為
が
故
意
の
完
全
な

形
式
に
お
け
る
表
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
行
為
者
は
当
該
行
為
の
意
味

B
E
2
2口
問
)
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
れ
は
、

行
為
の
違
法
性
の
認
識
は
故
意
の
要
件
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

メ
ツ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
違
法
性
の
意
識
を
故
意
の
要
件
と
す
る
が
、
こ
の
違
法
性
の
認
識
(
予
見
)

は
、
法
律
学
的
包
摂
の
意
味
で
理

解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
規
範
的
構
成
要
件
要
素
に
つ
い
て
と
同
様
の
視
点
か
ら
、
「
行
為
者
の
素
人
領
域
に
お
け
る
平
行
評
価
」
と
し

て
思
料
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
即
ち
、
「
行
為
の
法
律
的
|
裁
判
官
的
評
価
と
同
じ
方
向
の
、
行
為
者
の
個
人
的
人
格
及
び
そ
の
周

囲
の
人
々
の
思
考
領
域
に
お
け
る
行
為
の
評
価
」
と
し
て
行
為
の
違
法
性
を
認
識
し
て
い
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
に
よ

っ
て
行
為
が
「
違
法
な
」
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
行
為
者
が
故
意
に
行
為
す
る
に
は
、
何
か
禁
じ
ら
れ
た
事
を
為
す
と
い
う
こ
と
を

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
未
必
の
故
意
で
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
行
為
者
が
か
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
か

否
か
は
、
裁
判
官
の
自
由
な
証
拠
評
価
の
も
と
で
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
メ
ツ
ガ
ー
は
か
く
し
て
、
従
来
の
違
法
性
の
意
識
必
要
説
(
ヘ

lレ
ン
ユ

ナ

フ
ィ
ン
ガ

1
、
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
、

ベ

l
リ
ン
グ
等
)
が
行
為
の
法
律
学
的
判
断
を
要
し
な
い
点
を
十
分
に
強
調
し
て
い
な
い

限
り
で
度
を
越
し
た
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
、
違
法
性
の
認
識
と
は
「
法
の
客
観
的
評
価
規
範
」
に
対
す
る
行
為
の
矛
盾
に
関
す
る
認
識
で

あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

メ
ツ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
、
違
法
性
を
客
観
的
評
価
規
範
違
反
と
し
て
捉
え
、
同
時
に
実
質
的
に
法
益
(
保
護
客
体
・
攻
撃
客
体
)

の
侵
害
な
い
し
危
殆
化
と
し
て
理
解
し
な
が
ら
も
、
違
法
性
の
意
識
に
閲
し
て
は
、
こ
れ
を
客
観
的
評
価
規
範
に
対
す
る
矛
盾
と
し
て
、
い

わ
ば
形
式
的
意
味
で
の
違
法
性
と
し
て
理
解
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
違
法
性
の
意
識
に
関
し
て
は
、
違
法
性
の
実
質
的
内
実
が
自
覚
さ
れ
ず
希

薄
化
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
の
素
人
領
域
に
お
け
る
平
行
評
価

北j去36(3・186)850 



で
足
り
る
と
し
た
点
で
あ
る
。

規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
認
識
に
つ
い
て
と
同
様
、
行
為
の
い
わ
ば
全
体
的
な
違
法
性
に
つ
い
て
も
、
行
為

者
の
認
識
を
法
律
学
的
・
専
門
的
な
も
の
か
ら
素
人
的
・
日
常
的
な
も
の
へ
と
縮
減
し
た
こ
と
は
重
要
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

点
は
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
、
連
邦
裁
判
所
に
採
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
現
在
の
支
配
的
見
解
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

も
っ
と
も
こ
の
違
法
性
に
関
す
る
「
素
人
領
域
に
お
け
る
平
行
評
価
」
は
、
行
為
の
社
会
的
意
味
の
認
識
と
し
て
の
「
素
人
領
域
に
お
け
る

平
行
評
価
」
と
同
一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
後
者
は
あ
く
ま
で
も
西
独
刑
法
一
六
条
一
項

〔
旧
五
九
条
一
項
〕

に
い
う
「
法
律
上
の
構
成

要
件
に
属
す
る
事
情
」
の
認
識
と
し
て
の
故
意
の
存
否
の
問
題
で
あ
っ
て
、
「
違
法
性
」

理
論
上
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

に
つ
い
て
の
素
人
的
認
識

判
断
)

の
問
題
と
は
、

そ
の
意
味
で
は
こ
の

「
素
人
領
域
の
平
行
評
価
」

の
定
式
を
違
法
性
の
意
識
に
関
し
て
用
い

る
こ
と
は
、
誤
解
を
導
き
易
い
も
の
と
言
え
よ
う
。

違法性の意識に関する一考察

(
1
)
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
同

ECSFf
回目・
0
・
-
怠
{
門
戸

E

S円
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
違
法
論
な
い
し
法
益
論
に
つ
き
我
国
の
も
の
と
し
て
、

内
藤
謙
「
刑
法
に
お
け
る
法
益
概
念
の
歴
史
的
展
開
会
己
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
七
巻
二
号
(
昭
和
四
二
年
)
二
二
八
頁
以
下
、
こ
れ
に
対
し
て
、

伊
東
研
祐
『
法
益
概
念
史
研
究
」
(
昭
和
五
九
年
)
七
九
頁
以
下
参
照
。

(
2
)
匂〈

F
Z
N
F
Z
E『げ巴円『ヰ町田巳
E
Z
S
2
2
5同『
R
Z
?
H
N
¥
己
〉
え
-
5
0
ω
-
m
-
Z
O同
リ
ス
ト
の
違
法
論
な
い
し
法
益
論
に
つ
い
て
、
内
藤
・
前

掲
論
文
三
四
O
頁
以
下
、
奈
良
俊
夫
「
リ
ス
ト
の
法
益
論
と
そ
の
現
代
的
意
義
付
」
法
学
新
報
八
四
巻
一
・
二
・
三
号
(
昭
和
五
二
年
)
三
三
四
頁
以
下
、

伊
東
・
前
掲
童
日
七
九
頁
以
下
、
更
に
、
小
暮
得
雄
「
違
法
論
の
系
普
と
法
益
論
」
法
学
協
会
雑
誌
八
O
巻
五
号
(
昭
和
三
八
年
)
六
二
九
頁
以
下
等
参
照
。

(
3
)
メ
ツ
ガ

l
の
客
観
的
違
法
論
あ
る
い
は
法
益
論
に
つ
い
て
、
佐
伯
千
偲
「
主
観
的
違
法
と
客
観
的
違
法
」
法
学
論
叢
二
七
巻
一
号
(
昭
和
七
年
)
七
七

頁
以
下
〔
同
『
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
の
理
論
」
(
昭
和
四
九
年
)
五
五
頁
以
下
と
く
に
八
二
頁
以
下
所
収
〕
、
同
「
刑
法
に
お
け
る
期
待
可
能
性
の
思
想
」

(
昭
和
二
二
年
)
二
五
七
頁
以
下
、
小
暮
・
前
掲
論
文
六
四
六
頁
以
下
、
尚
、
荘
子
邦
雄
「
犯
罪
論
の
基
本
思
想
」
(
昭
和
五
四
年
)
一

O
O
頁
以
下
、
更

に
、
伊
東
・
前
掲
書
一
五
五
頁
以
下
位
一
寸
参
照
。

(
4
)
玄巾
N両
市
「
占
り
お
印
己

σ』
mrz〈巾ロ己ロ『巾口
F
Z
m
-
2
5
H
H
Z・
c
m∞
少
同
也
NArm-Nhp
日同-
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説

(
5
)
何百】巾口且
p
m
N
品∞

(
6
)
宮内
N

岡市『・印門「担問『巾円宮
-
Tロ
宮
町
「

znz・〉
E
D
E
S
-
“口「巾古吋
E
門Z
-
m
H
G
め
こ
の
点
に
つ
き
、
内
田
「
違
法
と
責
任
」
西
原
他
編
『
現
代
刑
法
講

座
第
二
巻
」
(
昭
和
五
四
年
)
七
頁
以
下
〔
内
回
『
刑
法
論
集
(
総
論

I)
」
一
九
八
二
二
一
頁
所
収
〕
、
尚
、
荘
子
『
犯
罪
論
の
基
本
思
想
』
一

0
0

頁
以
下
も
参
照
。

(
7
)
去
の
N
聞
の
「
・

F
m
w
F
5
ロ円
F
的・

ωωHe

(
8
)
巴
u
g
己my
印・

ω
ω
N
門
印
広
町
内
山
口
円
宮
山

ω
N
∞
一
己
め
『
戸
何
回
口
の
『
E口
己
コ
印
少

N
〉ロコ

H
m
w
h
H
r
m
-
H
O
叶
?
己
巾
『
印

e
「
穴
-
∞
〉
己
2
・戸市山町、吋・間印
ω
〉
ロ
ロ
戸
口
同
品
-

(
9
)
宮市
N

岡市「

-
C
Z「
宮
内
宮
山
'ωωω
『

(叩
)
F
白血巴「白内
}
f
u
m
E円印円『巾的印可白『

znz-〉
叶
-
「
〉
E
2
H
由印
p
m
品回目

(
日
)
∞
命
日
円
E-
〈‘

E
ω

呂
町
Na
回の民的円

N
・
5
ム

(NCN)

「
違
法
性
の
意
識
は
そ
も
そ
も
、
可
罰
性
の
認
識
や
禁
止
規
定
の
認
識
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
他
方
で
行
為
者
が
当
該
行
為
が
道
徳
的
に
非
難
す
べ
き
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
行
為
者
は
む
し
ろ
、
確
か
に
法
技
術
的
な
判

断
で
は
な
い
に
せ
よ
、
行
為
の
不
法
性
を
彼
の
思
考
世
界
に
応
じ
た
-
許
価
の
も
と
で
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
相
当
な
良
心
の
緊
張
に

よ
っ
て
そ
れ
を
認
識
し
得
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
〔
傍
点
引
用
者
〕
と
言
う
。
更
に
、
戸
]
『
門
〈

0
・
H
N
・
5
2
-
∞
c
z
g
E
-
U印
(
古
)

(ロ)』巾凶円
y
m
n
r
・戸市『『古口円『
f
〉
戸

ω
・〉
Z
D
m
e
ω
。。--富田巴「山門}】
¥
N
名
門
的
片
「
え
「
町
門
F
F

〉、
HJ
叶
U
Y
A凶
〉
巴
町
一
何
回
{
)
寸
『
・

(
日
)
〈
四
一
∞
o
n
r
一町一『
HHhzge
印門「白『吋
R
Z
-
〉、
HJω
・〉己
2
・
H
U
寸一
Y
∞・寸寸己口門目的

HNA凶
一
『
巾
「
口
巾
『
ロ
の
ロ
凶
門

ω
・
N
印印一九日切

ω
印一
ω

(
M
H
)

前
述
し
た
ア
ル
ト
ゥ

l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
見
解
は
、
「
実
質
的
意
味
に
お
け
る
不
法
意
識
」
と
「
形
式
的
違
法
性
(
法
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
)

の
意
識
」
を
区
別
し
、
前
者
は
ま
さ
に
違
法
性
の
意
識
と
し
て
把
握
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
そ
れ
を
「
社
会
的
有
害
性
の
意
識
」
と
し
て
構
成
し
た

も
の
で
あ
っ
た
(
本
稿
第
一
章
第
一
節
参
照
)
。
し
か
る
に
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
実
質
的
な
不
法
意
識
に
は
「
故
意
説
」
が
、
形
式
的
な
違
法
性
の
意
識
に

つ
い
て
は
「
責
任
説
」
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
宗
主
E
g
p
u
g
P
E
E
-
ε
「
E
N予
∞

Z
印
・
母
2
・
0
5
F
E
r
-
Z「
宮
口
同
-
∞
・
巴
〉
口
同
戸

ω
。
〔
邦
訳
一

三
九
頁
〕
)
。
こ
れ
が
故
意
の
要
素
と
し
て
の
「
違
法
性
の
意
識
」
を
、
一
方
で
社
会
的
有
害
性
の
意
識
に
縮
減
し
、
他
方
で
形
式
的
違
法
性
の
意
識
の
可

能
性
に
止
め
る
趣
旨
な
ら
ば
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
故
意
説
の
修
正
案
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
素
人
領
域
の
平
行
評
価
」
の
理
論
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
社
会
的
有
害
性
の
意
識
」
を
直
ち
に
「
違
法
性
の
意
識
」
に
還
元
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
、
両
者
を
混
同

す
る
も
の
と
一
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

言命
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第
二
節

ル
ド
ル
フ
ィ
の
見
解

違
法
性
の
意
識
及
び
禁
止
の
錯
誤
の
問
題
に
関
す
る
教
授
資
格
論
文
を
公
刊
し
た
ル
ド
ル
フ
ィ
は
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
の

問
題
に
関
し
て
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
可
罰
性
の
認
識
説
や
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
規
範
違
反
の
認
識
説
と
い
っ
た
形
式
主
義
的
・
実
証
主
義

的
法
思
想
に
基
づ
く
所
説
を
批
判
し
、
規
範
の
実
質
的
価
値
内
実
を
高
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
自
覚
的
な
視
点
か
ら
「
実
質
的
違
法

性
の
認
識
」
説
を
展
開
し
た
。

ル
ド
ル
フ
ィ
に
よ
れ
ば
、
個
々
人
の
価
値
感
情
・
良
心
を
超
越
し
て
存
在
し
て
い
る
集
合
的
規
範
秩
序
と
し
て
の
法
規
範
は
す
べ
て
、

の
中
に
実
質
的
価
値
内
容
を
内
在
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
価
値
内
容
か
ら
真
正
な
当
為
規
範
と
し
て
の
法
規
範
の
妥
当
力
(
の
己
E
話
回
雪
山
口
)
が

導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
権
威
的
意
思
決
定
だ
け
が
行
為
の
当
罰
性
を
根
拠
づ
け
る
と
す
る
形
式
主
義
的
見
解
は
斥
け
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
犯
罪
の
本
質
は
、
形
式
的
な
規
範
違
反
、
立
法
者
意
思
に
対
す
る
不
服
従
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
真
正
な
実
質
的
価
値

違法性の意識に関する一考察

違
反
で
も
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
実
質
的
価
値
違
反
の
局
面
に
即
し
て
言
う
な
ら
、
犯
罪
は
、
ア
ル
ト
ゥ

l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
言
う
よ
う

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

に
社
会
的
価
値
違
反
・
社
会
的
有
害
行
為
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
侵
害
さ
れ
た
規
範
に
内
属
す
る
一
般
的
法
的
平
和
の
撹
乱

(
ω
5
2口
町

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

色
町
回
日
=
四

2
2戸内ロ岡山町内
F
Z
E
E
gと
あ
る
い
は
一
般
的
法
的
安
定
性
価
値
の
侵
害

3
2
5可
R
E四
5
m
号
凶
出
口
問

2
2ロ
g

F円
FZ9

2
円

F
R
Z
5
5『
門
印
)
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
ド
ル
フ
ィ
は
こ
こ
か
ら
更
に
、
規
範
命
令
の
内
容
を
担
っ
て
い
る
具
、
体
的
・
実
質

的
価
値
実
体
(
ぎ
巾
「
雪

2
5
5
な
い
し
内
容
価
値
(
}
ロ
5
1
2
2
3
と
、
そ
の
規
範
の
も
つ
個
別
的
な
秩
序
化
価
値

(
O
Eロロロ岡山
422)
と
を
綜

合
し
た
と
こ
ろ
の
全
体
的
価
値
内
容

3
2
m巾
E
B
Z
項
目
ユ
%
E
Z
)
を
規
範
の
侵
害
対
象
と
し
て
捉
え
、
行
為
者
が
こ
の
全
体
的
価
値
内
容

を
具
体
的
に
認
識
し
か
っ
精
神
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
当
該
規
範
違
反
に
対
す
る
完
全
な
責
任
非
難
が
肯
定
さ
れ
得
る
と

主
張
す
る
。
即
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
規
範
の
当
為
と
し
て
の
意
味
は
、
規
範
を
支
え
る
実
質
的
意
味
l
及
び
価
値
内
容
の
理
解
に
よ
っ
て
初
め そ
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説

て
個
々
人
に
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
規
範
の
実
質
的
根
拠
の
精
神
的
理
解
が
個
々
人
の
「
当
為
」
体
験
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
次
の
一
二
つ
の
重
要
な
論
点
が
導
か
れ
る
。
ま
ず
、
山
有
責
な
規
範
違
反
と
は
、
行
為
者
に
規
範
を
担
う
意
味
及
び
価
値
内

言命

容
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
次
に
、
倒
責
任
と
は
そ
の
本
質
上
、

特
定
の
価
値
の
呼
掛
け
な
い
し
特
殊
具
体
的
な
当
為
に
対
す
る
不
服
従
に
他
な
ら
ず
、

お
よ
そ
価
値
一
般
に
対
す
る
責
任
と
い
う
も
の
は
考

え
ら
れ
ず
、

そ
の
意
味
で
責
任
と
は
「
具
体
的
行
為
の
実
質
的
価
値
違
反
」
に
関
わ
る
実
質
的
概
念
で
あ
っ
て
、
侵
害
さ
れ
た
価
値
の
軽
重

に
応
じ
て
程
度
を
付
し
得
る
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
川
上
述
の
こ
と
か
ら
、
意
識
的
な
規
範
侵
害
に
対
し
て
減
軽
さ
れ
な
い

八
王
な
)
責
任
非
難
が
肯
定
さ
れ
る
に
は
、
行
為
者
が
当
該
規
範
命
令
の
全
体
的
価
値
(
即
ち
、
具
体
的
な
実
質
的
内
容
価
値
と
固
有
の
秩
序

化
価
値
の
両
者
)

を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
個
々
の
規
範
違
反
の
実
質
的
責
任
内
容
は
、
例
え
ば
故
意
殺
人
が
故
意
器
物

損
壊
よ
り
重
い
責
任
内
容
を
示
す
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
規
範
の
持
つ
実
質
的
価
値
内
容
す
な
わ
ち
「
内
容
価
値
」

の
局
面
で
捉
え
ら
れ
る

と
同
時
に
、
内
容
的
に
同
価
値
の
規
範
が
、

そ
れ
が
私
法
的
契
約
上
の
も
の
で
あ
る
か
、
団
体
内
の
規
約
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
一
般

的
に
強
制
可
能
な
法
秩
序
の
そ
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
秩
序
化
な
い
し
は
具
体
的
当
為
づ
け
の
強
度
が
異
な
る
よ
う
に
、

具
体
的
規
範
の
「
秩
序
価
値
」
の
局
面
に
お
い
て
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の

か
よ
う
な
理
解
を
基
礎
に
し
て
、
ル
ド
ル
フ
ィ
は
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
の
問
題
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
法
規
範
だ
け
が
人

を
法
的
に
拘
束
し
、
特
定
の
作
為
・
不
作
為
へ
と
義
務
づ
け
、
必
要
と
あ
ら
ば
こ
の
義
務
づ
け
を
強
制
的
に
貫
徹
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
得

る
。
個
人
的
な
良
心
あ
る
い
は
価
値
確
信
に
よ
っ
て
は
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
法
規
範
の
妥
当
力
な
い
し
義
務
づ
け
力
は
、

そ
の
特
定
の
「
内

容
価
値
」
だ
け
で
な
く
、

一
定
の
価
値
あ
る
状
態
(
例
え
ば
、
生
命
・
健
康
・
自
由
・
国
家
の
安
全
あ
る
い
は
司
法
の
公
正
等
の
諸
法
益
)

を
社
会
生
活
の
中
で
維
持
・
実
現
す
る
と
い
う
法
規
範
の
目
的
即
ち
法
規
範
の
特
殊
な
「
秩
序
化
価
値
(
な
い
し
機
能
こ
を
も
顧
慮
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
十
全
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
の
諸
規
範
に
優
先
す
る
法
の
秩
序
化
機
能
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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更
に
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
み
ら
れ
た
実
質
的
不
法
か
形
式
的
違
法
性
か
と
い
う
二
者
択
一
は
今
や
修
正
さ
れ
、
実
質
的
犯
罪
概
念
に
と
っ

て
は
「
実
質
的
不
法
」
に
加
え
「
形
式
的
違
法
性
」
も
重
要
で
あ
り
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
と
し
て
も
両
者
は
共
に
重
要
な
意
義
を

有
す
る
と
さ
れ
る
。
犯
罪
は
、
実
質
的
に
言
え
ば
、
単
に
社
会
倫
理
的
価
値
違
反
・
社
会
侵
害
的
行
為
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
必
然

的
に
、
繁
栄
す
る
人
聞
の
共
同
生
活
の
保
全
に
必
要
な
秩
序
・
安
全
の
侵
害
を
も
合
意
し
て
い
る
。
ア
ル
ト
ゥ
!
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
言
う

よ
う
に
行
為
の
社
会
的
有
害
性
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
責
任
非
難
は
、
実
質
的
な
内
容
価
値
の
侵
害
だ
け
で
な
く
違
反
さ
れ
た
法
秩

序
の
秩
序
化
価
値
の
侵
害
に
も
、
即
ち
違
反
さ
れ
た
法
秩
序
の
具
体
的
実
質
的
価
値
内
容
の
全
体
的
侵
害
に
関
係
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

故
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
は
、
行
為
の
社
会
倫
理
的
価
値
違
反
(
な
い
し
社
会
的
有
害
性
)
と
、
繁
栄
す
る
人
間
の
共
同
生
活
の
保

(
一
般
的
な
)
法
的
な
秩
序
・
安
定
性
の
侵
害
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
為
者
は
行
為
の
法
的
価
値
違
反
性
を
認
識
し

全
に
要
求
さ
れ
る

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
、
法
的
な
秩
序
・
安
定
性
を
損
う
と
こ
ろ
の
行
為
の
価
値
違
反
性
を
認
識
し
か
っ
精
神
的
に
理

解
す
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
、
彼
は
、
自
ら
を
義
務
づ
け
る
法
規
範
の
具
体
的
価
値
内
容
を
意

違法性の意識に関する一考察

思
決
定
の
際
に
動
機
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
行
為
の
社
会
倫
理
的
価
値
違
反
性
は
意
識
し
て
い
る
が
具
体
的

違
法
性
の
意
識
を
欠
く
場
合
、
彼
に
は
、
彼
を
義
務
づ
け
て
い
る
法
的
規
範
の
価
値
内
容
へ
と
行
為
を
向
け
る
可
能
性
(
自
由
)
が
欠
け
て

い
る
の
で
あ
る
。
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
社
会
倫
理
的
責
任
は
「
法
的
意
味
に
お
け
る
責
任
の
ト
ル
ソ
に

す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
「
法
共
同
体
の
法
的
命
令
に
対
す
る
法
的
責
任
」
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。

ル
ド
ル
フ
ィ
は
か
よ
う
な
視
点
か
ら
、
反
社
会
性
の
認
識
だ
け
で
は
法
規
範
違
反
を
理
由
と
す
る
法
的
責
任
を
聞
い
得
な
い
こ
と
を
、
確

信
犯
の
場
合
、
あ
る
い
は
法
的
禁
止
・
命
令
が
支
配
的
な
社
会
倫
理
的
確
信
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
(
例
え
ば
刑
法
〔
旧
〕
一
七
三
条
〔
近

親
相
姦
〕
及
び
〔
旧
〕
一
七
五
条
〔
男
子
聞
の
猿
裂
行
為
〕
)
、
更
に
は
秩
序
刑
法
に
お
け
る
秩
序
違
反
行
為
(
そ
こ
で
は
行
為
者
の
禁
止
・
命

令
規
範
認
識
(
な
い
し
そ
の
可
能
性
)

を
前
提
と
す
る
)
等
に
よ
っ
て
例
証
す
る
。
違
法
性
の
意
識
を
肯
定
す
る
に
は
、
行
為
者
は
、
行
為
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説

の
価
値
違
反
性
を
認
識
し
、

か
つ
そ
れ
に
加
え
て
、
彼
の
固
有
の
良
心
及
び
初
源
的
価
値
体
験
に
も
と
づ
き
そ
れ
を
承
認
し
て
い
な
い
と
し

吾ふ
ロ岡

て
も
、
彼
が
違
背
し
た
価
値
な
い
し
規
範
が
一
般
的
な
法
的
治
安
・
安
定
性
の
た
め
に
遵
守
さ
る
べ
く
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
別
言
す
れ
ば
、
行
為
者
は
侵
害
さ
れ
た
価
値
の
一
般
的
拘
束
性
な
い
し
不
可
侵
性
、
即
ち
、
侵
害
さ
れ
た
規
範
の
法
的
性

質
(
河
内
町
と
R
E
S
Rミ
)
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
行
為
者
が
当
該
行
為
を
可
罰
的
不
法
か
、
損
害
賠
償
義
務
を

負
う
も
の
か
、
あ
る
い
は
行
政
法
上
の
処
分
対
象
と
な
る
の
か
、

そ
の
い
ず
れ
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
は
、
当
該
行
為
を
規
範
の
価
値
内
容

に
従
っ
て
決
定
す
る
可
能
性
(
自
由
)
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
。
行
為
者
の
責
任
に
と
っ
て
は
、
彼
が
行
為
の
完
全
な
不
法
内
容
即
ち
法
規

範
の
当
為
妥
当
性
を
根
拠
ε

つ
け
る
実
質
的
価
値
内
容
を
全
体
と
し
て
把
握
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
把
援
し
得
た
こ
と
が
重
要

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
聞
を
意
思
形
成
に
お
い
て
直
接
的
に
規
定
す
る
に
は
、
法
規
範
の
一
般
的
当
為
・
規
範
名
宛
人
に
対
す
る
一
般
的

義
務
を
、
特
定
の
行
為
可
能
性
へ
と
具
体
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
違
法
性
の
意
識
に
関
し
て
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
行
為
の
具

体
的
規
範
違
反
性
・
具
体
的
義
務
違
反
性
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
ホ
ル
ス
ト
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
が
正
当
に
述
べ
た
よ
う
に
、

般
的

抽
象
的
な
違
法
性
の
意
識
な
ど
と
い
う
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
違
法
性
の
意
識
は
個
々
の
構
成
要
件
に
関
連
し
た
も
の
で

そ
の
実
質
的
不
法
内
容
に
関
係
し
て
「
可
分
的
」

(5-gこ
な
も
の
で
あ
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
叶
巳
σ
2
Z
E印膏
N
O間

grε
、

ル
ド
ル
フ
ィ
は
こ
の
よ
う
に
、
規
範
の
も
つ
実
質
的
価
値
内
容
と
、
法
規
範
に
課
せ
ら
れ
た
特
殊
な
秩
序
化
価
値
(
機
能
)

わ
ば
綜
合
し
た
全
体
的
価
値
内
容
を
「
実
質
的
違
法
性
」
と
捉
え
、
実
質
的
犯
罪
概
念
の
正
し
い
理
解
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
形
式
的
違
法

性
」
と
相
補
的
関
係
に
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
を
、
具
体
的
な
行
為
者
態
度
の
法
的
価
値
違
反
性
、
な
い
し
法

規
範
の
全
体
的
な
具
体
的
実
質
的
価
値
内
容
に
対
す
る
違
反
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
は
、
メ
ツ
ガ

l
に
見
ら
れ
た
よ
う
に

違
法
性
の
意
識
に
関
し
て
は
従
来
必
ず
し
も
自
覚
的
で
な
か
っ
た
、
「
違
法
性
」
の
実
質
的
側
面
を
強
調
し
こ
れ
を
違
法
性
の
意
識
の
認
識

対
象
に
取
り
込
み
、
し
か
も
そ
の
際
、
規
範
の
も
つ
実
質
的
価
値
内
容
(
即
ち
、
社
会
倫
理
的
価
値
違
反
・
社
会
的
有
害
性
に
関
わ
る
局
面
)

の
両
者
を
い
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だ
け
で
な
く
、
法
規
範
の
他
の
規
範
に
優
先
す
る
特
殊
な
秩
序
化
価
値
(
機
能
)

の
側
面
を
も
重
視
し
た
点
で
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
ル
ド
ル
フ
ィ
の
所
説
は
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
説
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

ル
ド
ル
フ
ィ
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
刑
事
不
法
論
に
い
う
「
不
法
(
実
質
的
違
法
性
)
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ル
ド
ル
フ
ィ
は
人
(
格
)
的
不
法
論
の
立
場
か
ら
、
違
法
の
実
質
は
結
果
無
価
値
に
氏
、

き
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
無
価
値
を
も
不
法
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
こ
で
は
刑
法
的
行
為
無
価
値
は
「
法
的
に
承
認
さ
れ

た
財
の
侵
害
な
い
し
危
殆
化
、
即
ち
構
成
要
件
該
当
的
な
事
態
無
価
値
の
招
来
に
向
け
ら
れ
た
行
為
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る

に
そ
こ
で
予
定
さ
れ
て
い
る
「
法
益
」
概
念
は
、
純
粋
に
実
証
主
義
的
な
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
罰
構
成
要
件
に
保
護
さ
れ
た
利
益
企
三
内
『
『

2
5

と
し
て
で
は
な
く
、
憲
法
上
正
当
な
も
の
と
さ
れ
た
刑
罰
威
嚇
の
保
護
財
と
し
て
の
「
我
々
の
社
会
を
そ
の
具
体
的
形
成
に
お
い
て
存
続
せ

そ
し
て
そ
れ
故
価
値
あ
る
社
会
的
機
能
統
一
体
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
法
益
概
念
は
、

し
め
る
の
に
必
要
な
、

義
務
違
反
・
規
範
の
妥
当
状
態
の
侵
害
自
体
を
も
そ
の
中
に
取
り
込
み
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
抽
象
化
・
精
神
化
す
る
傾
向
を
持
つ
こ

と
に
な
る
。
現
に
ル
ド
ル
フ
ィ
が
、
違
法
性
の
意
識
の
中
に
、
法
規
範
の
保
護
す
る
具
体
的
・
実
質
的
価
値
内
容
と
共
に
、
そ
の
秩
序
価
値

違法性の意識に関する一考察

を
も
要
求
し
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
と
符
合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
益
概
念
を
可
能
な
限
り
よ
り
実
質
的
で
現
実
的
・
事
実
的
な
基
礎

を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
批
判
は
措
く
と
し
て
も
、
ル
ド
ル
フ
ィ
が
法
規
範
の
実
質
的
価
値
内
容
全
体
の
一
方
に

編
入
し
て
い
る
「
秩
序
価
値
」
侵
害
の
側
面
は
む
し
ろ
、
端
的
に
言
っ
て
、
「
形
式
的
違
法
性
」
の
概
念
に
還
元
し
得
る
の
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
問
が
残
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

ル
ド
ル
フ
ィ
の
見
解
は
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
内
容
に
つ
き
、
従
来
の
「
形
式
的
違
法
性
」
か
「
実
質
的
違
法
性
」

か
と
い
う
二
者
択
一
を
排
し
て
そ
の
双
方
を
必
要
と
し
、

か
っ
「
実
質
的
違
法
性
」
の
も
つ
実
質
的
価
値
す
な
わ
ち
「
法
益
侵
害
(
危
険
)
」

の
局
面
を
重
視
し
て
い
る
点
で
、
注
目
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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ゆ
る
紀
律
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反
行
為

S
E
N
-
z
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E
E号
2

E
に
関
し
て
は
、
紀
律
不
法
の
認
識
は
未
だ
行
為
者
に
刑
法
規
範
の
実
質
的
価
値

内
容
に
従
っ
て
動
機
づ
け
る
可
能
性
(
自
由
)
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
紀
律
不
法
と
刑
事
不
法
の
異
質
性
を
強
調
し
て
い
た
(
白
血
0
・
・
∞
忠
一

号
3
・∞穴
-
N
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4
2
R
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が
、
後
に
は
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両
者
に
は
量
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な
区
別
し
か
な
く
、
行
為
者
が
当
該
行
為
を
単
に
紀
律
不
法
と
し
か
考
え
て
い
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
彼
は
実
質
的
不
法
を
正
し
く
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
禁
止
の
錯
誤
で
は
な
く
違
法
性
の
意
識
が
肯
定
さ
れ
得
る
と
し
て
、

改
説
し
て
い
る
芯
角
的
・
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∞
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1
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〔
紹
介
と
し
て
、
真
鍋
毅
「
ル
ド
ル
フ
ィ
『
人
的
不
法
論
に
お
け
る
行
為
無
価
値
の
内
容
と
機
能
』
」
佐
賀
大
学
経
済
論
集

一
一
巻
一
号
(
昭
和
五
三
年
)
五
九
頁
以
下
が
あ
る
〕
尚
、
振
津
隆
行
「
不
法
に
お
け
る
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
付
」
関
西
大
学
法
学
論
集
二
六
巻

一
号
(
昭
和
五
一
年
)
一
八
五
頁
以
下
参
照
。

(
7
)
何

σ
g
ι
p
的

小

H
-
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〈
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Z
白
po

--円
Z
伊
豆
一
3

2

3

Y

E
叶。
-
m
E
H
町
内
ル
ド
ル
フ
ィ
の
法
益
概
念
に
つ
い
て
、
伊
東
研
祐
・
前
掲
『
法
益
概
念
史
研
究
』
三
五
九
頁
以
下
参
照
。

(8)
伊
東
・
前
掲
書
三
六
三
|
四
頁
参
照
。

(9)
こ
の
点
は
、
本
稿
第
四
章
第
一
節
で
論
述
す
る
。

民ム
白岡
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第
三
節

西
ド
イ
ツ
の
判
例

ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
法
律
の
錯
誤
に
関
し
て
一
貫
し
て
「
刑
罰
法
規
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
し
な
い
が
、
非
刑
罰
法
規
の

錯
誤
は
故
意
を
阻
却
す
る
」
と
の
態
度
に
固
執
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
違
法
性
の
意
識
の

認
識
対
象
と
し
て
如
何
な
る
種
類
の
規
範
を
考
え
て
い
た
か
は
必
ず
し
も
明
示
的
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
可
罰
性
の
認
識
」
は
要
し

な
い
と
す
る
の
が
判
例
の
立
場
だ
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
連
邦
裁
判
所
は
学
説
の
支
配
的
見
解
と
一
致
し
て
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
を
「
法
的
に
許
容
さ
れ
ず
禁
止
さ
れ
て

い
る
こ
と
」
「
行
為
の
不
法
性

2
2
Cロ
2
岳
富
島
高
巾

b
q
斗
き
」
、
「
法
的
当
為
命
題
と
の
不
一
致
」
と
規
定
し
、
し
か
も
こ
の
認
識
は
、

確
か
に
法
技
術
的
な
判
断
で
は
な
い
に
せ
よ
、
「
行
為
の
不
法
性
を
行
為
者
の
思
考
世
界
に
応
じ
た
評
価
の
も
と
で
認
識
す
べ
き
か
、
あ
る

い
は
相
当
な
良
心
の
緊
張
に
よ
っ
て
そ
れ
を
認
識
し
得
た
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
可
罰
性
の
認
識
や
禁
止
規
定
の
認
識
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
く
、
ま
た
道
徳
的
非
難
性
の
認
識
で
は
足
り
な
い
と
明
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
則
に
従
い
、
例
え
ば
、
哲
学
学
生

違法性の意識に関する一考察

で
あ
る
被
告
人
が
、
使
用
窃
盗
は
不
可
罰
で
あ
る
と
考
え
て
、
読
み
終
た
後
返
す
つ
も
り
で
デ
パ
ー
ト
の
売
場
か
ら
一
冊
の
小
説
を
持
ち
出

し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
被
告
人
は
不
法
領
得
の
目
的
を
も
っ
て
行
為
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
が
可
罰
的
な
不
法
領
得
と
評

価
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
た
と
し
て
も
違
法
性
の
意
識
は
否
定
さ
れ
な
い
、
と
判
示
し
た
も
の
が
あ
る
。

判
例
は
こ
の
よ
う
に
違
法
性
の
意
識
と
は
「
一
般
的
違
法
性
の
意
識
」
で
あ
っ
て
し
か
も
い
わ
ば
「
素
人
的
認
識
」
で
足
り
る
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
当
該
構
成
要
件
の
特
殊
な
不
法
内
容
に
関
わ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
違
法
性
の
意
識
の
「
不
可
分
性
」

あ
る
い
は
「
可
分
性
」
の
問
題
に
つ
い
て
連
邦
裁
判
所
の
態
度
に
変
遷
が
見
ら
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に

し
ょ
、
つ
。
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説

連
邦
裁
判
所
は
当
初
、
違
法
性
の
意
識
の
「
可
分
性
」
を
否
定
し
て
い
た
。
例
え
ば
一
九
五
二
年
一
二
月
九
日
連
邦
裁
判
所
刑
事
第

二
部
判
決
は
、
〔
旧
〕
西
独
刑
法
一
七
四
条
一
号
〔
従
属
関
係
に
あ
る
者
と
の
猿
察
行
為
〕
と
同
一
七
三
条
二
項
〔
姻
族
聞
の
近
親
相
姦
〕

吾t入
ロ岡

と
の
観
念
的
競
合
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
被
告
人
(
継
父
)
は
継
娘
と
の
継
続
的
性
交
を
行
な
う
に
際
し
、
妻
と
の
婚
姻
関
係
を
破
り

姦
通
を
行
な
う
と
い
う
意
味
で
の
不
法
を
意
識
し
て
い
た
が
、
姻
族
問
の
性
交
の
禁
止
に
つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
つ
き
、

次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

誰
で
も
、
姦
通
が
道
徳
秩
序
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
法
秩
序
に
反
す
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
被
告
人
も
、
〔
地
方
裁
判
所
の
〕
判
決
が
確
認
し
て
い
る

よ
う
に
、
彼
に
姦
通
の
可
罰
性
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
抗
弁
理
由
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
彼
が
姦
通
行
為
の
不
法
を
意
識
し
て
い
た
の
で

あ
れ
ば
、
こ
の
意
識
は
当
該
行
為
自
体
の
禁
止
を
含
ん
で
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
既
に
一
九
五
一
年
一

O
月
三
O
臼
の
刑
事
第
一
部
判
決
に
判
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
違
法
性
の
意
識
は
可
分
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
違
法
性
の
意
識
に
は
法
秩
序
が
行
為
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
不
法
を
ど
の
様
に
処
罰
し

て
い
る
か
と
い
う
表
象
は
含
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
、
行
為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
複
数
の
刑
罰
法
規
が
同
一
の
あ
る
い
は
頒
似
の

法
統
を
保
“
説
し
て
い
る
場
合
、
例
え
ば
本
件
の
よ
う
に
一
七
三
条
と
一
七
三
条
二
項
(
こ
の
規
定
が
尊
胤
卑
族
関
係
に
あ
る
矧
族
聞
の
作
交
を
処
罰
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
家
族
を
性
的
関
係
の
外
に
お
こ
う
と
す
る
限
り
で
)
と
に
も
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
被
告
人
は
そ
れ
放
行
為
全
体
に
つ
い
て
述
法
性
の
な

識
が
伺
資
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
一
七
四
条
一
号
に
よ
り
継
続
的
な
狼
察
行
為
に
つ
い
て
も
支
任
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

判
例
は
こ
の
よ
う
に
、
同
種
あ
る
い
は
類
似
の
法
益
を
保
護
す
る
刑
罰
法
規
間
で
観
念
的
競
合
が
問
題
と
さ
れ
た
場
合
に
、
違
法
性
の
意

識
の
「
不
可
分
性
」
の
立
場
か
ら
行
為
全
体
に
つ
い
て
の
違
法
性
の
意
識
を
肯
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
不
可
分
性
」
の
原
則
が
別

種
の
法
益
を
保
護
す
る
規
定
の
間
で
も
適
用
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
な
態
度
決
定
が
な
さ
れ
ず
、
加
え
て
、
姦
通
に
つ
い
て

の
不
法
認
識
が
法
原
則
的
に
当
然
に
姻
族
問
の
性
交
の
不
法
認
識
を
も
含
む
と
の
一
般
的
な
判
断
を
導
い
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
判
決
も

一
九
五
六
年
二
一
月
六
日
連
邦
裁
判
所
刑
事
第
四
部
判
決
は
、
違
法
性
の
意
識
の
「
不
可
分
性
」
を
否
定
し
、

散
見
し
得
る
状
況
の
中
で
、
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違
法
性
の
意
識
は
個
々
の
刑
罰
法
規
の
不
法
内
容
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
可
分
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
た
の
で
あ

る。
こ
の
連
邦
裁
判
所
判
決
の
事
案
は
、
国
外
ド
イ
ツ
人
と
し
て
育
ち
ド
イ
ツ
語
を
読
む
こ
と
も
話
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
被
告
人
が
、
バ

ル
カ
ン
戦
役
で
ド
イ
ツ
軍
兵
士
と
な
り
戦
後
ド
イ
ツ
に
残
留
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

一
九
五
五
年
二
一
月
に
当
時
一
七
歳
で
あ
っ
た
継

娘
と
性
交
し
、

そ
の
際
、
彼
は
行
為
の
違
法
性
を
姦
通
と
従
属
関
係
に
あ
る
者
と
の
狸
察
行
為
と
の
関
係
で
の
み
意
識
し
て
い
た
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ン
ス
ペ
ル
ク
地
方
裁
判
所
は
、
〔
旧
〕
西
独
刑
法
一
七
二
条
、

一
七
三
条
二
項
及
ぴ
一
七
四
条
一
号
の
観
念
的

競
合
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て
そ
の
全
体
に
つ
い
て
問
責
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
連
邦
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
違
法
性
の
意
識

の
「
可
分
性
」

の
見
解
を
示
し
た
。

違法性の意識に関する一考察

不
法
の
意
識
の
内
容
は
、
刑
法
の
そ
の
時
々
の
形
態
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
現
行
法
で
は
、
社
会
侵
害
的
行
為
一
般
が
処
罰
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
刑
法
上
の
法
律
効
果
は
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
た
(
描
か
れ
た
)
特
定
の
行
動
様
式
に
の
み
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
律
形
式
を
備
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
、
不
法
が
刑
法
上
重
要
な
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
:
:
:
〔
中
略
〕
:
:
:
構
成
要
件
の
中
に
、
そ
の
種
類
及
び
程
度
に
応
じ
て
区
別
さ
れ

る
よ
う
な
不
法
形
式
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
責
任
非
難
も
、
違
法
性
の
意
識
が
ど
の
構
成
要
件
に
関
係
し
て
い
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
何

か
不
法
を
為
す
と
い
う
一
般
的
意
識
も
、
他
の
構
成
要
件
に
関
係
す
る
違
法
性
の
意
識
も
、
行
為
者
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
当
該
構
成
要
件
の
特
殊
な
責
任

非
難
を
正
当
化
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
違
警
罪
と
そ
れ
と
観
念
的
競
合
に
な
る
重
大
な
犯
罪
行
為
を
犯
し
、
か
つ
彼
は
そ
の
行
為
が

遠
警
罪
と
し
て
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
限
り
で
の
み
違
法
性
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
よ
う
な
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
構
成
要
件
に

関
係
す
る
違
法
性
の
意
識
は
、
一
般
的
な
あ
る
い
は
他
の
〔
構
成
要
件
に
関
係
し
た
l
引
用
者
〕
違
法
性
の
意
識
に
よ
っ
て
置
き
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
違
法
性
の
意
識
は
そ
れ
故
、
構
成
要
件
に
関
連
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
件
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る

禁
止
に
及
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
:
:
:
〔
中
略
〕
:
:
:
類
似
の
構
成
要
件
、
法
益
、
規
範
の
事
例
に
つ
い
て
特
に
違
法
性
の
意
識
の
不
可

分
性
の
思
想
が
強
調
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
は
、
法
律
問
題
に
つ
い
て
の
態
度
決
定
が
証
明
問
題
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
推
測
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言見

さ
れ
る
。
行
為
者
が
類
似
の
構
成
要
件
あ
る
い
は
法
益
に
関
す
る
違
法
性
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
場
合
、
彼
は
、
一
般
に
、
彼
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
法
益
侵

害
に
つ
い
て
も
違
法
性
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
証
拠
評
価
に
と
っ
て
意
味
を
も
っ
、
事
実
上
の
|
|
し
か
し
争
う
余
地
の
な
い

訳
で
は
な
い
1
1
e
経
験
で
あ
る
。
法
律
問
題
は
、
個
々
の
場
合
に
違
法
性
の
意
識
が
確
認
さ
れ
得
な
い
場
合
に
初
め
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

場
合
、
本
質
的
な
条
件
が
欠
け
る
た
め
責
任
非
難
は
正
当
と
さ
れ
な
い
。
:
:
:
〔
中
略
〕
:
:
:
行
為
者
が
基
本
た
る
構
成
要
件
を
知
り
あ
る
い
は
知
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
加
重
さ
れ
た
構
成
要
件
の
基
礎
と
な
る
禁
止
に
つ
い
て
の
違
法
性
の
意
識
が
常
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
(
例
え
ば
、
連
邦
大

統
領
に
対
す
る
名
誉
致
損
罪
(
〔
旧
〕
刑
法
九
五
条
)
と
単
純
侮
辱
罪
(
〔
旧
〕
刑
法
一
八
五
条
)
と
の
関
係
)
は
、
上
述
の
原
則
の
例
外
で
は
な
く
、
正
に
そ

の
適
用
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
基
本
的
構
成
要
件
は
そ
の
本
質
を
変
え
る
こ
と
な
く
加
重
的
構
成
要
件
に
含
ま
れ
て
い
る
。
加
重
的
構
成

要
件
は
一
般
的
な
構
成
要
件
の
応
用
事
例
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
責
任
〔
の
存
否
引
用
者
〕
に
と
っ
て
無
関
係
な
、
加
重
さ
れ
た
可
罰

性
に
つ
い
て
の
意
識
が
行
為
者
に
欠
け
る
こ
と
が
あ
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
。

ーι
ロ岡

連
邦
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
加
重
関
係
は
本
件
の
よ
う
な
姦
通
と
姻
族
問
の
性
交
と
の
聞
に
は
存
在
し
な
い
と
し
て
、
被
告
人
の
姻
族
問

の
性
交
の
禁
止
の
認
識
に
つ
い
て
も
個
別
的
に
認
定
す
べ
き
旨
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
は
、
当
時
の
学
説
で
支
配
的
で
あ
っ
た
「
可
分
性
」
の
原
則
を
明
示
的
に
採
用
し
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
こ

れ
と
同
様
の
判
決
は
そ
の
後
も
幾
っ
か
見
、
つ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
既
に
前
記
一
九
五
六
年
二
一
月
六
日
連
邦
裁
判
所
判
決
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

一
定
の
加
重
的
要
件
が
付

加
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
加
重
的
犯
罪

E
s
-
-
E
E
A
B
O
m
-
-
E
)
及
ぴ
身
分
犯
に
つ
い
て
は
、
連
邦
裁
判
所
は
こ
の
「
可
分
性
」

の
原
理
を
適
用

し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
新
聞
の
寄
稿
者
で
あ
る
被
告
人

S
は
か
ね
て
よ
り

X
新
聞
社
の
営
業
見
習
い
の
一
五
歳
の
少
女

R
と
深
い
仲
に
あ
っ
た
が
、

の
新
聞
社
に
関
与
し
て
い
る
相
被
告
人

F
か
ら
仕
事
上
の
便
宜
を
受
け
、

F
は

S
に
対
し

R
を
「
提
供
し
」

R
と
の
情
交
の
た
め
に

S
の
住

居
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
要
求
し
、

F
は
こ
の
間
他
の
少
女
と
も
そ

S
は
止
む
な
く
月
に
二
回
程
の
割
で
ほ
ぼ
三
年
に
百
一
り
住
居
を
提
供
し
、
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の
住
居
で
情
交
を
結
ん
だ
と
い
う
事
案
に
対
し
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
地
方
裁
判
所
は
、

S
を
常
習
的
な
猿
察
行
為
の
周
旋
罪
(
〔
旧
〕
西
独
刑
法
一

八

O
条
)
、

F
を
そ
の
教
唆
犯
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
六
月
の
軽
懲
役
に
処
し
た
が
、
被
告
人
等
は
上
告
趣
意
の
中
で
常
習
性
に
つ
い
て
争
い
、

ま
た
、
利
己
的
な
周
旋
の
可
罰
性
を
知
っ
て
い
た
が
、
常
習
的
な
周
旋
の
可
罰
性
は
知
ら
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
連
邦
裁
判
所

は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

違法性の意識に関する一考察

〔
違
法
性
の
意
識
を
認
め
る
に
は

i
引
用
者
〕
行
為
者
が
刑
罰
構
成
要
件
に
含
ま
れ
る
特
定
の
法
益
侵
害
の
不
法
と
し
て
認
識
し
た
こ
と
で
充
分
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
、
基
本
的
な
構
成
要
件
を
共
通
に
し
て
い
る
よ
う
な
構
成
要
件
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
こ
で
は
、
違
法
性
の
意
識
は
た

だ
、
基
本
的
構
成
要
件
が
含
む
特
定
の
法
益
侵
害
に
関
わ
る
だ
け
で
よ
い
。
窃
盗
の
不
法
性
を
認
識
し
て
い
る
者
は
、
自
分
に
は
加
重
的
不
法
を
実
現
す
る

意
識
が
欠
け
て
い
た
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
重
的
窃
盗
構
成
要
件
の
適
用
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
猿
袋
行
為
周
旋
の
構
成

要
件
の
よ
う
に
、
基
本
的
構
成
要
件
自
体
、
即
ち
〔
単
純
な
〕
他
人
の
猿
雲
行
為
の
援
助
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
処
罰
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
同
様
で
あ
る
。

要
点
は
、
法
秩
序
が
否
認
す
る
態
度
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
禁
じ
ら
れ
た
も
の
の
全
て
が
可
罰
的
な
も
の
と
さ
れ
る
訳
で
は
な

い
よ
う
に
、
明
示
的
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
全
て
が
法
秩
序
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
許
容
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
(
連
邦
裁
判
所
は
続
け
て
、
人
間
の

性
的
に
親
密
な
生
活
領
域
で
は
と
く
に
明
示
的
禁
止
を
留
保
す
べ
き
法
政
策
的
根
拠
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
〔
単
純
な
〕
他
人
の
狼
褒
行
為
の
援
助
行
為

が
明
示
的
に
処
罰
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
法
秩
序
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
述
べ
、
被
告
人
等
は
刑
法
上
重
要

で
な
い
可
罰
性
の
錯
誤
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
)
何
故
な
ら
ば
、
利
己
的
周
旋
の
可
罰
性
の
認
識
は
、

上
述
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
規
範
、
即
ち
他
人
の
狼
察
行
為
の
援
助
の
法
的
否
認
の
認
識
を
必
然
的
に
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
彼
ら
は
規
準
と
な
る
こ
の
基
本
的
構
成
要
件
の
全
て
の
法
律
的
特
徴

2
5買
お
E
S
に
つ
い
て
違
法
性
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
パ
ウ
マ
ン
は
、
法
秩
序
は
単
純
な
淫
行
援
助
行
為
に
は
介
入
し
な
い
と
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

も
そ
も
か
よ
う
な
構
成
要
件
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
法
秩
序
に
よ
る
否
認
に
つ
い
て
の
認
識
は
存
在
し
得
ず
、

せ
い
ぜ
い
前
法
律
的
な

反
倫
理
性
の
意
識
が
存
し
得
る
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
〔
旧
〕
刑
法
一
八

O
条
に
い
う
「
常
習
性
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
も
、
加
重
的
な
も
の
で
あ
る そ
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説

だ
け
で
な
く
、
刑
罰
を
根
拠
づ
け
る
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
違
法
性
の
意
識
を
要
求
す
る
。

論

判
例
は
上
述
の
と
お
り
、
観
念
的
競
合
の
事
例
に
関
し
て
は
違
法
性
の
意
識
の
「
可
分
性
」
の
原
則
を
肯
定
し
、
現
在
の
支
配
的
学

説
も
こ
れ
を
支
持
す
る
が
、
加
重
的
犯
罪
に
関
し
て
は
こ
れ
を
認
め
て
お
ら
ず
、
両
者
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
パ

ウ
マ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
加
重
的
事
情
が
、
山
基
本
的
構
成
要
件
で
保
護
さ
れ
る
法
益
と
質
的
に
異
な
る
、
付
加
的
な
法
益
侵
害
に
あ

る
の
か
、
削
同
じ
法
益
の
侵
害
の
程
度
が
特
別
に
強
度
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
山
の
場
合
に
つ
い
て
、

-n} 

ヴ
ア
ル
ダ
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
即
ち
、
ホ
モ
愛
好
者
で
あ
る
外
国
人
が
ド
イ
ツ
圏
内
で
暴
力
を
用
い
て
同
性
愛
行
為
を
し
た

四
際
に
、
彼
の
故
国
で
は
同
性
愛
行
為
は
不
道
徳
な
も
の
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
男
子
関
の
張
要
行
為
へ
の
強
要
も
、
性
的
犯
罪
(
己
ロ
N

己
円
宮
)
と

し
て
で
は
な
く
強
要
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
故
彼
は
行
為
の
不
法
を
強
要
罪
の
限
度
で
意
識
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
可
分
性
」
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
異
質
な
法
益
侵
害
に
つ
い
て
の
不
法
認
識
は
な
い
の
で
、
強
要
罪
の
限

度
で
の
み
処
罰
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
違
法
性
の
意
識
は
質
的
に
異
な
る
法
益
侵
害
の
全
て
の
不
法
に
及
ん
で
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
例
え
ば
加
重
的
な
窃
盗
に
つ
い
て
一
部
異
質
の
付
加
的
法
益
侵
害
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
(
西
独
刑
法
二
四

A

出
)

三
条
一
項
一
号
、
二
号
、
四
号
)
に
も
そ
の
全
て
の
不
法
に
つ
い
て
違
法
性
の
意
識
(
な
い
し
そ
の
可
能
性
)
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
凶
の
よ
う
に
同
一
法
益
の
侵
害
の
強
度
(
程
度
)
が
加
重
的
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
違
法
性

の
意
識
は
基
本
的
構
成
要
件
の
不
法
認
識
で
足
り
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
意
図
的
に
他
人
を
杖
で
激
し
く
殴
打
し
た
者
は
、
人
の
健
康
が
法

的
に
保
護
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
彼
が
ど
の
程
度
こ
の
価
値
あ
る
状
態
を
侵
害
し
て
い
る
か
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
刑
法
二
二
三
条

に
比
し
て
重
大
な
、
刑
法
二
二
五
条
の
不
法
を
知
ら
な
か
っ
た
と
抗
弁
す
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
違
法
性
の
意
識
(
そ
し
て
そ
れ
と
同
時

(
訂
}

そ
の
質
に
及
ん
で
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
為
者
が
特
殊
な
違
法
性
の
意
識
を
持

に
責
任
)

は
、
不
法
の
程
度
に
で
は
な
く
、

っ
て
い
た
か
否
か
、

ま
た
、
当
該
行
為
が
特
定
の
方
向
に
お
い
て
、
即
ち
特
定
の
法
的
(
諸
)
価
値
法
益
グ
ル
ー
プ
に
関
し
て
、
不
法
で
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(
詔
)

あ
る
こ
と
を
彼
が
知
っ
て
い
た
か
否
か
が
、
そ
の
都
度
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
違
法
性
の
意
識
の
「
可

分
性
」

の
原
則
は
、
違
法
性
の
意
識
が
、
不
法
の
「
回
一
一
旦
」
な
い
し
「
程
度
」
に
で
は
な
く
、
主
と
し
て
不
法
の
「
質
」
な
い
し
「
種
類
」
に
関
係

す
る
概
念
で
あ
る
と
の
前
提
の
下
で
、
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
違
法
性
の
意
識
の
「
構
成
要
件
関
連
性
」
(
吋
巳
宮
浮
き
号

ZNC岡
市

5
2こ
な
い
し
「
可
分
性
」
の
原
則
は
、
い
わ
ゆ
る
秩
序

(
却
)

刑
法
に
お
け
る
混
合
構
成
要
件
(
呂
田
円
宮
え
宮
丸
山
口
己
)
に
関
し
て
も
問
題
と
な
り
得
る
。
更
に
ま
た
、
二
重
の
禁
止
の
錯
誤
念
品
・
巳

O
E巾
-R「

〈
巾
「

σ。
門
的

5
・E
S
)
の
事
例
、
即
ち
、
行
為
者
は
ま
ず
当
該
具
体
的
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
規
範
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
同
時
に
別
の
観
点
か

ら
、
即
ち
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
規
範
に
も
と
づ
き
法
秩
序
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
誤
解
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
も
、
「
可
分
性
」

の
原
則
が
適
用
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
日
前
に
マ
ン
ト
を
盗
ん
だ
精
神
病
の
空
巣
泥
棒
E
に
通
り
で
出
く
わ
し
た

A
は、

即
座
に
打
ち
倒
し
た
が
、
彼
は
そ
の
際
、
こ
の
時
点
で
も
正
当
防
衛
は
許
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
同
時
に
精
神
病
者
に
対
す
る
正
当
防

違法性の意識に関する一考察

衛
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
誤
解
し
て
い
た
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
、
ヒ
ル
シ
ュ
は
「
不
可
分
性
」
に
連
な
る
観
点
か
ら
全
体
と
し
て
違
法
性

{
却
)

の
意
識
を
肯
定
す
る
の
に
対
し
て
、
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
、
ル
ド
ル
フ
ィ
そ
し
て
イ
エ
シ
エ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
完
全
な
責
任
非
難
を
肯
定
す
る
に

足
る
違
法
性
の
意
識
が
欠
け
、
行
為
者
は
禁
止
の
錯
誤
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
事
態
を
よ
り
細
か
く
見
る
な
ら
ば
、
行

為
者
が
実
現
し
た
構
成
要
件
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
禁
止
の
錯
誤
)

と
実
在
し
な
い
構
成
要
件
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
幻
覚
犯
)

の
保
護
し
て
い

る
法
益
が
同
種
の
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
別
種
の
も
の
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
構
成
要
件
が
相
異
な
る
種
類

の
法
益
を
保
護
し
て
い
る
場
合
に
は
、
違
法
性
の
意
識
の
可
分
性
の
原
則
が
適
用
さ
れ
、

一
方
で
禁
止
の
錯
誤
、
他
方
で
幻
覚
犯
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
益
が
相
互
に
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
ず
同
種
の
も
の
と
見
な
さ
れ
得
る
場
合
に
は
、
行
為
者
が
全
体
と
し

て
「
何
ら
か
の
」
違
法
性
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
禁
止
の
錯
誤
の
成
立
は
排
除
さ
れ
、

と
し
て
一
個
の
故
意
既
遂
犯
が
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ヒ
ル
シ
ュ
の
解
決
の
ご
と
く
、
全
体

E 
を
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説

こ
の
よ
う
に
、
判
例
に
み
ら
れ
た
違
法
性
の
意
識
の
「
可
分
性
」
の
原
則
は
、

そ
れ
が
観
念
的
競
合
の
場
合
で
あ
る
か
、
加
重
的
構
成
要

件
の
場
合
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
二
重
の
禁
止
の
錯
誤
の
場
合
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
行
為
者
の
不
法
認
識
が
当
該
行
為
の
不
法
の
「
質
」

号ふ
白岡

な
い
し
「
種
類
」
、
換
言
す
れ
ば
、
保
護
さ
れ
る
法
益
の
「
質
」
な
い
し
「
種
類
」
に
及
ん
で
い
る
か
否
か
、
と
い
う
視
点
を
軸
と
し
て
そ

の
適
用
可
能
性
が
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
掲
連
邦
裁
判
所
(
∞
の
出

2
5・
ω
日
)
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
不
可
分
性
」

の
原
則
が
強
調
さ
れ
た
の
は
、
特
定
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
そ
れ
と
同
時
に
他
の
構
成
要
件
に
該

当
す
る
行
為
を
実
現
し
た
場
合
に
、
他
の
構
成
要
件
に
関
す
る
違
法
性
の
意
識
を
も
随
伴
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
い
う
証
拠
法
上
の
理
由

一
日
山
一

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
違
法
性
の
意
識
の
要
件
論
と
し
て
「
不
可
分
性
」
の
原
則
を
主
張
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
ウ
エ
ル
サ
リ
・
イ
ン
・

レ
・
イ
リ
キ
タ
」
の
原
則
に
堕
す
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)
〈
四
一
口

Mwzq
穴
山
口
町
田
白
ロ
ロ

-
O即
日
口
口
『
巾
n
F
S
F宮
司
ロ
HV門
印

2
ロ
-
m
k
H
h山
口
-
玄
民
間
R
e
F
-
P
∞
〉
ロ
ロ

e
m印
mw

〉
ロ
ヨ
-
-
-
e
H
日

(
2
)
例
え
ば
、

C
ユ
〈
呂

ω

呂
ω
。-問。∞門叶〔
)-EH(EN)
は
、
外
国
為
替
に
関
す
る
違
反
行
為
に
つ
き
、
行
為
者
は
彼
が
違
反
し
た
規
定
を
特
別
に
認

識
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
「
当
該
業
務
行
為
が
あ
る
い
は
外
国
為
替
立
法
の
規
定
に
違
反
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
表

象
と
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
行
為
す
る
と
い
う
意
思
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
こ
の
表
象
は
ま
た
、
弁
護
人
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
一
所
為
に
よ
り
同
時
に

生
ず
る
複
数
の
問
題
と
な
る
べ
き
法
律
違
反
の
全
て
に
つ
き
個
別
的
に
確
認
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
〔
行
為
の
〕
可
罰
性
に
、
禁
止
に
つ
い
て
の
そ
の
よ

う
な
正
確
な
認
識
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
外
国
為
替
規
定
違
反
の
大
多
数
が
処
罰
さ
れ
な
い
ま
ま
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
地
方
裁
判
所
の
認
定
す

る
よ
う
に
被
告
人
等
が
当
該
諸
規
定
を
知
る
こ
と
を
わ
ざ
と
怠
っ
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
も
、
故
意
的
な
外
国
為
替
違
反
行
為
を
確
認
し
得
な
い
こ
と
に

な
ろ
う
。
む
し
ろ
、
当
該
行
為
が
、
た
と
え
個
々
に
は
っ
き
り
と
は
表
象
し
て
い
な
く
と
も
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
外
国
為
替
宵
法
の
規
定
に
違
反
し
て
い

る
こ
と
を
行
為
者
が
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
、
十
分
で
あ
る
。
」
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
、
規
定
違
反
の
一
般
的
(
未
必
的
)
認
識
で
足
り
る
と
し
、

具
体
的
な
規
定
の
認
識
な
い
し
可
罰
性
の
認
識
ま
で
は
要
求
し
て
い
な
い
。
と
同
時
に
、
本
判
決
は
違
法
性
の
意
識
の
「
不
可
分
性
」
を
前
提
と
し
て
い

る
と
恩
わ
れ
る
点
で
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
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違法性の意識に関する一考察

(
3
)
ロ
2
門
町
一
〈
ば
weω

いた

wuN-
∞
の
出
町
HNeH也、仏

(Hmwm山口
-NON)

(
4
)
C
2
〈

ωω

↑
r
w
印一
Y

∞
の
回
目
E
'
N
ω
σ
(
N
品
ω)

(
5
)
∞の
z
g
N
-
N
O
N
-
r
E
m「
∞
の
z
g
H
0・
出
(
土
)
一
∞
の
間
的
己
印
唱
ヨ
コ
ω∞
ω)一
∞
の
図
。
〉
呂
町
匂
噌

E

〔
本
稿
第
一
章
第
二
節
ニ
参
照
〕

(
6
)
O
「
の
わ
己
-
P
C
2
〈
戸
市
山

ω
⑦4
・]
N
一
戸
。
⑦
斗
-
印
。
ω
{日(〕品)

(
7
)
∞
の
出
回

F
Z
N
(
ω
色
目
)
福
田
・
前
掲
『
違
法
性
の
錯
誤
」
一
一
一

O
l
一
頁
参
照
。

(
8
)
〔
旧
〕
西
独
刑
法
一
七
四
条
一
号
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

第
一
七
四
条
次
の
者
は
、
重
懲
役
又
は
六
月
以
上
の
軽
懲
役
に
処
す
る
。

一
自
己
の
教
育
、
養
成
、
監
督
も
し
く
は
保
護
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
二
十
一
歳
未
満
の
者
を
狼
裂
行
為
に
悪
用
し
た
者
。

(
訳
文
は
、
法
務
資
料
第
三
九
七
号
白
井
滋
夫
訳
に
拠
っ
た
。
)

同
条
は
、
一
九
七
三
年
一
一
月
二
三
日
の
第
四
次
刑
法
改
正
法
に
よ
り
、
大
幅
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
一
九
五
三
年
八
月
四
日
の
第
三
次
刑
法
改
正
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

第
一
七
三
条
②
姻
族
で
あ
る
尊
属
と
卑
属
と
の
問
の
性
交
、
並
び
に
兄
弟
姉
妹
荷
の
性
交
は
、
二
年
以
下
の
軽
懲
役
を
も
っ
て
罰
す
る
。

因
み
に
、
近
親
相
姦
に
関
す
る
こ
の
一
七
三
条
の
規
定
は
、
一
九
七
三
年
一
一
月
一
一
一
一
一
日
の
第
四
次
刑
法
改
正
法
律
に
よ
り
、
「
風
俗
に
対
す
る
重
罪

及
び
軽
罪
」
の
章
か
ら
「
身
分
、
婚
姻
及
び
家
庭
に
対
す
る
犯
罪
行
為
」
の
章
へ
と
編
成
替
え
に
な
り
、
同
時
に
「
姻
族
問
の
性
交
」
は
処
罰
対
象
か
ら

は
ず
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
さ
し
あ
た
り
、
内
田
「
刑
法
各
論
〔
第
三
版
〕
』
(
昭
和
五
九
年
)
一
五
六
頁
註
(
2
)
参
照
。

(
叩
)
〔
旧
〕
西
独
刑
法
一
七
二
条
。
同
条
は
、
一
九
六
九
年
六
月
二
五
日
の
第
一
次
刑
法
改
正
法
律
に
よ
り
削
除
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
も
っ
と
も
〔
旧
〕
刑
法
一
七
三
条
と
同
一
七
四
条
と
の
保
護
法
益
が
同
種
な
い
し
類
似
の
も
の
か
ど
う
か
は
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
(
こ
の
点
に
つ
き
註

(
9
)
、
(
叩
)
及
び
(
お
)
参
照
)
。
前
者
は
親
密
な
家
庭
を
性
的
関
係
か
ら
確
保
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
子
供
及
び
未
成
年
者
の
性
的

発
達
な
い
し
性
的
自
由
が
阻
害
さ
れ
ず
、
同
時
に
教
育
・
保
護
関
係
等
が
性
的
接
触
か
ら
免
れ
そ
の
社
会
的
機
能
を
十
分
に
果
す
こ
と
が
保
護
法
益
と
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
〈
同
一

F
E円
宮
戸
停
ま
口
宏
¥
∞
与
さ
伝
『
・

2
〉
Z
2
3∞
N
-
2叶
ω
E
R
H
E門
-
2
立
E
ミ

r

g
冬
山
口
E
2長
史
的
円
可
E
Z
-

HA山〉ロコ・]戸市可吋
N-
一二寸
ω
河内同口同
J
H
E口島問
H斗
仏
間
品
目
『
]
戸
)
。

た
だ
し
パ
ー
ト
ナ
ー
(
未
成
年
の
娘
と
か
、
従
属
者
)
の
性
的
発
達
を
心
理
的
に
阻
害
す
る
局
面
で
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(
ロ
)
こ
の
他
、
ゲ
ー
ム
機
器
(
呂
田
『

z
b
z
)
の
飲
食
応
設
置
に
際
し
て
の
地
方
警
察
署
へ
の
許
可
申
請
に
関
す
る
事
案
で
伺
旨
の
判
断
を
示
す
も
の
と
し
て
、
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説

カ
ー
ル
ス
ル

l
エ
高
等
裁
判
所
一
九
五
三
年
七
月
一
六
日
判
決
(
Z』
巧
早
印
ω
-
同
出
品
N
)

が
あ
る
。

(
日
)
例
え
ば
、
戦
時
中
、
国
立
美
術
館
か
ら
或
る
農
場
付
属
住
宅
に
移
転
さ
れ
て
い
た
美
術
品
類
を
取
引
日
的
の
た
め
国
外
へ
搬
出
し
た
被
告
人
の
行
為
が
、

か
よ
う
な
財
物
の
輸
出
を
禁
止
し
処
罰
す
る
箪
事
統
制
法

(E-Eコ
巾
四
日
常

E岡
山
湾

Mmcz
違
反
に
問
わ
れ
た
事
案
で
、
被
告
人
は
他
人
の
所
有
権
に
対
す

る
違
法
な
攻
撃
(
窃
盗
)
に
つ
い
て
の
み
違
法
性
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
が
、
連
邦
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
(
∞
の
Z

H
m易

5
・け〈

N
ω
E
呂
巴
官
民

Z
2
5
R
g
E門
町
長
〈
同
-
E
2
∞
の
回
一
山
ニ
0
・
2
{京
ご
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
強
姦
目
的
の
住
居
侵
入
に
つ
き
、
住
居

侵
入
に
関
す
る
違
法
性
の
意
識
が
そ
の
ま
ま
性
犯
罪
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
判
決
も
存
す
る
(
∞
の
回
日
印
庁
間

AHmw¥印
ω
〈・。

H
C
H
@印
ω-
』河]{匂印品

'H∞
∞
-
〈
同
一
色
白
N
E

∞
の
図
的
円

H
C
U印
(ω
叶同))。

(
V
H
)

例
え
ば
、
∞
の
出
印
・

2
月

C
「
汁
〈

HC
品
呂
印

N・
2
4〈
呂
印

N
-
5
7
∞
の
出

N
a
p同
己
三
〈

-
N
O
N
E
E
(口
月
一
回
門
〈
巾
『
。
同
町
内
三
一
一
円
『
)
占
〈
拘
}
含
N
Z

∞
の
月
山
庁

]
-
(
)
・

ω印

(ω
叶同)

(
日
)
切
の
図
的
門
H
0
・
2
詳
し
く
は
、
福
田
・
前
掲
書
二
二
頁
以
下
参
問
、
。

(
v
m
)

巴
市
町
内
切
の
図
的
己

C
-
2
3
N
)
e
福
田
・
前
掲
書
一
二
五
頁
註
(
二
参
照
。

(η)
例
え
ば
、
川
外
国
人
で
あ
る
被
告
人
が
姪
で
あ
る
日
歳
の
娘
X
女
と
連
れ
立
っ
て
、
自
動
車
展
示
会
を
見
る
た
め
大
都
会
の

F
市
へ
来
て
数
日
滞
在
し

た
が
、
彼
は
未
熟
な

X
女
を
保
護
し
て
く
れ
る
よ
う
彼
の
姉
で
あ
る
そ
の
母
親
か
ら
依
頼
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
問
に
何
度
と
な
く
狼
裂
行
為
を

X

女
に
対
し
行
な
い
性
交
を
試
み
た
と
い
う
事
実
に
お
い
て
、
被
告
人
は
ド
イ
ツ
で
は
従
属
関
係
に
あ
る
者
と
の
狼
察
行
為
が
可
罰
的
だ
と
は
知
ら
ず
、
近

親
相
姦
を
為
す
と
い
う
意
味
で
の
不
法
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
案
に
対
し
、
原
審
は
、
近
親
相
姦
の
意
味
で
の
誤
想
的
な
不
法
の

意
識
を
「
不
可
分
性
」
の
原
則
に
よ
っ
て
従
属
関
係
に
あ
る
者
と
の
狼
察
行
為
の
そ
れ
に
転
用
し
、
〔
旧
〕
刑
法
一
七
四
条
一
号
に
よ
り
処
罰
し
た
。
こ
れ

に
対
し
連
邦
裁
判
所
は
、
上
記
判
決

3
0
2川
WHO-ω
印
)
を
引
用
し
、
「
不
可
分
性
」
の
原
則
は
既
に
放
棄
さ
れ
た
も
の
と
し
た
が
、
本
件
事
実
関
係
の
も

と
で
は
、
「
可
分
性
」
の
原
則
を
適
用
し
て
も
、
被
告
人
が

X
女
の
母
親
の
依
頼
に
反
し
て
従
属
関
係
を
利
用
し
て
本
件
行
為
を
行
な
っ
た
の
で
あ
り
、

従
属
関
係
の
利
用
行
為
の
不
法
性
に
つ
い
て
考
慮
す
る
機
会
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
し
て
、
一
七
四
条
一
号
に
関
す
る
違
法
性
の
意
識
を
個
別
・
具
体

的
に
認
定
し
た
宙
の
出

N
g悶
C
吋
け
〈
工
印

5
印
∞
・
宮
口
問
早
印
∞
岨
的
・

4ω
∞同

(E片岡
2
2ロ
〈
C

ロ
ロ
巳
Z
認
め
『
)
)
。
凶
被
告
人
は
、
原
審
で
姻
族
問
の
性
交

と
従
属
関
係
に
あ
る
者
と
の
狼
裂
行
為
と
の
鋭
念
的
競
合
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
た
が
、
彼
に
は
姦
通
に
つ
い
て
の
不
法
の
意
識
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
り
、

連
邦
裁
判
所
は
か
よ
う
な
認
識
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
(
回
。
国
ム
伊
河
口
三
〈
工
。

5
2
-
z
t弓

5

2
・∞

5
2
)。

川
実
業
高
校
教
師
で
あ
る
被
告
人
が
、
以
前
に
担
当
し
た
ク
ラ
ス
に
属
し
て
い
た
当
時
一
七
歳
の
職
業
学
校
生
徒
H
-
L
に
対
し
狼
裂
行
為
を
行
な
い
、

子之λ
伺岡
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違法性の意識に関する一考察

〔
旧
〕
刑
法
一
七
四
条
に
い
う
保
護
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
で
、
連
邦
裁
判
所
は
「
可
分
性
」
の
原
則
を
前
提
と
し
て
、
被
告
人
が
当
該
行
為
に
対
す

る
非
難
中
傷
を
意
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
当
然
に
、
猿
裂
行
為
に
対
し
て
自
分
が
責
任
あ
り
と
い
う
意
識
に
結
び
付
く
わ
け
で
は
な
い
と
判
示

し
た
弓
の
ロ

N
m
a
cユ
〈
・

ω
O
H
O
-
5
2
・
2
4〈

E
E
-
∞・

2
H
2
5
)
)
。
川
川
被
告
人
は
三
回
に
一
旦
っ
て
酪
町
状
態
で
二
ハ
歳
の
継
娘
と
性
交
し
た
が
、

地
方
裁
判
所
は
、
被
告
人
が
姻
族
問
の
性
交
の
禁
止
を
知
ら
な
か
っ
た
と
抗
弁
し
た
の
に
対
し
、
と
も
か
く
も
被
告
人
は
同
時
に
為
さ
れ
た
姦
通
が
可
罰

的
不
法
で
あ
る
と
知
っ
て
い
た
が
故
に
、
か
よ
う
な
反
論
は
重
要
で
な
い
と
し
て
有
罪
に
処
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ト
ウ
ヅ
ト
ガ
ル
ト
高
等
裁
判

所
は
、
複
数
の
犯
罪
が
観
念
的
競
合
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
場
合
に
も
、
違
法
性
の
意
識
は
可
分
的
で
あ
る
と
し
、
ま
た
完
全
酪
町
の
構
成
要
件
(
〔
旧
〕
刑

法
三
三

O
条

a
)
に
お
い
て
も
禁
止
の
錯
誤
が
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
、
他
の
論
点
も
含
め
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
事
件
を
地
方
裁
判
所
に

差
戻
し
た

(
O
F
C
印
Z
芹
怒
「
?
己
三
戸

N
N
e
=
'
5
2
4
5
g
5
2
4
的
土
ω同
(
日
広
回
目
E
-
:。
ロ
戸
山
口
町
E

qご
。

同

被

告

人

A
女
は
自
分
の
娘
と
既

婚
者
で
あ
る

X
と
が
自
分
の
住
い
の
二
至
で
狼
裂
行
為
を
す
る
の
を
容
認
し
た
と
し
て
、
狼
察
行
為
の
援
助
罪
(
〔
旧
〕
西
独
刑
法
一
八
一
条
一
項
二
号
)

に
問
わ
れ
た
事
案
で
、
連
邦
裁
判
所
は
、
違
法
性
の
意
識
は
構
成
要
件
に
関
連
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
件
に
横
た
わ

る
禁
止
に
及
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
被
告
人

A
女
が
、
当
該
行
為
が
既
婚
の
男
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
故
に
の
み
不
法
で
あ
る
、
と
考

え
て
い
た
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
と
判
示
し
た
(
∞
の
国
「
段
目
〈

N印‘

H
O
E
S
-
Y百
回

5

2
・
m
E
(
E
-片岡市
E
P
Zロ
ロ
包
一
5
岡
町
「
)
)
。
川
被
告
人

は
神
経
症
の
寡
婦

R
の
子
供
達
に
対
し
「
父
親
代
わ
り
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
六
歳
の
娘
で
あ
る
相
被
告
人

U
女
と
性
的
関
係
を
持
ち
続

け
、
二
人
の
問
に
子
供
ま
で
生
ま
れ
夫
婦
同
様
に
生
活
し
て
い
た
が
、
{
永
を
失
い
た
く
な
い
た
め
に
名
目
的
に

R
と
結
婚
し
た
後
も
そ
の
関
係
を
続
け
た

と
い
う
事
案
に
対
し
、
地
方
裁
判
所
は
姻
族
聞
の
近
親
相
姦
と
一
部
観
念
的
競
合
に
あ
る
従
属
者
に
対
す
る
猿
察
行
為
と
し
て
有
罪
(
軽
懲
役
)
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
連
邦
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
子
供
の
誕
生
な
い
し
寝
室
を
同
じ
く
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
以
来
、
〔
旧
〕
刑
法
一
七
四
条
一
号
に
い
う

教
育
・
保
護
関
係
を
生
み
出
す
よ
う
な
事
実
関
係
は
変
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
地
方
裁
判
所
は
こ
の
点
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

R
と
の
実
質
的
な
夫

婦
関
係
が
実
際
に
存
し
た
か
否
か
極
め
て
疑
わ
し
い
本
件
に
お
い
て
、
被
告
人
が
姻
族
同
の
近
親
相
姦
に
つ
い
て
の
違
法
性
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
百

か
に
つ
き
改
め
て
検
討
す
べ
し
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
・
差
戻
し
た
。
そ
の
際
、
不
法
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
意
識
、
あ
る
い
は
例
え
ば
姦
通
と
い
っ

た
他
の
規
範
を
侵
害
す
る
意
識
は
姻
族
聞
の
性
交
に
よ
る
処
罰
に
不
充
分
で
あ
る
と
し
て
、
前
記
連
邦
裁
判
所
判
決
(
∞
の
z
m
F
H
0
・
ω
印
)
を
引
用
す
る

(∞
C
出
品
問
片
目

C『
F
〈・

J
1
N
・]{由。市
Y

∞
の
白
山
門
N
N
-
U
H
品
(ω]{
∞))。

(
同
)
∞
の
出
]
「
印
門
河
口
ユ
-
〈

N∞
-
N
-
H
句
。
]
「
∞
の
回
目
己
印
-ω
寸
寸

(ω
∞
ω『
)e

(
M
M
)

∞
白
己
呂
田
口
P
N己
「
叶
2
5目
Har2
円
安
山
田
口
口
Ha巾円
F
Z
F
m君
口
伊
丹
印
巳
ロ
タ

]
N
H
ゆ
白
戸
∞
印
。
品
問
『
(
印
。
印
)
一
回
口
門
町
河
Eι
。
S
E
-
C口足円
F
Z
U
O者ロ
P
Z
E口
-
m
∞叶
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違法性の意識に関する一考察
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観
念
的
競
合
に
関
す
る
連
邦
裁
判
所
判
決

B
C目的丹
ω
・
2
N一
H
0
・
ω
印
)
で
は
〔
旧
〕
刑
法
一
七
二
条
(
姦
通
)
、
同
一
七
三
条
(
姻
族
問
の
近
親
相
姦
)
及

ぴ
同
一
七
四
条
(
従
属
者
と
の
猿
泰
行
為
)
の
観
念
的
競
合
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
一
七
三
条
と
一
七
四
条
の
法
益
が
同
種
の
も
の
と
言
え
る
か
は
疑
問

視
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
七
三
年
一
一
月
一
一
一
一
一
日
の
第
四
次
刑
法
改
正
法
に
よ
り
、
前
者
は
「
身
分
、
婚
姻
及
び
家
庭
に
対
す
る
犯
罪

行
為
」
の
章
に
、
ま
た
後
者
は
「
性
的
自
己
決
定
に
対
す
る
犯
罪
行
為
」
の
章
に
編
別
さ
れ
た
こ
と
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
「
可
分
性
」

の
原
則
を
肯
定
す
る
こ
と
の
根
拠
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
守
色

-
Zロ
口
吉
男

p
gロ
宮
¥
山
岳
「
邑
戸
沼
斗
ω
E
R
a
戸
戸
口
ι
2
4
品
E
ーミ
e
r

E
P
-
吉
田
邑
∞
0

・
m
g
ω

〉
ロ
ヨ

ωN)。
ま
た
加
重
的
構
成
要
件
に
関
す
る
連
邦
裁
判
所
判
決
(
切
の
目
的
片
岡
印
司

3
3
で
は
、
(
単
純
な
)
他
人
の
猿
察
行
為

の
援
助
が
法
秩
序
に
よ
っ
て
も
否
認
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
か
ど
、
つ
か
の
間
題
は
別
と
し
て
、
判
旨
の
論
理
に
よ
る
限
り
、
基
本
的
構
成
要
件
と
加
重

的
構
成
要
件
と
の
聞
に
は
保
護
法
益
(
な
い
し
不
法
の
種
類
・
性
質
)
の
同
種
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
両
判
決
(
回
の

E
g
g
-
2
-

5
・
ω
ゴ
)
は
実
質
的
に
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

(
引
出
)
町
野
教
授
は
、
違
法
性
の
意
識
の
「
可
分
性
」
を
肯
定
し
、
実
質
的
違
法
性
の
認
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
違
法
の
「
質
」
の
相
違
を
認
め
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、
そ
の
「
量
」
の
相
違
を
も
認
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る
が
(
町
野
・
前
掲
「
『
違
法
性
』
の
認
識
に
つ
い
て
」
一
二
九
百
円
)
、
西
ド
イ
ツ
の
通

説
が
そ
こ
ま
で
積
極
的
に
認
め
て
い
る
か
疑
問
で
あ
る
。
教
授
が
引
用
さ
れ
る
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
の
見
解
に
そ
こ
ま
で
積
極
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
と
は

思
わ
れ
な
い
し
、
ル
ド
ル
フ
ィ
が
「
紀
律
不
法
」
と
「
刑
事
不
法
」
を
区
別
し
た
の
は
両
者
が
ま
さ
に
「
別
径
の
も
の
」

(
E
Z
E
)

で
あ
る
と
の
前
提
に

立
っ
て
い
た
が
故
に
で
あ
り
、
し
か
も
後
に
は
、
両
者
は
「
量
的
に
」

Z
Eロ
2
5
5
区
別
さ
れ
得
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
紀
律
不
法
と
し
て
の
認
識

し
か
な
い
場
合
に
も
違
法
性
の
意
識
を
肯
定
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
(
本
章
第
二
節
註

(
4
)
参
照
)
。
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・
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、
ウ
エ
ル
サ
リ
・
イ
ン
・
レ
・
イ
リ
キ
タ
の
原
則
に
つ
き
、

ホ
セ
・
ヨ
ン
バ
ル
ト
「
古
代
刑
法
に
お
け
る

2
3向
江

5
5
E
5
Z
の
認
否
と
現
代
刑
法
に
お
け
る
偶
然
の
役
割
」
上
智
法
学
論
集
二
回
巻
三
号
(
昭
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説

和
五
六
年
)
二
三
五
頁
以
下
参
照
。

員命

第
四
節

我
国
の
学
説
・
判
例

現
在
の
我
国
の
学
説
の
多
く
は
、
積
極
的
に
定
義
す
る
か
あ
る
い
は
法
律
の
錯
誤
と
の
関
係
で
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
か
を
問
わ
ず
、

違
法
性
の
意
識
を
文
字
ど
お
り
「
法
秩
序
に
反
す
る
こ
と
の
意
識
」
で
あ
る
と
か
「
法
的
に
許
き
れ
な
い
こ
と
の
意
識
」
と
い
っ
た
一
般
的

違
法
性
の
認
識
の
意
味
で
理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
自
己
の
行
為
と
法
秩
序
全
体
と
の
矛
盾
関
係
の
認
識
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
(
関
係

概
念
と
し
て
の
)
形
式
的
違
法
性
の
認
識
の
側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
団
藤
博
士
と
内

田
教
授
の
所
説
で
あ
る
。
団
藤
博
士
は
「
形
式
的
な
法
律
の
規
定
の
知
・
不
知
と
実
質
的
な
違
法
性
の
意
識
の
有
無
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
、
ま
た
内
田
教
授
は
違
法
性
の
意
識
の
問
題
を
「
自
己
の
行
為
が
現
行
法
上
許
さ
れ
な
い
(
実
質
的
に
違
法
な
)
性

質
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
言
う
「
実
質
的
な
違
法
性
」
と
は
、
違
法
論
に
い
う
「
実
質

的
違
法
性
」
な
い
し
「
可
罰
的
違
法
性
」
と
相
応
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
実
は
後
述
す
る
「
可
罰
的
違
法
性
の
認
識
」
説
と
同
一
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

団
藤
博
士
は
、
違
法
性
は
法
秩
序
に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
法
秩
序
の
全
体
」
が
違
法
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
総
合
的
に
持
ち
出
さ
れ

る
べ
き
で
、
「
か
よ
う
な
全
体
と
し
て
の
法
秩
序
に
、
形
式
的
に
だ
け
で
な
く
実
質
的
に
反
す
る
の
が
、
違
法
性
の
本
質
で
あ
る
」
と
さ
れ

る
が
、
更
に
、
違
法
性
の
程
度
に
つ
い
て
は
「
目
的
論
的
な
相
対
性
」
が
み
と
め
ら
れ
る
と
さ
れ
、
刑
法
の
領
域
に
お
け
る
犯
罪
成
立
要
件

と
し
て
の
違
法
性
を
「
可
罰
的
違
法
性
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
は
法
秩
序
全
体
に
対
す
る
違
反
と
し
て
の
「
実
質
的
違
法
性
」
と
、
犯
罪

北法36(3・208)872 



成
立
要
件
と
し
て
の
「
可
罰
的
違
法
性
」
と
は
用
語
上
区
別
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
論
旨
を
表
面
的
に
見
る
限
り
、
違
法
性
の

意
識
の
認
識
対
象
と
し
て
は
、
前
者
の
意
味
で
の
「
実
質
的
違
法
性
」
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
内
田
教
授
は
、
違
法
論
に
お
い
て
「
形
式
的
違
法
論
」
(
行
為
と
法
の
対
立
・
矛
盾
関
係
)

と
「
実
質
的
違
法
性
」
(
形
式

的
違
法
性
の
実
質
的
根
拠
・
内
容
)

と
の
相
五
補
充
関
係
を
説
か
れ
、
ベ

l
リ
ン
グ
的
構
成
要
件
論
の
立
場
か
ら
従
来
の
「
可
罰
的
違
法
性

の
理
論
」
を
批
判
さ
れ
、
ま
さ
に
「
違
法
論
」
に
お
い
て
、
処
罰
に
値
す
る
ほ
ど
の
「
重
大
な
法
益
侵
害
」
と
し
て
の
「
可
罰
的
違
法
性
」

「
実
質
的
違
法
性
」
の
有
無
を
確
認
す
べ
し
、
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
実
質
的
違
法
性
」
を
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
と
し

て
理
解
す
る
な
ら
、
「
可
罰
的
違
法
性
の
認
識
」
説
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
授
が
厳
格
故
意
説
を
主
張
さ
れ

『
故
意
の
責
任
』
に
値
す
る
」
と
さ
れ
な
が

そ
れ
が
一
般
的
に
法
秩
序
全
体
か
ら
み
て
「
悪
い
」
の
か
、
あ
る
い
は
特
殊
刑
法
的
に
「
悪
い
」
の
か
を
特
定
き
れ
て
お
ら
ず
、
ま

た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
故
意
概
念
を
援
用
さ
れ
な
が
ら
も
、
彼
の
「
可
罰
性
の
認
識
・
刑
罰
法
規
の
認
識
」
に
つ
い
て
は
留
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
な
お
「
一
般
的
違
法
性
の
認
識
」
説
に
踏
み
止
ま
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
よ
う
。
こ
の
意
味
で
は
な
お

る
際
、
「
わ
る
い
こ
と
を

「
わ
る
い
と
知
り
な
が
ら
』
あ
え
て
行
為
に
で
た
か
ら
こ
そ
、
重
い

ら
も
、

違法性の意識に関する一考察

暖
味
な
も
の
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

我
国
の
判
例
の
多
く
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
違
法
性
の
意
識
を
「
故
意
」
の
要
件
と
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
積
極
的
に
ど

の
よ
う
な
認
識
内
容
を
持
つ
べ
き
も
の
か
明
確
で
は
な
い
。
判
例
の
中
に
は
、
「
法
律
・
法
令
の
不
知
」
や
「
法
律
上
の
価
値
判
断
の
誤
解
」

や
「
法
令
発
布
の
不
知
」
な
ど
に
よ
り
当
該
行
為
が
罪
と
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
た
と
し
て
も
、
故
意
を

阻
却
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
法
律
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
し
な
い
と
す
る
場
合
に
も
、
法
律
の
錯
誤
を
「
自
己

の
行
為
が
法
律
上
許
さ
れ
た
も
の
と
誤
信
す
る
こ
と
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
よ
う
な
錯
誤
に
「
相
当
な
理
由
」
が
あ
る
か
否
か
を
更
に
検
討

し
て
故
意
の
成
否
を
論
ず
る
判
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
に
あ
っ
て
は
「
可
罰
性
の
認
識
」
は
違
法
性
の
意
識
に
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、

北法36(3・209)873 



説

法
律
の
錯
誤
と
い
う
消
極
的
側
面
か
ら
で
は
あ
る
が
、
違
法
性
の
意
識
を
一
般
的
意
味
で
の
「
法
律
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
の
認
識
」
と
し
て

理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

自命

更
に
、

い
わ
ゆ
る
「
関
根
橋
事
件
」
第
一
次
上
告
審
判
決
は
、
刑
法
三
八
条
三
項
但
書
の
法
意
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
、
「
自
己
の
行

為
に
適
用
さ
れ
る
具
体
的
な
刑
罰
法
令
の
規
定
な
い
し
法
定
刑
の
寛
厳
の
程
度
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
行
為
の
違
法
で
あ
る
こ

と
を
意
識
し
て
い
る
場
合
は
、
故
意
の
成
否
に
つ
き
同
項
本
文
の
規
定
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
」
、
刑
の
減
軽
は
な
し
得
な
い
と
し
、
原
判
決

が
同
条
項
位
舎
を
適
用
し
た
点
に
法
令
解
釈
の
誤
り
が
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
破
棄
し
、
原
裁
判
所
に
差
戻
し
た
。
本
件
で
は
被
告
人
は
罰
金
一

程
度
の
刑
で
す
む
と
思
っ
て
お
り
、
法
定
刑
の
程
度
に
つ
い
て
錯
誤
が
あ
っ
た
事
案
で
あ
っ
て
、
「
可
罰
性
の
認
識
」
自
体
は
認
定
さ
れ
て

い
る
。
判
旨
か
ら
は
、
違
法
性
の
意
識
に
「
可
罰
性
の
認
識
」
あ
る
い
は
「
刑
罰
法
規
の
認
識
」
ま
で
も
要
求
し
て
い
る
か
否
か
は
読
み
取

れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
我
国
の
判
例
は
多
く
、
違
法
性
の
意
識
は
故
意
の
要
件
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
法
律
の
錯
誤
と
の
関
係
に
お
い
て
、
違

法
性
の
意
識
を
「
一
般
的
違
法
性
の
認
識
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

(
1
)
植
松
・
前
掲
書
二
四
四
頁
、
大
塚
・
前
掲
『
刑
法
概
説
(
総
論
)
』
二
九
O
頁
、
一
一
九
二
頁
、
二
九
三
頁
、
香
川
・
前
掲
書
一
五
四
頁
、
柏
木
・
前
掲

書
二
二
五
頁
、
二
二
七
頁
、
木
村
・
前
掲
舎
三
O
八
頁
、
坂
本
・
前
掲
書
二
二
五
頁
、
中
山
・
前
掲
童
百
=
一
五
二
頁
、
平
野
・
前
掲
書
H
二
六
五
頁
、
福
田
・

前
掲
『
全
訂
刑
法
総
論
」
一
九
四
頁
、
藤
木
・
前
掲
書
二
二
一
頁
な
ど
。

(
2
)
こ
こ
で
い
う
「
形
式
的
違
法
性
の
認
識
」
は
形
式
的
・
具
体
的
な
「
刑
罰
法
規
(
自
体
)
の
認
識
」
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な

(
3
)
団
藤
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
改
訂
版
〕
』
二
九
一
頁
。

(
4
)
内
田
『
刑
法
I
(総
論
)
」
二
三
二
真
。
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一

(
5
)
団
藤
・
前
掲
書
一
七
回
頁
以
下
。

(6)
内
田
・
前
掲
幸
三
六

O
頁
以
下
、

(
7
)
同
右
二
三
二
頁
。

(8)
向
右
三
三
四
頁
註
(
5
)
。

(
9
)
例
え
ば
、
大
判
昭
和
一
七
年
九
月
一
五
日
法
律
評
論
一
一
一
一
巻
諸
法
五
八
一
頁
H
判
決
金
集
九
輯
三
一
号
二
一
頁
、
長
崎
控
判
昭
和
一
七
年
二
一
月
二
八

日
法
律
新
聞
四
八
二
五
号
七
頁
H
判
決
全
集
一

O
輯
四
号
一
一
凶
頁
、
大
判
昭
和
一
四
年
九
月
一
九
日
法
律
評
論
二
八
巻
刑
法
一
八

O
頁
、
福
岡
高
判
昭
和

二
九
年
二
月
一
一
一
日
高
刑
集
七
巻
二
号
一
一
ム
ハ
頁
な
ど
。
尚
、
台
湾
高
院
判
昭
和
一
七
年
八
月
二
六
日
法
律
新
聞
四
八

O
三
号
六
頁
H
法
律
評
論
三
一
巻

刑
法
一
三
九
頁
、
函
館
区
判
昭
和
一
五
年
二
月
一
六
日
法
律
新
聞
四
五
三
七
号
五
百
H
H
法
律
一
評
論
二
九
巻
諸
法
四
八
七
頁
、
東
京
地
判
昭
和
一
五
年
一

O

月
七
日
法
律
新
開
四
六
四
七
号
三
頁
H
法
律
-
評
論
一
二

O
巻
諸
法
二
五
五
頁
も
参
照
。

(
叩
)
例
え
ば
、
広
島
高
判
昭
和
四
四
年
五
月
九
日
判
例
時
報
五
八
二
号
一

O
四
頁
、
東
京
高
判
昭
和
四
四
年
九
月
一
七
日
高
刑
集
二
二
巻
四
号
五
九
五
頁
、

朝
鮮
高
院
判
昭
和
工
ハ
年
一
一
一
月
二
六
日
法
律
評
論
三
一
巻
刑
法
七
二
貝
、
東
京
高
判
昭
和
二
七
年
一
二
月
一
一
六
日
高
刑
集
五
巻
二
二
号
二
六
四
五
頁
な

ど。
(
日
)
最
判
昭
和
三
二
年
一

O
月
一
八
日
刑
集
一
一
巻
一

O
号
二
六
六
三
頁
〔
傍
点
引
用
者
〕
。

(
ロ
)
尚
、
町
野
・
前
掲
「
「
違
法
性
」
の
認
識
に
つ
い
て
」
一
一
一
六
|
七
頁
参
照
。

一
七
四
頁
以
下
、
尚
、

一
七
八
頁
註
(
ロ
)
も
参
照
。

違法性の意識に関する一考察

第
三
章

特
殊
刑
法
的
(
可
罰
的
)
違
法
性
の
認
識

序本
章
で
は
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
と
し
て
刑
法
的
意
味
で
の
禁
止
・
命
令
の
認
識
、
即
ち
、
刑
罰
威
嚇
が
加
え
ら
れ
て
い
る
か
否

か
と
い
っ
た
「
可
罰
性
」
の
認
識
、
あ
る
い
は
処
罰
に
値
す
る
実
質
的
違
法
性
の
意
味
で
の
「
可
罰
的
違
法
性
」
の
認
識
を
要
求
す
る
見
解
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説

を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
説
は
か
つ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
心
理
強
制
説
の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
た
が
、

こ
れ
は
法
を
強
制
秩
序
と
し
か
捉
え
な
い
も
の
で
あ
り
、

自命

ま
た
行
為
者
の
刑
罰
法
規
の
認
識
に
つ
い
て
広
汎
な
法
律
上
の
推
定
を
容
認
し
て

い
る
点
に
中
世
的
性
格
を
残
し
て
い
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
き
た
。
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
一
九
世
紀
初
頭
に
一
定
程

度
の
支
持
を
受
け
た
が
、

成
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
反
動
に
対
す
る
揺
り
返
し
と
し
て
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
等
に
代
表
さ
れ
る
「
規
範
違
反
の
認
識
」
説
な

へ
l
ゲ
ル
学
派
の
台
頭
に
伴
い
、
法
律
の
認
識
を
行
為
概
念
(
従
っ
て
帰
賞
論
)

か
ら
排
除
す
る
形
で
の
理
論
構

ど
が
主
張
さ
れ
、
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、

さ
ら
に
そ
れ
に
法
規
範
の
実
質
的
価
値
内
容
を
も
考
慮
し
た
意
味
で
の
「
一
般
的
違
法
性
の

認
識
」
説
が
展
開
さ
れ
、
現
在
で
は
こ
れ
が
通
説
的
見
解
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
最
近
に
な
っ
て
少
数
説
な
が
ら
も
、
刑
罰
目
的
論
な
い
し
刑
事
政
策
的
観
点
か
ら
刑
罰
威
嚇
の
も
つ
犯
罪
抑
止
機
能
を
重

視
し
、
違
法
性
の
意
識
を
「
可
罰
性
の
認
識
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
見
解
が
、
西
ド
イ
ツ
の

F
l
u
-
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
、
我
国
の
町
野

教
授
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
平
場
博
士
及
び
米
国
弁
護
士
も
基
本
的
に
町
野
教
授
の
見
解
を
支
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章

で
は
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
及
び
町
野
教
授
の
見
解
に
つ
き
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)
司

2
巾『『白円
}
Y

戸市町『
σ
ロ円}グ且巾回開巾同国包口市ロ

5
0
2
2門町一白ロ且開ロ一門戸問。口百
2
口一戸円
E
g
mめ円
F
Z
-
H
品
〉
Z
D
H
∞品、吋一
Z
2己
E
円
rHC4ω
一-
7
3明〈・ハリ』・〉・

5
5
5忠
実

-2ω
『円(的・

ω∞『『)・明
2
3
3
)司
宮
町
(
的
・
呂
田
・
)
ロ
E
2
0
(的
広
ω同
)
・
尚
、
本
書
の
邦
訳
と
し
て
、
西
村
克
彦
・
保
倉
和
彦
「
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
「
ド
イ
ツ
普
通
刑
法
網
要
」
か
ら
(
一

)
i
(
五
・
完
こ
警
祭
研
究
四
八
巻
一
一
号
(
昭
和
五
二
年
)

l
四
九
巻
三
号
(
昭
和
五
三
年
)
、
及
び
、

西
村
克
彦
訳
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
刑
法
各
論
1
1
{
『
ド
イ
ツ
普
通
刑
法
綱
要
』
第
二
編

l
l
ω
同
」
青
山
法
学
論
集
二
巻
一
号
、
二
号
(
昭
和
五
五

年
)
が
あ
る
。

(2)
〈
四
一
〉
ユ
吉
『
}
ハ
g
E
S
P
U
E
Cロ「
R
F
Z
F
2ロ
P
5
5・∞

ω叶同行

F
-
2
5
n
F
ロ
g
Cロ「
2
z
z
Z
5
5
5
5
N
4
5印円
F
E
}ハコヨ
5
弘
司

O
S
F
E且印可知町
I

『2
Z包
a
E
r
r
-
司

g
g円
『
『
広
三
宮
山
岳
呂
田
佳
e
H
U
E
-
∞・

ω吉岡『
J
E巳。
zuFfdロ
Z
S
Z
Z
5
M
P
E
E
-
m
-
色
『
福
田
・
前
掲
『
違
法
性
の
錯
誤
」
二
頁
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違法性の意識に関する一考察

以
下
、
川
端
・
前
掲
「
違
法
性
の
認
識
に
つ
い
て
二
)
」
七
二
貝
以
下
、
野
崎
和
義
「
近
代
的
責
任
論
の
形
成
l
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ァ
ハ
の
法
律
錯
誤
論
!
」

中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
一
二
一
号
I
1
2
法
学
研
究
科
篇
同
(
昭
和
五
九
年
)
一
二
九
頁
以
下
参
照
。
尚
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
y

ハ
の
刑
法
思
想
史
的
研

究
と
し
て
、
荘
子
邦
雄
「
近
代
刑
法
思
想
史
序
説
』
(
昭
和
五
八
年
)
が
重
要
で
あ
る
。

(
3
)
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
以
降
の
学
説
史
的
展
開
に
つ
き
詳
し
く
は
、
福
田
・
前
掲
書
六
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
司
・
ー
の
『
∞
円
F
g
m
u
ι
2
-
F
-
P
。
〉
E同-
z
]
戸也、??川町印由同
ιロ「

N品印同町
JmwEnE
「

-PH{)'
〉
ロ
戸
]
平
∞
0
4

抑戸、吋問
ι口
門
叶
〔

更
に
、
ォ
ッ
ト

l
(出
向
3
0
2
C
)
は
、
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ヒ
を
受
け
継
い
だ
人
格
的
不
法
論
の
立
場
か
ら
、
西
独
刑
法
一
七
条
に
い
う
狭
義
の
違
法
性
の
意

識
を
「
行
為
者
が
侵
害
す
る
刑
罰
規
範
の
認
識
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
彼
は
不
法
を
法
共
同
体
の
内
面
的
な
信
頼
基
盤
の
危
殆
化
の
中
に
求
め
、
行

為
の
社
会
的
意
味
内
容
の
認
識
を
故
意
に
要
求
す
る
こ
と
か
ら
、
社
会
的
有
害
性
の
意
識
と
し
て
の
不
法
意
識

(
C
R
2
Z
5
2
c
p
S
2
三
を
不
法
構
成
婆

件
に
編
入
す
る
。
そ
し
て
、
人
格
的
非
難
と
は
、
当
為
と
、
行
為
に
表
わ
れ
た
行
為
者
の
態
度
と
の
特
定
の
関
係
で
あ
る
と
し
、
西
独
刑
法
一
七
条
に
い

う
違
法
性
の
意
識
と
は
ま
さ
に
「
違
法
性
」
の
意
識
(
河
内
内
Z
Z
E
コ四
E
け印
Z
4
2
5
Z
2
口
)
即
ち
、
「
法
共
同
体
の
社
会
倫
理
的
基
盤
を
侵
害
し
、
か
つ
基

本
法
一

O
三
条
二
項
の
意
味
で
の
法
律
に
反
す
る
こ
と
の
意
識
」
で
あ
る
と
す
る
。
勿
論
、
法
律
文
一
一
首
の
正
確
な
認
識
は
必
要
で
な
い
が
、
処
罰
規
定
に

反
す
る
こ
と
の
認
識
は
必
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

(
C
E・
3
3
8巳
g

C
口「
R
E
?
P
E
E
-
ι
=
E
凶
作

g
p
-
N
2
4〈
∞
且
∞
寸
-
E
吋
印
-
的
印
ω
由民-一

色号回二

(U
『己ロ且
-E
円目的門司町民国
1mnFF
〉、
H
J
N
〉ロ
2
・
H申∞
N-
∞
品
N同町二∞。ロ
-
H
G
斗
ロ
ロ
己
同
斗
N
r
〈間-込山
N

ロ
(UF
「回目件。∞玄〕ユ
Oロ。唱。三
O回-
C
F
O問、
ι白
日
〈
20E
由一円三日

〈
。
口
出
血
口
2

5岡山
l
己出品開『向。}拘帥
E
E
Zユ
回
目
凹
片
足
『
H
R
F
F
E∞M
-

∞
己

E
e
伊
東
・
前
掲
書
=
一
六
七
頁
以
下
参
照
)
。
ォ
ッ
ト
l
は
、
こ
の
よ
う
に
故
意

に
「
社
会
的
有
害
性
の
認
識
」
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
種
の
故
意
説
」
を
主
張
し
て
お
り
、
前
述
し
た
ア
ル
ト
ゥ

1
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
所

説
と
類
似
し
た
も
の
が
あ
る
マ
拘
戸
去
三

8
8
2
Z印
・
白
血
。
・
∞
-HHA山
本
稿
第
二
章
第
一
節
註
(
は
)
参
照
)

0

(
5
)
町
野
・
前
掲
「
「
違
法
性
」
の
認
識
に
つ
い
て
」
上
智
法
学
論
集
二
四
巻
三
号
二
一
二
頁
以
下
。

(
6
)
平
場
安
治
「
責
任
の
概
念
要
素
と
刑
事
責
任
論
の
根
底
」
平
場
他
編
「
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
』
(
昭
和
五
九
年
)
三
四
頁
以
下
、

と
く
に
八
九
頁
、
九
二
頁
註
(
お
)
、
米
田
泰
邦
『
犯
罪
と
可
罰
的
評
価
」
(
昭
和
五
八
年
)
九
三
頁
以
下
、
一
二
ハ
頁
。

北法36(3・213)877 



説

第
一
節

F
!
日
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
見
解

;;d. 
n問

『
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ガ

i
・
コ
ン
メ
ン
タ

l
ル』

(
第
九
版
・
一
九
七
四
年
)

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
(
司
コ
巾
仏
三
円
『
ー
の
『
コ
2
5ロ
ω円『『
OEj巾「)は

の
中
で
、
違
法
性
の
意
識
の
対
象
と
し
て
「
刑
罰
威
嚇
(
な
い
し
可
罰
性
)

の
認
識
」
を
要
求
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

か
つ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
可
罰
性
の
認
識
を
故
意
に
要
求
し
な
が
ら
も
、
悪
名
高
い
推
定
を
導
入
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
対
す
る
批
判
の
多
く
は
、
彼
は
刑
法
を
単
な
る
強
制
秩
序
と
し
か
考
え
て
い
な
い
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
こ
と
か

ら
直
ち
に
、
違
法
性
の
意
識
は
「
一
般
的
違
法
性
の
意
識
」
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
法
秩
序
が
或
る
態
度

を
刑
罰
で
威
嚇
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
著
し
い
相
違
で
あ
る
。

刑
罰
は
単
に
特
定
の
法
律
効
果
で
あ
る
だ
け
な
く
、
特
殊
な
否
認
的
判
断
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
一
致
を
見
て
お
り
、
そ
れ
に
応
じ

て
、
刑
罰
威
嚇
の
錯
誤
は
、
単
に
法
律
効
果
の
錯
誤
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
刑
罰
威
嚇
に
一
不
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
社
会
倫
理
的
非

難
を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
通
説
も
多
く
は
、
可
罰
性
の
意
識
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
認
識
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、

包
摂
の
錯
誤
や
妥
当
性
の
錯
誤
、
及
び
正
当
化
事
由
の
誤
認
と
い
っ
た
形
式
に
お
い
て
は
、
不
法
認
識
の
対
象
は
可
罰
性
で
あ
る
が
、
他
の

構
成
要
件
的
不
知
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
可
罰
性
の
意
識
が
要
求
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
可
罰
性
の
錯
誤
で
犯
罪
を
犯
し
た

ま
さ
に
責
任
は
、

い
ず
れ
の
相
対
的
刑
罰
論
に
よ
ろ
う
と
も
、
刑
罰
は
無
意
味
に
な
る
と
い
う
考
慮
が
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
く
る
。

ロ
ク
シ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
刑
罰
目
的
論
か
ら
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
こ
の
よ
う
に
、
刑
罰
目
的
論

行
為
者
に
対
し
て
は
、

に
方
向
づ
け
ら
れ
た
責
任
論
に
お
い
て
は
、
可
罰
性
の
認
識
が
責
任
要
素
と
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
が
、

一
般
的
違
法
性
の
認
識
が
あ
り

な
が
ら
も
可
罰
性
の
錯
誤
が
回
避
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
ま
た
、

し
ば
し
ば
何
ら
減
刑
に
も
値
し
な
い
こ
と
が
あ
る
、

と
一
言
う
。
禁
止
の
錯
誤
に
関
す
る
非
常
に
柔
軟
な

(
裁
量
的
減
軽
)
規
定
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
十
分
対
処
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、

北法36(3・214)878 
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の
意
味
で
、
可
罰
性
の
認
識
を
要
求
す
る
結
論
へ
と
踏
み
出
す
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
こ
の
よ
う
に
、
刑
罰
威
嚇
が
重
大
な
社
会
倫
理
的
非
難
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
一
般
的
違
法
性
」
と
「
刑

事
不
法
」
の
相
異
を
強
調
し
、

そ
こ
か
ら
刑
罰
威
嚇
の
持
つ
犯
罪
抑
止
機
能
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
は
、

ロ
ク
シ
ン
の
い
う
、

刑
事
政
策
(
な
い
し
刑
罰
目
的
論
)
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
責
任
概
念
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
可
罰
性
の
認
識
」
説
を
基
礎
づ
け
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
ロ
ク
シ
ン
の
い
う
責
任
概
念
か
ら
当
然
に
本
説
が
導
か
れ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
き
、
改
め
て
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
町
野
教
授
の
所
説
を
も
含
め
て
、
後
に
検
討
す
る
。

(
1
)
的
円
『
「
。
。
色
合
「

-
F同
-
也
・
〉
ロ
ロ
ヨ
明
日

mw
河
与
口
『

N
品
目
一
世
ロ
ロ
}
M
H
O
-
〉

ロ

2
・
掛
同
叶
河
且
口
「
寸
e

(
2
)
〈
四
こ

g
E
f
}ハ
ユ
ヨ

5
白
]
唱
。

-
E
r
E
B
E
S同『
2
Z
Z
3
Z
B・
3
吋

0
・
印

ωω
・

(
3
)
m
n
F
g
m島
内
「
ヨ

F-ハ
唱
。
・
〉
ロ
『
}
ニ
即
日
mw
刃
包
ロ
「
・

N
K
F
A
山
片
山
口
口
町

]
F
0
・
〉
己
『
一
-
-
間
一
戸
叶
同
己
ロ
『
寸
・

彼
は
更
に
、
可
罰
性
の
認
識
は
通
常
は
秩
序
違
反
の
認
識
を
含
む
が
、
そ
の
逆
は
真
な
ら
ず
で
、
秩
序
違
反
の
認
識
し
か
な
い
場
合
に
は
違
法
性
の
意

識
は
欠
如
す
る
と
言
う
な

Z
E
P
E
〉
C
2
・
2
斗

E
R
-
∞)。

違法性の意識に関する一考察

第
二
節

町
野
教
授
の
見
解

我
国
で
「
可
罰
性
(
な
い
し
可
罰
的
違
法
性
)

の
認
識
」
を
要
求
さ
れ
る
の
は
町
野
教
授
で
あ
る
。
教
授
は
い
わ
ゆ
る
「
羽
田
空
港

ピ
ル
事
件
」
第
二
次
控
訴
審
判
決
及
び
上
告
審
判
決
を
契
機
と
し
て
、
責
任
説
の
立
場
か
ら
、
違
法
性
の
認
識
・
認
識
可
能
性
が
責
任
要
素

と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
違
法
行
為
に
出
な
い
と
い
う
反
対
動
機
を
形
成
す
る
可
能
性
を
行
為
者
に
与
え
る
も
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説

の
だ
か
ら
と
さ
れ
、
刑
罰
威
嚇
に
違
法
行
為
抑
止
の
機
能
を
認
め
る
以
上
、
刑
法
的
責
任
非
難
に
は
可
罰
性
の
認
識
・
認
識
可
能
性
が
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

首命

教
授
に
よ
れ
ば
、

ま
ず
方
法
論
的
な
出
発
点
と
し
て
、
犯
罪
成
な
要
件
の
一
つ
と
し
て
の
「
違
法
性
」
と
、

ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
対

象
の
認
識
・
認
識
可
能
性
が
行
為
者
の
責
任
非
難
を
十
分
な
も
の
に
す
る
か
と
い
う
視
点
で
の
、
行
為
者
の
認
識
対
象
と
し
て
の
「
違
法
性
」

と
は
問
題
の
次
元
を
異
に
し
、
同
一
で
あ
る
べ
き
必
然
性
は
存
在
し
な
い
。
違
法
性
の
認
識
に
お
け
る
違
法
性
概
念
か
ら
法
律
効
果
の
要
素

を
排
除
す
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
、
終
局
的
に
は
、
前
法
律
的
な
規
範
違
反
の
認
識
を
も
っ
て
十
分
だ
と
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
ま

た
シ
ュ
ト
ラ

l
テ
ン
ヴ
エ
ル
ト
の
よ
う
に
「
国
家
的
強
制
を
惹
起
し
得
る
こ
と
」
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
足
り
る
と
し
、

そ
れ
が
い
か
な

る
形
態
か
問
わ
な
い
の
は
不
当
で
あ
り
、
行
為
が
刑
罰
に
よ
っ
て
威
嚇
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
著
る
し
い
相
違
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
責
任

説
に
お
い
て
違
法
性
の
認
識
(
可
能
性
)
が
責
任
の
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
故
意
説
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、

そ
れ
が
侵
害
の
客
体
に
対
す
る
行
為
者
の
意
思
的
関
連
を
与
え
る
か
ら
で
は
な
く
、
違
法
行
為
に
出
な
い
と
い
う
反
対
動
機
を
形
成
す
る
可

能
性
を
与
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
、

そ
の
反
対
動
機
を
与
え
か
っ
刑
法
上
の
非
難
を
加
え
る
に
十
分
な
認
識
と
は
何
か
、
と
い
う

観
点
か
ら
、
可
罰
性
の
認
識
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
町
野
教
授
は
、
犯
罪
論
の
機
能
を
「
保
障
犯
罪
論
体
系
」
と
し
て
構
想
さ
れ
、
犯

罪
論
の
中
に
刑
事
政
策
的
観
点
(
そ
れ
は
単
に
犯
罪
の
鎮
圧
と
い
う
合
目
的
性
だ
け
で
な
く
、
正
義
に
か
な
っ
た
、
個
人
の
自
由
を
も
尊
重

を
導
入
し
、
刑
罰
目
的
論
に
相
応
し
た
犯
罪
論
体
系
を
主
張
さ
れ
る
。
即
ち
構
成
要
件
は
実
定
法
上
定
式
化
さ
れ
た
犯

す
る
視
点
を
含
む
)

罪
類
型
と
し
て
「
罪
刑
法
定
主
義
機
能
」
に
純
化
さ
れ
、
違
法
性
は
刑
法
の
理
念
に
反
し
た
、
刑
罰
と
い
う
特
殊
・
重
大
な
制
裁
に
よ
っ
て

防
止
さ
れ
る
べ
き
「
可
罰
的
違
法
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

そ
し
て
刑
法
上
の
責
任
と
は
、
刑
罰
に
よ
る
非
難
が
犯
罪
行
為
を
回
避
さ
せ
る

動
機
付
け
と
な
り
う
る
よ
う
な
行
為
者
の
心
理
状
態
を
前
提
と
し
た
「
可
罰
的
責
任
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
系

的
考
慮
を
基
礎
に
し
て
、
刑
罰
威
嚇
の
違
法
行
為
抑
止
機
能
を
前
提
と
し
た
と
こ
ろ
の
「
可
罰
性
の
認
識
」
を
違
法
性
の
意
識
の
認
識
と
し
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て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
法
定
刑
に
関
す
る
錯
誤
に
つ
い
て
も
違
法
性
の
錯
誤
に
な
り
う
る
こ
と
を
肯
定
さ
れ
、
関
根
橋
事
件
に
お
け
る
よ
う
に
、

罰
金
刑
と
い
う
刑
罰
し
か
認
識
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
爆
発
物
取
締
罰
則
一
条
の
重
い
責
任
を
基
礎
付
け
る
に
は
十
分
で
な
い
と
し
て
、
第

一
次
控
訴
審
の
結
論
を
支
持
さ
れ
る
。
ま
た
例
え
ば
「
東
京
中
郵
事
件
」
か
ら
「
名
古
屋
中
郵
事
件
」
、
あ
る
い
は
「
都
教
組
事
件
」
か
ら
「
全

農
林
事
件
」

へ
と
判
例
変
更
さ
れ
た
場
合
の
よ
う
に
、
前
者
の
判
例
を
信
頼
し
た
行
動
が
後
に
行
為
者
の
不
利
益
に
変
更
さ
れ
た
時
に
は
、

「
可
罰
的
刑
法
違
反
の
認
識
」
を
も
っ
て
違
法
性
の
認
識
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
違
法
性
の
錯
誤
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
っ
て
、
「
法
律
違
反
の
認
識
」
あ
る
い
は
抽
象
的
な
「
刑
法
違
反
の
認
識
」
を
も
っ
て
違
法
性
の
認
識
と
す
る
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、

行
為
者
に
対
し
完
全
な
刑
事
責
任
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

町
野
教
授
が
、
犯
罪
成
立
要
件
の
一
要
素
と
し
て
の
違
法
論
に
い
う
「
違
法
性
」
と
、
行
為
者
自
身
の
、
当
該
具
体
的
行
為
に
対
す

る
価
値
判
断
で
あ
る
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
・
内
容
と
し
て
の
「
違
法
性
」
と
は
、
問
題
の
次
元
を
異
に
す
る
と
さ
れ
た
点
は
、
正
当

な
指
摘
と
思
わ
れ
る
。
当
該
構
成
要
件
該
当
行
為
に
対
す
る
、
裁
判
官
に
よ
る
客
観
的
で
厳
密
な
価
値
判
断
と
し
て
の
「
違
法
性
」
判
断
と
、

違法性の意識に関する一考察

責
任
非
難
の
対
象
と
し
て
の
、
行
為
者
自
身
の
主
観
的
で
素
人
的
な
価
値
判
断
で
あ
る
「
違
法
性
」
の
意
識
と
は
、
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
行
為
に
対
す
る
「
裁
判
官
の
判
断
」
と
「
行
為
者
自
身
の
判
断
」
と
が
相
応
す
る
こ
と
が
、
責
任
理
念
に
合
致
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
刑
法
上
の
「
責
任
」
概
念
は
そ
こ
ま
で
要
求
し
て
い
な
い
。
行
為
者
自
身
の
価
値
判
断
と
し
て
の
「
違
法
性
の
意
識
」
と
い
う
心

理
的
事
実
は
、

ま
さ
に
当
該
行
為
者
に
対
す
る
責
任
非
難
の
要
素
と
し
て
、
裁
判
官
の
認
定
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
に

よ
る
責
任
判
断
の
対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

町
野
教
授
は
、
責
任
説
で
違
法
性
の
意
識
(
可
能
性
)
が
考
慮
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
反
対
動
機
形
成
の
点
で
重
要
で
あ
る

と
こ
ろ
で
、

か
ら
だ
と
さ
れ
る
が
、

そ
の
点
は
し
か
し
、
故
意
説
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
「
故
意
」

の
構
造
論
と
し
て
ど
の
よ
う
な
要
素
を
盛
り
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説

込
む
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
違
法
性
の
意
識
(
可
能
性
)

を
責
任
非
難
の
中
核
と
捉
え
る
こ
と
に
両
者
に
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ゴ

白岡

そ
こ
で
、
町
野
教
授
が
刑
罰
目
的
論
の
観
点
か
ら
「
可
罰
的
違
法
性
の
認
識
」
を
要
求
さ
れ
る
点
が
更
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

こ
の
点
は
後
述
す
る
。

(
1
)
町
野
・
前
掲
「
『
違
法
性
』
の
認
識
に
つ
い
て
」
上
智
法
学
論
集
二
四
巻
三
号
二
二
二
頁
。

(
2
)
同
右
二
二
二
頁
。

(
3
)
同
右
一
一
二
三
頁
。

(
4
)
同
右
二
二
回
l
五
頁
。

(
5
)
町
野
・
前
掲
「
犯
罪
論
と
刑
罰
論
」
長
尾
・
問
中
編
「
現
代
法
哲
学
第
三
巻
」
一
三
三
頁
以
下
。

(
6
)
町
野
・
前
掲
(
註
(

1

)

)

論
文
二
三
0
1
一頁。

(
7
)
同
右
二
三
二
頁
。

(8)
確
信
犯
・
良
心
犯
の
可
罰
性
に
関
し
て
、
責
任
理
念
と
刑
法
解
釈
学
上
の
責
任
概
念
と
が
一
致
し
な
い
の
は
、
ニ
疋
の
予
防
的
観
点
が
顧
慮
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
河
口
ι。

-zrU白印〈戸『
Z
Z
Z
C
R
R宮田町

2
己

-52ロ白
Z
P
E
E
R
Z
=
2
2
2
Z
2
2口
四
百
ぎ
.
E
q印門「巴門

N

者一回円
F
m
口
山
内
『
ロ
-
己
ロ
ロ
晶
司
吋
mw
〈
虫
品
目
。
ロ
ヨ
(
ヨ
ユ
∞
2
門『
M
X
山
内
ロ
〈
。
ロ
河
口
巾
【
リ
r
E
d
F
m
w
e
)
己口「め円宮門的一
um
者己
P
Z
Zロ
(
的
円
『
江
口
m
ロ円。
H
F
m

品。印】口
2
Z
E仲田町ロ『問。ロロ戸宵門
I

向。

a
n
F
E
m
-
Fロ
斗
)
・
∞
吋
『
(
本
書
の
紹
介
と
し
て
、
松
原
久
利
「
違
法
性
の
意
識
|
|
行
為
者
の
目
か
ら
・
裁
判
官
の
目
か
ら
」
同
志
社
法
学
三
六
巻

四
号
(
昭
和
五
九
年
)
一

O
一
頁
以
下
が
あ
る
)
尚
、
本
稿
序
説
第
二
節
四
参
照
。

(
9
)
米
国
・
前
掲
『
犯
罪
と
可
罰
的
評
価
』
九
四
頁
。

(
叩
)
本
稿
第
四
章
第
一
節
三
参
照
。
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第
四
章

私
見
の
展
開

第

節

批
判
的
考
察
と
私
見

さ
て
こ
こ
で
は
、
前
章
ま
で
概
観
し
て
き
た
違
法
性
の
意
識
の
認
識
内
容
・
対
象
に
関
す
る
諸
説
を
批
判
的
に
検
討
し
、
本
聞
に
つ

い
て
の
私
な
り
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
前
法
的
規
範
違
反
の
認
識
説
は
、
法
と
道
徳
と
の
区
別
を
無
視
し
、
罪
刑
法
定
主
義
の
理
念
に
反
し
て
お
り
、
責
任
主
義

の
要
請
に
耐
え
得
な
い
も
の
と
考
え
る
。
今
日
の
価
値
の
多
元
化
・
複
雑
化
し
た
社
会
に
お
い
て
は
、
何
が
人
倫
に
適
っ
て
お
り
社
会
倫
理

的
要
請
に
合
致
し
て
い
る
か
を
一
義
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
刑
法
の
基
本
的
な
目
的
・
機
能
を
そ
の
法
益
保
護

機
能
に
求
め
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
法
律
が
刑
罰
を
も
っ
て
道
徳
、
倫
理
な
い
し
社
会
倫
理
の
維
持
を
個
人
に
強
制
す
べ
き
で
は
な
い
。
道

徳
は
本
来
内
心
の
問
題
で
あ
っ
て
、
反
道
徳
的
行
為
が
法
的
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
一
定
の
社
会
的
有
害
性
を
持
つ
限
り
に
お
い

て
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
社
会
的
有
害
性
を
持
つ
行
為
も
直
ち
に
法
的
規
制
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
な
く
、
立
法
者
が
社
会
の
一
般

違法性の意識に関する一考察

的
法
意
識
に
裏
打
ち
き
れ
た
価
値
判
断
に
よ
っ
て
規
制
対
象
へ
と
汲
み
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
社
会
的
有
害
性
」
の
認
識
そ
れ
自
体
は

を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ア
ル
ト
ゥ

l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
社
会
的
有
害
性
を
一
方
で
は
前

法
律
的
・
社
会
倫
理
的
価
値
違
反
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
他
方
で
同
時
に
、
法
的
に
承
認
さ
れ
た
社
会
的
有
害
性
即
ち
法
的
価
値
違
反
だ

け
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
な
印
象
も
与
え
て
い
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
も
実
は
法
的
秩
序
違
反
の
認
識
を
持
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
彼
の
見
解
も
そ
の
論
旨
を
徹
底
さ
せ
る
な
ら
、
通
説
的
見
解
と
同
一
に
帰
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
法
規
範
は
、
ル
ド
ル
フ
ィ
が

未
だ
法
的
当
為
(
義
務
づ
け
)

正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
単
な
る
社
会
倫
理
規
範
の
義
務
づ
け
力
を
超
え
た
、
確
固
と
し
た
一
般
的
拘
束
力
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、

実
質
的
価
値
内
容
が
社
会
倫
理
規
範
と
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
倫
理
的
責
任
非
難
と
法
的
責
任
非
難
は
そ
の
程
度
に
お
い
て
も
そ
の

北法36(3・219)883 



説

質
に
お
い
て
も
区
別
さ
れ
る
。
法
と
道
徳
な
い
し
社
会
倫
理
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
(
内
容
)

い
わ
ゆ
る
自
然
犯
に
つ
い
て
も
、
「
反
倫
理
性
の
認
識
」
な
ど
と
い
っ
た
前
法
的
規
範
違
反
の
認
識
以
上
の

を
十
全
に
定
式
化
す
る
に
は
、

言命

も
の
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

西
ド
イ
ツ
及
び
我
国
の
判
例
・
通
説
は
、
既
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
具
体
的
行
為
の
一
般
的
違
法
性
を
違
法
性
の
意
識
と
し
て
理
解

し
て
い
る
が
、

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

ル
ド
ル
フ
ィ
が
詳
論
し
た
よ
う
に
、
当
該
法
規
範
の
保
護
す
る
実
質
的
価
値
内
容
(
保
護
法

益
)
と
そ
の
具
体
的
・
法
的
安
定
性
を
含
め
た
全
体
と
し
て
の
実
質
的
価
値
内
容
の
侵
害
に
犯
罪
の
実
質
を
求
め
、
責
任
内
容
と
し
て
そ
の

認
識
(
可
能
性
)
を
要
求
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
た
。
ま
ず
第
一
に
「
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰

の
概
念
の
中

な
し
」
と
す
る
責
任
原
則
か
ら
は
、
責
任
非
難
に
法
規
範
違
反
を
関
係
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
な
く
、
「
違
法
性
」

に
過
剰
な
も
の
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
責
任
原
則
を
誇
張
し
て
い
る
、
と
の
批
判
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
確
信
犯
や
、

社
会
倫
理
的
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
得
ら
れ
て
い
な
い
行
為
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
行
政
刑
法
の
領
域
で
は
、
実
定
法
規
範
違
反
の
観
点
を
持

ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
我
々
は
社
会
的
有
害
行
為
を
一
般
的
に
処
罰
す
る
の
で
は
な
く
、
罪
刑
法
定
主
義
に
則
り
、
立
法
者
が
当
該
行
為

が
社
会
的
有
害
性
の
あ
る
も
の
と
評
価
し
、
法
律
に
よ
っ
て
構
成
要
件
的
に
叙
述
し
禁
止
し
た
限
り
で
の
み
処
罰
し
得
る
の
で
あ
り
、
社
会

的
有
害
性
の
概
念
を
厳
密
に
確
定
す
る
に
は
法
律
上
の
価
値
表
象
を
顧
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
点
で
再
反
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、

本
説
に
よ
れ
ば
「
法
律
家
だ
け
が
有
責
に
行
為
し
得
る
」
と
い
う
奇
妙
な
結
論
に
な
る
と
の
批
判
に
対
し
て
は
、
既
に
メ
ツ
ガ
ー
や
マ
ウ
ラ

ッ
ハ
及
び
連
邦
裁
判
所
が
正
当
に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
本
説
は
法
規
範
に
対
す
る
「
素
人
的
な
包
摂
」
な
い
し
違
法
性
に
つ
い
て
の
「
素

人
的
認
識
」
で
足
り
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
批
判
は
妥
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
刑
事
刑
法
に
お
い
て
は
、
社
会

一
貫
し
て
法
的
要
求
と
し
て
我
々
の
価
値
意

生
活
を
営
む
上
で
の
基
本
的
要
求
は
、
単
な
る
前
法
律
的
な
倫
理
的
・
社
会
的
要
求
で
な
く
、

識
の
根
底
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
素
人
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
行
為
者
に
行
為
の
「
法
的
評
価
」
を
求
め
る
こ
と
は
決
し
て
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過
剰
な
要
求
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、

コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
等
は
、
違
法
性
の
意
識
は
原
則
と
し
て
可
罰
性
の
意
識
と
重
な
る
も
の

で
あ
っ
て
、
本
説
は
実
際
上
は
可
罰
性
の
意
識
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ル
ド
ル
フ
ィ
は
、
全
て
の
不
法
が

可
罰
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
違
法
性
の
意
識
が
必
ず
し
も
可
罰
性
の
意
識
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
も
な
い
し
、

ま
た
刑
罰
は
有
責
行
為

の
効
果
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
故
、
責
任
の
内
容
は
刑
罰
と
は
直
接
に
は
関
係
が
な
い
と
反
論
す
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
刑
罰
威
嚇
の

認
識
が
可
罰
的
不
法
の
特
殊
重
大
性
を
行
為
者
に
開
示
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
が
、
通
常
は
む
し
ろ
、
法
律
上
の
禁
止

や
ま
し
て
刑
罰
威
嚇
の
正
確
な
認
識
が
な
く
と
も
、
刑
罰
法
規
に
要
求
さ
れ
て
い
る
当
該
行
為
の
不
法
を
精
神
的
に
理
解
し
意
識
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
一
言
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
行
為
者
に
対
し
て
責
任
非
難
を
提
起
す
る
に
際
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
行
為
者
態
度
の
法
的
価

値
違
反
性
に
つ
い
て
の
認
識
(
可
能
性
)
の
み
で
あ
っ
て
、
行
為
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
事
細
か
な
法
律
の
認
識
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
ま
さ
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
や
町
野
教
授
の
、
刑
罰
威
嚇
の
犯
罪
抑
止
機
能
を
中
心
に
据
え
る
見
解
と
の
決
定
的

な
対
立
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
る
ほ
ど
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
、
「
刑
法
上
の
禁
止
を
基
礎
づ
け
か
っ
こ
の
禁
止
を
表
現
し
て
い
る

違法性の意識に関する一考察

と
こ
ろ
の
、
自
己
の
行
為
と
共
同
体
秩
序
と
の
矛
盾
」
を
意
識
し
得
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
違
法
性
の
「
量
」
的
重
大
性
を

ま
で
も
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
責
任
倫
理
な
い
し

求
め
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、
「
刑
罰
威
嚇
」
の
認
識
(
可
能
性
)

答
責
主
義
に
支
え
ら
れ
た
責
任
説
に
よ
れ
ば
、
責
任
非
難
の
対
象
は
違
法
な
行
為
意
思
で
あ
っ
て
、
行
為
者
に
お
い
て
行
為
の
違
法
性

(河内円
F
Zき
令
指

rE)が
意
識
さ
れ
、

か
っ
そ
の
意
思
を
決
定
す
る
反
対
動
機
宣
言
吉
田
E
呂田足

E
g
c晶巾ロ
B
2
5
と
な
り
得
た
程
度
に
応

そ
こ
で
は
刑
罰
威
嚇
に
よ
る
犯
罪
抑
止
機
能
の
観
点
は
脱
落
し
て
お
り
、

じ
て
、

そ
の
違
法
な
行
為
意
思
が
非
難
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
る
が
、

ま
た
、
違
法
性
と
道
徳
違
反
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
説
明
は
あ
る
が
、
民
事
不
法
、
行
政
不
法
な
い
し
刑
事
不
法
に
区
別
に
応
じ
た
「
実
質

の
認
識
の
異
同
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ル
ド
ル
フ
ィ
も
、
紀
律
不
法
己
反
乱
立

g
R
5
5円
宮
)
と
刑
事
不
法
と
の
区

違
法
性
」
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5見

別
に
関
連
し
、
「
刑
事
不
法
内
容
」
を
要
求
し
、

ま
た
「
と
く
に
重
大
な
不
法
」
だ
け
が
刑
罰
に
連
な
っ
て
お
り
、
有
責
に
行
為
す
る
に
は

否i込
白岡

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
不
法
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
メ
ツ
ガ

1
の
テ

l
ゼ
を
支
持
す
る
が
、
こ
こ
か
ら
必
然
的
に
可
罰
性

(
加
)

の
意
識
が
要
求
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
ル
ド
ル
フ
ィ
の
い
う
法
規
範
の
秩
序
価
値
(
な
い
し
秩
序
化
機
能
)
は
、
そ
の
論

旨
を
徹
底
さ
せ
る
な
ら
、
民
事
不
法
か
、
行
政
不
法
か
、
あ
る
い
は
刑
事
不
法
か
に
よ
っ
て
そ
の
強
制
の
強
度
が
異
な
り
、
異
質
な
も
の
を

含
む
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
彼
は
そ
こ
ま
で
踏
み
出
し
て
は
い
な
い
。
法
規
範

の
秩
序
価
値
に
つ
い
て
も
、
民
事
、
行
政
、
あ
る
い
は
刑
事
の
各
規
範
の
聞
に
質
的
な
違
い
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ

i
ト

「担】

ン
ヴ
エ
ル
ト
が
「
何
ら
か
の
形
で
の
国
家
的
強
制
」
を
受
け
得
る
こ
と
の
認
識
で
足
り
る
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
及
び
町
野
教
授
は
、
刑
罰
目
的
論
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
責
任
概
念
の
理
解
か
ら
「
刑
罰
威
嚇
(
可

罰
性
)

の
認
識
」
な
い
し
具
体
的
な
「
可
罰
的
刑
法
違
反
の
認
識
」
を
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
、
刑
罰
目
的
論
と
違
法

と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
町
野
教
授
ら
が
引
用
さ
れ
る

性
の
意
識
の
認
識
対
象
(
内
容
)

ロ
ク
シ
ン
の
「
実
質
的
責
任
概
念
」
は
、
そ
の
犯
罪
論
体
系
の
概
念
要
素
と
し
て
、
従
来
の
伝
統
的
な
「
責
任
」
概
念
に
替
え
て
予
防
的
観

点
を
加
え
た
「
答
責
性
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
。
そ
こ
で
の
決
定
的
な
問
題
は
、
他
行
為
可
能
性
で
は
な
く
て
、
立
法
者
が
、
個
々
人

そ
の
行
為
に
つ
き
刑
法
上
の
観
点
か
ら
答
責
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
っ
て
、
「
責
任
」
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

一
般
・
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
な
お
処
罰
を
阻
却
し
得
る
か
否
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
刑
罰
目
的
論
が
顧
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ

に
対
し
て
、

ク
シ
ン
自
身
は
、
責
任
非
難
の
対
象
と
し
て
違
法
性
の
意
識
(
の
可
能
性
)
を
問
題
と
す
る
際
に
、
「
可
罰
性
の
認
識
」
ま
で
も
要
求
し
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
刑
罰
の
一
般
予
防
的
機
能
か
ら
見
れ
ば
、
行
為
者
に
対
し
「
可
罰
性
の
認
識
」
を
要
求
す
る
の
は
一
貫
し
た

-m) 

態
度
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
(
刑
)
法
規
範
の
予
防
的
機
能
は
威
嚇
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
刑
罰
威
嚇
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

動
機
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
法
律
は
市
民
に
現
行
法
規
範
の
内
容
を
教
示
す
る
。
多
く
の
市
民
に
と
っ
て
は
、
不
可
罰
に
な
る
こ
と
だ
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け
で
な
く
、
お
よ
そ
法
秩
序
に
衝
突
す
る
こ
と
な
く
生
活
す
る
こ
と
の
方
に
関
心
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
作
用
す
る
こ
と
が
一
般

(
訂
)

予
防
の
最
も
重
要
な
側
面
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(
い
わ
ゆ
る
規
範
的
予
防
)
。
確
か
に
従
来
の
責
任
概
念
、
即
ち
、
と
く
に
道
義
的
責
任
論

(
泊
)

と
結
び
つ
い
た
他
行
為
可
能
性
を
前
提
と
し
た
責
任
判
断
の
中
に
既
に
予
防
的
観
点
が
含
ま
れ
て
お
り
、
国
家
刑
罰
権
の
合
理
的
限
定
の
た

め
、
責
任
概
念
の
中
に
刑
罰
目
的
論
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
刑
事
政
策
的
考
慮
を
含
ま
し
め
る
こ
と
は
、
今
後
の
責
任
論
の
正
し
い
方
向
を
指

(
却
)

す
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
、
責
任
の
基
礎
と
し
て
「
刑
罰
威
嚇
に
よ
る
動
機
付
け
の
可
能
な
心
理
状
態
」
を
措
定
す

『
抽
)

る
こ
と
と
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
刑
罰
威
嚇
だ
け
が
違
法
行
為
を
回
避
し
得
る
動
機
づ
け
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
(
刑
)
法
規
範
が

特
定
の
法
益
を
保
護
し
、

か
っ
そ
の
侵
害
(
危
殆
化
)
行
為
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
の
認
識
が
あ
る
限
り
、
(
刑
)
法
規
範
に
従
っ
た
行
為
へ
と

意
思
を
動
機
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
我
々
は
そ
こ
に
、
法
的
責
任
非
難
の
基
礎
と
し
て
の
、
個
別
行
為
に
現
わ
れ
た
法
的
に
否
認
さ

る
べ
き
「
心
情
」
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
我
々
は
一
般
的
に
、
法
規
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
実
質
的
価
値
内
容
と
し
て
の
「
法
益
」
を

尊
重
す
べ
く
、
法
規
範
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
。
違
法
性
の
意
識
と
は
、
そ
れ
故
、
自
己
の
具
体
的
行
為
の
「
法
益

侵
害
(
危
険
)
性
」
を
認
識
し
、

違法性の意識に関する一考察

か
っ
、
そ
れ
が
当
該
行
為
事
情
に
お
い
て
法
秩
序
全
体
の
見
地
か
ら
許
さ
れ
な
い
こ
と
の
認
識
で
あ
る
、

{
担
)

と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

も
っ
と
も
、
前
段
に
い
う
「
法
益
侵
害
(
危
険
)
性
」
の
認
識
は
、
事
実
認
識
と
し
て
の
「
故
意
」
の
問
題
と
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る

と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
犯
罪
事
実
の
認
識
・
認
容
が
「
故
意
」
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
構
成
要
件
的
結
果
あ
る
い
は
具
体
的
な
行
為
客
体

に
向
け
ら
れ
た
、
個
々
の
構
成
要
件
要
素
(
そ
れ
が
記
述
的
な
も
の
で
あ
れ
規
範
的
な
も
の
で
あ
れ
)
に
つ
い
て
の
認
識
と
し
て
捉
え
ら
れ

そ
れ
は
究
極
的
に
は
、
当
該
刑
罰
法
規
が
予
定
す
る
保
護
法
益
の
侵
害
(
可
能
性
)
に
つ
い
て
の
認
識
へ
と
収
殺
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
「
故
意
」
と
は
当
該
刑
罰
法
規
が
保
護
す
る
具
体
的
な
「
法
益
の
侵
害
(
可

(
珂
)

の
認
識
・
意
欲
」
と
捉
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
法
益
侵
害
(
危
険
)
性
」
の
認
識
は
、
違
法

て
い
る
が
、

能
性
)
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説

性
の
意
識
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
し
か
し
、
「
故
意
」
概
念
の
新
た
な
理
解
を
提
示
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、

よ
り
詳
細
な
論
証
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
留
保
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

論

(
1
)
平
野
『
刑
法
総
論

I
』
四
三
頁
以
下
、
内
田
「
刑
法

I
(総
論
)
』
八
頁
以
下
、
中
山
『
刑
法
総
論
」
一
二
頁
以
下
、
内
藤
『
刑
法
講
義
総
論

ω』
四

七
頁
以
下
。
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
刑
法
の
任
務
が
法
益
保
護
に
あ
る
と
す
る
見
解
は
通
説
で
あ
る
。
〈
同

-
E
Nこ
め
印
円
z
n
F
Z
E
『
E
円F
ω

〉
丘
一
-
∞
-

印『同巳口門]河口
B
D
一
三
戸
出
向
子

ω

〉=『
-

H

∞∞
H
e

〈
D

「
間
同
開
己
口
「
・
同
町

(
2
)
カ
ウ
フ
マ
ン
自
身
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
有
責
に
行
為
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者
は
法
的
義
務
命
令
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
U
E
C
ロ

足円
F
Z
Z
き
る
門
凹
2
p
m
Z
N
)
。
ま
た
、
「
刑
法
上
の
違
法
性
の
意
識
は
、
:
・
:
社
会
的
か
つ
法
的
秩
序
の
側
の
支
配
的
価
値
評
価
の
認
識
の
中
に
あ
る
」

(
5
2
E
'
∞-
H

品
目
)
、
と
。

(
3
)
町
野
.
前
掲
「
弓
「
違
法
性
」
の
認
識
に
つ
い
て
」
一
ニ
一
二
一
二
一
一
頁
参
昭
照
…
。

(
4
)
悶ロ【己]。♀一苦-司
)}E戸己』「.戸
d〕ロ吋
5巾円己
}F】門
z印『内雪d

(5)
∞円『吋
gc完旬&門品凶巾
2『-戸己目宍戸ハ?‘戸{。).〉己口-叩包戸、斗刊河【
ι凶
口
吋
印
.

(
6
)
本
稿
第
二
章
第
二
節
参
昭
照
…
。

(
7
)
宮
何
玄
ミ
巾
『
-FAUF
『U
E
円『
f
m
N
ω
品
一
〉
え
F
Z
『}内
hwE
『呂田口
P

O回
目

C
口足円
FZσ
巾宅=-w門的問日ロ占的同
ω
。

(8)}ハ

E
E
gロ
-
2
0
-
m
E
コ
Hめ
に

E
己

E
H同町・巳
m
g
-
o
g
m
n
E
E胃
E
N
G
-
∞・

5
2
町
野
・
前
掲
「
『
違
法
性
」
の
認
識
に
つ
い
て
」
一
一
一
一
一
頁

参
照
。

(
9
)
河口品。}同
)
E
e
c
z
Z円F
Z
U
何者ロ
P
片的
E
P
的。印同町

(
印
)
玄
何

Y

向mwu吊円・「巾}戸同
iuEHF'
∞
-Nωω
唱〈同一白血
CAHF
品。
3
・
閉
め
円
}
】
丹
田
口
。
『
目
。
ロ
ロ
ロ
且
宍
三
宮
円
口
。
E
E
H
f
m
-
N
∞-宍白口町宮内
wロロ
-
U
即
日
ロ
ロ
『
AwnFZσ
め者
Z
P
Z
E
P
∞・

]
{
(
)
。

(
日
)
本
稿
第
二
章
第
一
節
参
照
。

(
ロ
)
団
藤
博
士
は
こ
の
点
に
つ
き
、
「
社
会
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
最
少
限
度
の
道
徳
規
範
は
、
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
強
行
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
の
限

度
に
お
い
て
道
徳
規
範
は
法
規
範
に
帰
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
(
「
刑
法
綱
要
総
論
〔
改
訂
版
〕
』
三
五
頁
)
。
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違法性の意識に関する一考察

(
日
)
穴
C
Z「伊己目円
}
f
-
3
Z
E
=ロ
己
的
円
}
E
E
C巾四コ
R
F
g
印門「印『『
2
Z
-
H申
{
)
ω

一宮白円宮且『口口
r
H
句
、
吋
∞
一
-
∞
印
∞
一
〈
四
一
巳
白
NZ
河口色。一
-uEedロ
2
口
E
Z
E巾者ロ
P門出
2
p
凶

。∞・
(
U
)
河口己
C

一古一戸田・白
0
・・印・。
mw

(
日
)
凹
円
F
g
E
2
4
「
甲
山

-
E
〉
C
2
・
2
寸
宮
口
司

4・
本
稿
第
三
章
第
一
節
参
照
。

(
日
)
ぎ
己
主
・

0
5
F
E
Z
Z
2
2
マ2
F
F
己
-
〉
忌
・

3
3
-
m
H叶
He
本
稿
第
三
章
第
三
節
註
(
日
品
)
参
照
。

(
げ
)
何

CA印門
戸

ι
m
y
m
Hめ
品

世

E
H
F
m
a
H印
ω・

(
凶
)
巴
}
巾
E
p
m
H
吋
H
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
、
純
粋
な
関
係
(
概
念
)
と
し
て
の
違
法
性
(
同
R
F
Z
5巳コ四
W
2ご
と
、
違
法
な
態
度
そ
れ
自
体
と
い
う
実
体
的

な
る
も
の
と
し
て
の
不
法
吉
男

2
E
を
区
別
し
て
用
い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
特
殊
刑
事
不
法
、
特
殊
民
事
不
法
あ
る
い
は
行
政
法
上
の
不
法
の
相

対
的
区
別
を
認
め
な
が
ら
も
、
違
法
性
の
統
一
性
・
単
一
性
を
主
張
し
て
い
る
な
Z
E
p
m
印N
)
。
ま
た
違
法
性
の
意
識
の
対
象
を
(
計
画
さ
れ
た
)
行

為
の
違
法
性
有
2
Z
2
5今
回
開
常
凶
作
)
と
規
定
し
、
専
ら
反
倫
理
性
の
認
識
と
の
関
係
で
禁
止
の
錯
誤
と
違
法
性
の
意
識
の
限
界
基
準
を
説
明
し
て
い
る

(muse-∞
コ
ご
の
で
あ
っ
て
、
刑
事
不
法
と
民
事
不
法
な
ど
の
区
別
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

(
ゆ
)
同
E
。
f
F
T
Cロ『ゆ円
F
Z
F何者
E
E
Z
5・
的
。
ω
『・

(
加
)
開
U
巾口【】
P

∞-
m
山
由

(
幻
)
ル
ド
ル
フ
ィ
は
か
つ
て
紀
律
不
法
と
刑
事
不
法
を
質
的
に
区
別
し
た
が
後
に
改
説
し
(
本
稿
第
二
章
第
二
節
註

(
4
)
参
照
)
同
種
の
法
益
侵
害
に
関
す

る
加
重
的
構
成
要
件
に
つ
い
て
も
「
可
分
性
」
を
原
則
を
適
用
す
べ
き
と
し
な
が
ら
も
、
特
定
の
法
的
保
護
を
受
け
た
価
値
あ
る
状
態
を
侵
害
す
る
こ
と

を
意
識
し
て
お
り
、
更
に
、
必
要
と
さ
れ
る
構
成
要
件
的
故
意
に
応
じ
て
、
こ
の
法
益
侵
害
の
種
類
及
び
程
度
を
構
成
す
る
全
事
情
を
行
為
者
が
認
識
し

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
常
に
そ
の
不
法
の
程
度
を
も
同
時
に
認
識
し
て
い
る
と
述
べ
た
(
刃
包
。
-
z
r
dロ
z
s
z
zき
る
門
2
2
f
m
∞
ω
ご
。
そ
し
て
更
に
、

彼
が
違
法
性
の
意
識
に
「
規
範
の
法
的
性
質
の
認
識
」
な
い
し
「
全
体
と
し
て
の
実
質
的
違
法
内
容
の
認
識
」
を
求
め
た
際
に
も
、
そ
れ
が
刑
事
不
法
、

民
事
不
法
あ
る
い
は
行
政
不
法
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
問
わ
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
(
本
稿
第
二
章
第
二
節
参
照
)
。

(担)印円「白門町ロ宅巾「門
F
-

的門「担問「

mnz-〉
吋
戸
間
色
『
}
「
・
印
出
品
(
印
-

H
叶

同

)

(幻)日出。同一
p
z
m
n
F
E
E
s
ロ
ロ
門
同
ヨ
〈
巾
『
同
三
者
。
ユ
ロ
円
z
r
2ぺ
色
目
的
可
回
目
「
百
円
FZF門町内印可印
Z
E
r弘司問
2
・5
ロ・司命的一円印円
}H「
F
P
E『
出
巳
ロ
コ
円
『
出
巾
門
戸
宵
己

NEB4()
のめヴロ「
Z

片山間・

5
2
-
m・
コ

H
E
H

〔
高
橋
則
夫
訳
「
刑
法
の
体
系
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
宜
貝
任
」
と
『
答
責
性
」
」
{
呂
津
浩
一
監
訳
「
刑
法
に
お
け
る
責
任
と

予
防
』
(
昭
和
五
九
年
)
七
一
ー
l

一
一
三
頁
〕
一

P
3
・
N
R
E認
z
g
u
z
h
g巴
E
C
F雪
印
円
E
-
P
P
2
2
5ロ
E
B
〈
2
8
Z。三戸円
F
E
H
H
F
g
m片『回目
I
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説

中
空
誇
雅
訳
「
刑
法
に
お
け
る
責
任
、
予
防
、
答
責
性
を

北j去36(3・226)890 

『巾円
U
Y
吋
何
冊
目
門
印
円
}
同
コ
ロ
『
口
吋
司
副
巳
】
回
O
円w
m
-
『出向口口
N

ロ
ヨ
吋
0
・の
m
U
己『門田仲田岡司同句、吋戸印

N

叶由

ω
。。

め
ぐ
る
最
近
の
論
争
に
つ
い
て
」
宮
津
監
訳
・
前
掲
童
日
一
七
九
|
一
=
三
頁
〕

尚
、
ロ
ク
シ
ン
の
「
答
責
性
」
論
に
つ
い
て
我
国
の
文
献
と
し
て
、
中
川
祐
夫
「
責
任
と
可
罰
的
評
価
」
平
場
博
士
還
暦
祝
賀
『
現
代
の
刑
事
法
学
凶

(
昭
和
五
二
年
)
二
五
二
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
「
責
任
と
答
責
性
」
問
書
二
七
二
頁
以
下
、
大
山
弘
「
責
任
と
予
防
に
関
す
る
一
考
察
|
|
可
罰
的
責
任

評
価
を
め
ぐ
っ
て
1
1
1」
関
西
大
学
法
学
論
集
一
一
一
一
巻
五
号
(
昭
和
五
七
年
)
六
六
頁
以
下
と
く
に
八
九
頁
以
下
、
鈴
木
晃
「
責
任
の
予
防
的
再
編
成
に

関
す
る
一
考
察

l
lロ
ク
シ
ン
の
『
答
責
性
」
論
と
そ
の
批
判
|
|
}
」
中
京
大
学
大
学
院
法
学
研
究
論
集
第
一
一
号
(
昭
和
五
六
年
)
四
六
頁
以
下
、
林
美

月
子
「
情
動
行
為
と
刑
事
責
任
付
」
神
奈
川
法
学
一
八
巻
二
号
(
昭
和
五
七
年
)
一
頁
以
下
と
く
に
一
八
頁
以
下
な
ど
参
照
。

(
弘
)
問
D
H
5
・
3
え
印
円
『
コ
『
三
官

Z
E
S
E
-
-
m
昌
三
・
〔
邦
訳
九
七
頁
以
下
〕
岨
母
3
・
3
印
宮
町
ユ
『
こ
ロ
「
日

y
F円
r
m
g
gロe
印
N

∞
ω
民
包
め
〔
邦
訳
一
八
六

頁
以
下
、
二

O
三
頁
〕
。

(
お
)
m
c
H
-
P
F
己
完
耳
目
町
三
巳
「

z
z
g
rぬ
f
m
e
H
∞
叶
{
〔
邦
訳
九
七
頁
以
下
〕
十
含
3
2
3日
門
日
門
官
M
P
E
『
司
・
∞

2
Z一
吉
田
口
口
・
印
e
N
S
{
〔
邦
訳
一
九
三
一
日
以
下
〕

そ
こ
で
は
禁
止
の
錯
誤
の
回
避
不
可
能
性
の
判
断
基
準
に
関
し
て
、
判
例
が
過
大
な
要
求
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
刑
事
政
策
的
観
点
か
ら
そ
の
要
件
を

緩
和
し
「
法
に
対
す
る
平
均
的
な
忠
実
さ
を
持
て
と
の
要
求
」
に
ま
で
引
き
下
げ
る
寛
容
さ
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
違
法
性
の
意
識
に
関

し
て
と
り
た
て
て
「
可
罰
性
の
認
識
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

尚
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
綜
合
説
か
ら
は
必
ず
し
も
「
可
罰
性
の
認
識
」
説
に
結
び
つ
か
な
い
点
に
つ
き
、
〈
間
]
の
。
印
的
。
f
d
E
2
E
巾
∞

E
g
g口四

円
】
巾
日
【
『
ユ
己
目
印
占
印
・
ω
N
O
R
-

(
M
m
)

〈
伺

-
g由
巳
『
出
n
F
¥
N
同
百
円
印
可
回
目
吋
巾
円

Z-
〉
叶
-
叶
F
H
・
0
・
〉
ロ
ロ
・
四
一
凶
∞
-
-
H
N
(
∞
印
(
)
叶
)
-
口
同
宮
町
『
。
。
的
的
。
「
白
・
白
0
・
-
m
-
N品
ω『門

(幻
)
Z
。-
7

凶
円
}
E
E
ロ
ロ
且

3
・h言
。
ロ
片
岡
。
ロ
ロ
ロ
芯
「
【
同
巾
自
の
め
回
一
円
}
同
門
司
ロ
ロ
宮
己
耳
目
白
口
。
口
mwZ
山
戸
内
「
ロ
ロ
同
母
目
的
門
『
印
同
『
R
F
F
明，

m
印
門
印
円
F
2
P
E
門
出
町
一
-
自
己
F
ζ

ミ
q
-
H
句
。
。
-

m
N
N
ω
-
林
・
前
掲
論
文
二
ニ
ー
l
四
頁
、
中
『
講
述
犯
罪
総
論
』
三
七
八
頁
、
内
藤
『
刑
法
講
義
総
論
同
」
一
一
一
六
頁
、
一
四
三
頁
、
金
沢
文
雄
「
刑

法
と
モ
ラ
ル
」
石
原
一
彦
他
編
『
現
代
刑
罰
法
大
系
第
一
巻
』
(
昭
和
五
九
年
)
一
一
七
頁
、
同
「
刑
法
と
モ
ラ
ル
』
(
昭
和
五
九
年
)
五
六

l
七
頁
。

(
お
)
こ
の
点
に
つ
き
、
林
・
前
掲
論
文
八
頁
以
下
参
照
。

(
鈎
)
我
国
で
既
に
「
可
罰
的
責
任
」
評
価
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
町
野
教
授
は
こ
れ
を
更
に
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
の

問
題
に
ま
で
推
し
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
の
指
摘
に
つ
き
、
米
田
・
前
掲
書
九
三
一
頁
、
一
一
六
頁
以
下
参
照
。

(
初
)
抑
止
刑
論
を
主
張
さ
れ
る
平
野
教
授
は
「
有
責
と
は
、
そ
の
行
為
が
非
難
可
能
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
の
行
為
が
刑
罰
と
い
う
非

論



違法性の意識に関する一考察

難
に
よ
っ
て
反
対
の
動
機
づ
け
可
能
な
心
理
状
態
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
」
(
平
野
「
刑
法
概
説
」
(
昭
和
五
二
年
)
七
一
頁
、
傍
点
引
用
者
)
と
さ
れ
、

「
社
会
規
範
的
責
任
あ
る
い
は
可
罰
的
責
任
」
を
主
張
さ
れ
る
が
、
違
法
の
意
識
に
つ
い
て
は
と
く
に
「
可
罰
的
違
法
性
(
あ
る
い
は
可
罰
性
)
の
認
識
」

を
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
(
同
九
二
頁
以
下
)
。
教
授
が
「
可
罰
的
責
任
」
を
「
刑
罰
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
が
可
能
な
心
理
状
態
に
あ
っ
た
か

ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
」
(
同
書
七
二
頁
)
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
可
罰
性
の
認
識
」
説
に
ま
で
踏
み
出
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ソ
フ
ト
な

決
定
論
」
の
立
場
か
ら
、
意
思
自
由
を
「
苦
痛
あ
る
い
は
そ
の
意
味
内
容
で
あ
る
非
難
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
」
と
さ
れ
、
こ
の
動
機
づ
け

過
程
を
、
単
純
な
心
理
強
制
説
に
よ
っ
て
説
明
し
尽
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
規
範
の
学
習
、
そ
の
内
面
化
の
適
否
に
よ
っ
て
も
大
き
な
影
響
を
受
け

る
も
の
と
-
説
明
さ
れ
て
い
る
(
「
刑
法
総
論

I
」
一
一
一
一
|
三
頁
)
こ
と
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
(
刑
)
法
規
範
の
も
つ
広
義
で
の
一
般
予
防

的
(
あ
る
い
は
抑
止
)
機
能
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
教
授
は
、
刑
法
上
の
責
任
を
問
う
と
い
う
問
題
は
「
法
の
要
求

を
理
解
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
自
己
の
行
動
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
心
理
的
な
機
制
が
行
為
者
に
そ
な
わ
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
そ
の
よ
う
な

心
理
状
態
の
も
と
で
行
為
が
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(
『
刑
法
総
論

E
』
二
五
七
l
八
頁
、
傍
点
引
用
者
)
。

(
泊
)
本
稿
序
説
第
二
節
参
照
。

(
お
)
も
っ
と
も
こ
の
「
法
益
」
概
念
の
も
と
で
い
か
な
る
実
質
的
内
容
を
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
こ
で
は
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
し
当
つ
て

は
、
本
稿
は
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
と
し
て
は
、
「
法
益
」
概
念
を
特
殊
刑
法
的
な
も
の
に
限
定
せ
ず
、
一
般
法
論
上
の
概
念
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
た
上
で
(
こ
の
点
に
つ
き
、
伊
東
・
前
掲
『
法
益
概
念
史
研
究
」
四
一
一
一
頁
参
照
)
、
「
法
益
」
概
念
を
可
能
な
限
り
、
現
実
的
・
事
実
的

基
礎
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論

ω』
(
昭
和
五
八
年
)

五
一
一
員
以
下
、
一
一
一
一
頁
以
下
、
同
「
法
益
論
の
一
考
察
」
平
場
他
編
「
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻
」
(
昭
和
五
九
年
)
一
頁
以
下
、
井

田
良
「
量
刑
事
情
の
範
囲
と
そ
の
帰
責
原
理
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
(
五
・
完
ご
法
学
研
究
五
六
巻
二
号
(
昭
和
五
八
年
)
六
一
一
良
以
下
参
照
。
但
し
、

内
藤
教
授
は
、
一
般
法
論
上
の
法
益
概
念
の
範
囲
内
で
、
刑
罰
法
規
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
し
て
の
「
法
益
」
概
念
を
よ
り
限
定
的
で
、
よ
り
明
確
に
実

証
可
能
な
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
さ
れ
る
(
前
掲
論
文
一
五
頁
以
下
、
二
三
頁
)
。
勿
論
正
し
い
指
摘
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
犯
罪
化
・
非
犯
罪
化
、
あ

る
い
は
構
成
要
件
論
な
い
し
違
法
論
の
レ
ベ
ル
で
の
議
論
で
あ
っ
て
、
責
任
論
に
お
け
る
故
意
な
い
し
違
法
性
の
意
識
の
認
識
対
象
と
し
て
の
「
法
益
」

概
念
に
は
、
そ
の
よ
う
な
厳
密
な
概
念
規
定
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
あ
る
い
は
「
素
人
的
認
識
」
で
足
り
る
と
思
わ
れ

る
(
尚
、
本
稿
第
二
章
第
一
節
二
参
照
)

0

(
犯
)
シ
ュ
ミ
Y

ト
ホ
イ
ザ
ー
は
こ
れ
を
「
尊
重
要
求
」

snrzzgg胃
57)
と
呼
び
、
そ
れ
は
観
念
的
な
財
、
即
ち
「
法
益
」
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し

北法36(3・227)891 



説

て
法
益
侵
害
と
は
こ
の
よ
う
な
観
念
的
な
尊
重
要
求
の
侵
害
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
観
念
的
な
財
と
し
て
の
法
益
、
法
益
と
い
う
尊
重

要
求
が
付
着
す
る
偲
々
の
具
体
的
客
体
と
し
て
の
法
益
客
体
、
そ
し
て
、
あ
る
所
為
の
関
係
す
る
人
間
又
は
対
象
と
し
て
の
行
為
客
体
の
区
別
が
前
提
と

さ
れ
て
い
る

3
S
E
S由
52-FmE55FaN¥ω
。コ(的

ω公
ご

E
且∞

¥N∞『(凶

NO町
内

)
-
P
3
3
2
c
E
E
E門
戸
印
¥
M
m
R
(
的
∞
ム
ロ
)
)
。
し
か
し
な
が
ら
、

法
益
概
念
を
こ
の
よ
う
に
精
神
化
・
抽
象
化
す
る
こ
と
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
り
、
法
益
侵
窓
口
を
行
為
無
価
値
と
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。
我
々
の

「
法
益
」
概
念
は
彼
の
一
言
、
っ
「
法
益
容
体
」
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
尚
、
内
回
『
刑
法

I
(総
論
)
」
二
二
頁
註

(
2
)
、

(
4
)
、
伊
東
・

前
掲
書
二
九
四
頁
以
下
参
照
)
。
「
法
益
」
の
尊
重
要
求
は
、
よ
り
一
般
的
な
法
規
範
の
要
求
内
容
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

(
お
)
同
旨
、
松
原
・
前
掲
論
文
村
一
一
一
一
頁
。

(
お
)
団
藤
博
士
は
、
「
違
法
類
型
と
し
て
の
構
成
要
件
も
、
も
と
も
と
客
観
的
・
現
実
的
な
法
益
侵
害
の
要
素
を
そ
の
中
に
含
む
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
さ

れ
る
が
(
『
刑
法
綱
要
〔
改
訂
版
〕
』
一
一
五
頁
)
、
こ
の
趣
旨
は
行
為
者
の
主
観
面
に
つ
い
て
も
反
映
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(
お
)
こ
の
意
味
で
、
「
機
能
的
概
念
」
と
し
て
の
「
故
意
」
を
新
た
に
捉
え
直
し
、
故
意
の
認
識
対
象
を
構
成
要
件
で
な
く
構
成
要
件
該
当
の
態
度

s
g

E
σ
g
g
E印
呂
白
空
間
命
〈
伶
『

Z
-
Zロ
)
と
し
、
故
意
犯
の
加
重
的
刑
罰
の
綬
拠
を
「
構
成
要
件
上
重
要
な
行
為
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
決
意
」
に
求
め
る
フ
リ

ァ
シ
ュ
の
見
解
ゃ
、
事
実
認
識
と
し
て
の
故
意
の
認
識
対
象
を
目
的
論
的
に
法
益
関
係
的
要
素
へ
と
縮
減
な
い
し
還
元
す
る
こ
と
に
よ
り
、
規
範
的
構
成

要
件
要
素
の
錯
誤
の
問
題
を
考
え
る
シ
ュ
リ
ュ
フ
タ

i
の
見
解
(
巧
皇
官
口
四
万
戸
印
門
戸
〈
。
『
回
同
門
N

C

ロ
再
開

E
F
E∞
ω
'
E
g
p
E
R
Z
2・【『『
Z
B
5
2

口。『

B
E
C
Z
叶
白
号
町
民
同
口
品
目
自

q
r呂田
-
m
5
2
3『吋
2
F
F
E∞
ω)
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
。

(
幻
)
こ
の
こ
と
は
、
事
実
認
識
と
し
て
の
「
故
意
」
の
認
識
内
容
に
よ
り
豊
か
な
価
値
的
要
素
を
取
り
込
む
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
「
違
法
性
の
意
識
」

の
内
容
は
相
対
的
に
希
薄
な
も
の
と
な
ら
さ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
認
識
の
問
題
に
お
い
て
、
規
範
的
要
素
を

可
能
な
限
り
事
実
化
・
記
述
化
す
る
方
向
(
例
え
ば
、
中
山
・
前
掲
「
刑
法
総
論
』
二

O
三
頁
以
下
)
と
ど
の
よ
う
に
調
和
し
得
る
の
か
、
と
い
っ
た
点

が
更
に
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
事
実
認
識
と
し
て
の
「
故
意
」
と
「
違
法
性
の
意
識
」
の
認
識
対
象
を
ど
の
よ
う
な
基

準
で
区
別
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
事
実
の
錯
誤
と
違
法
性
の
錯
誤
は
具
体
的
に
い
か
な
る
基
準
で
区
別
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
と
し
て
、
個
別

的
に
解
決
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
す
る
他
な
い
。

ミーム
函岡

北法36(3・228)892 



第

節

若
干
の
具
体
的
事
例
の
検
討

私
見
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
自
己
の
具
体
的
な
法
益
侵
害
行
為
が
法
秩
序
全
体
か
ら
み
て
実
質
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
て

い
る
場
合
に
は
、
違
法
性
の
意
識
あ
り
と
し
て
完
全
な
責
任
非
難
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
行
為
者
が
当
該
法
益
の
種
類
・
性
質
を
正

し
く
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
法
的
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
に
は
当
該
法
益
を
尊
重
す

べ
し
と
い
う
法
的
義
務
の
認
識
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
適
法
行
為
へ
と
自
己
の
行
動
を
動
機
づ
け
得
る
心
理
状
態
に
あ
る
と
考
え
る
。
彼
が

当
該
法
益
侵
害
行
為
を
、
民
事
法
上
、
行
政
法
上
あ
る
い
は
刑
事
法
上
の
い
ず
れ
の
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
か
は
、

問
題
と
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
他
人
の
名
誉
を
段
損
し
た
行
為
者
が
、
民
法
上
の
損
害
賠
償
義
務
(
民
法
七
二
三
条
)
は
負
う
と
し
て
も
、

こ
の
程
度
の
行
為
が
ま
さ
か
処
罰
さ
れ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
、
人
の
名
誉
が
法
的
保
護
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
当
該
法
益
の
性
質
を
正
し
く
認
識
し
て
い
る
以
上
、
違
法
性
の
意
識
は
あ
る
と
言
え
よ
う
。

違法性の意識に関する一考察

ま
た
例
え
ば
、
度
を
越
し
た
「
悪
戯
な
ど
」
か
ら
他
人
名
義
を
か
た
っ
て
電
話
で
虚
構
の
商
品
を
注
文
し
、
こ
れ
を
真
実
の
注
文
と
誤
信

し
た
被
害
者
を
し
て
、
右
注
文
に
従
っ
た
商
品
の
配
達
を
さ
せ
て
徒
労
に
終
わ
ら
せ
た
よ
う
な
事
案
で
、
被
告
人
が
当
該
行
為
は
軽
犯
罪
ぐ

ら
い
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
と
抗
弁
し
て
も
、
他
人
の
業
務
を
妨
害
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、

か
つ
そ
れ
が
法
的
に

許
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
以
上
、
偽
計
業
務
妨
害
に
つ
い
て
の
違
法
性
の
意
識
も
否
定
さ
れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

一
八
歳
未
満
の
少
女
と
合
意
の
も
と
で
性
的
交
渉
を
持
っ
た
よ
う
な
場
合
に
、
当
該
地
方

自
治
体
の
制
定
す
る
青
少
年
保
護
条
例
に
よ
る
淫
行
等
の
処
罰
規
定
の
適
用
が
問
題
と
な
り
得
る
が
、
そ
の
際
、
行
為
者
の
「
姦
通
」
を
為

し
て
い
る
と
の
認
識
が
直
ち
に
青
少
年
保
護
条
例
違
反
に
つ
い
て
の
違
法
性
の
意
識
を
も
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
結

婚
を
前
提
と
し
な
い
性
行
為
の
場
合
に
も
、
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
行
為
者
に
違
法
性
の
意
識
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
淫
行
等
の
処

」
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
妻
子
あ
る
男
性
が
、
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;見

罰
規
定
の
保
護
法
益
が
何
で
あ
る
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
当
該
青
少
年
保
護
条
例
に
則
し
て
具
体
的
に
特
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

吾為

自冊

い
が
、
行
為
者
に
は
、
少
な
く
と
も
淫
行
等
に
よ
っ
て
被
害
者
で
あ
る
青
少
年
の
「
健
全
な
肉
体
的
、
心
理
的
、
精
神
的
な
い
し
社
会
的
な

成
長
」
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
っ
そ
の
よ
う
な
行
為
が
法
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で

あ
る
。
青
少
年
保
護
条
例
に
よ
る
淫
行
等
の
処
罰
を
合
理
的
に
限
定
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
淫
行
」
概
念
を
構
成
要
件
上
明
確

化
し
か
っ
限
定
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
が
、
行
為
者
の
主
観
面
に
お
い
て
も
、
立
法
趣
旨
に
則
し
た
限
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
違
法
性
の
意
識
を
問
題
と
す
る
に
は
、

ま
ず
も
っ
て
、
行
為
者
が
当
該
法
規
範
の
保
護
し
て
い
る
法
益
の
「
種
類
・

性
質
」
を
正
し
く
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
更
に
、
法
益
侵
害
の
「
程
度
・
量
」
の
認
識
が
、
行
為
者

自
身
の
当
該
行
為
の
主
観
的
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
散
歩
の
途
中
で
他
人
の
家

の
垣
根
の
花
一
輪
を
盗
る
行
為
は
違
法
で
な
い
と
考
え
、
非
常
に
珍
ら
し
く
高
価
な
花
を
そ
れ
と
知
ら
ず
盗
ん
だ
場
合
や
、
友
人
の
家
を
訪

問
中
た
ま
た
ま
主
人
が
座
を
は
ず
し
た
際
に
、
庭
先
に
あ
っ
た
美
し
い
小
石
を
見
つ
け
、
石
一
個
ぐ
ら
い
で
泥
棒
と
な
る
こ
と
は
な
い
と
考

え
て
こ
っ
そ
り
と
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
が
、
実
は
そ
の
小
石
は
非
常
に
高
価
な
宝
石
で
あ
っ
た
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
行
為
者
に
は
「
他

、、

人
の
物
」
を
窃
取
す
る
こ
と
の
認
識
は
確
か
に
あ
る
が
、
そ
の
法
益
侵
害
の
程
度
が
「
軽
微
」
で
あ
る
が
た
め
一
般
に
法
的
に
許
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
錯
誤
論
(
し
か
も
こ
こ
で
は
「
他
人
の
物
を
盗
む
」
と

い
う
認
識
・
認
容
は
あ
る
の
だ
か
ら
、
事
実
認
識
と
し
て
の
故
意
は
あ
り
、
事
実
の
錯
誤
で
は
な
い
て
即
ち
、
違
法
性
の
意
識
を
欠
く
が

ゆ
え
に
故
意
責
任
を
阻
却
す
る
、
と
言
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
他
、
例
え
ば
正
当
防
衛
状
況
に
お
い
て
反
撃
行
為
の
「
過
剰
性
」
に
つ
い
て
の
認
識
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
程
度
の
「
過
剰
性
の
軽
微

な
」
反
撃
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
場
合
に
は
、
厳
格
故
意
説
の
立
場
か
ら
は
、
違
法
性
の
意
識
な
し
と
し
て
過
失
の
過
剰
防
衛

を
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
自
己
の
所
有
に
か
か
る
不
要
に
な
っ
た
小
さ
な
物
置
を
、
こ
の
程
度
の
軽
微
な
「
公
共
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一
定
の
限
度
に
お
い
て
違
法
性
の
意
識
を
欠
く
場
合
が
あ
り
得
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
類
型
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
い
わ
ゆ
る
「
未
必
の
違
法
意
識
」
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題

の
危
険
」
の
発
生
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
焼
般
し
た
場
合
に
も
、

は
、
防
衛
行
為
の
「
相
当
性
」
あ
る
い
は
「
過
剰
性
」
と
い
っ
た
正
当
化
事
由
の
規
範
的
要
素
に
関
す
る
認
識
・
錯
誤
と
か
、
具
体
的
危
険

犯
に
お
け
る
「
公
共
の
危
険
の
発
生
」
と
い
う
規
範
的
構
成
要
件
要
素
(
結
果
)
の
認
識
・
錯
誤
の
問
題
と
密
接
に
か
か
わ
る
。
つ
ま
り
、

「
過
剰
性
」
と
か
「
公
共
の
危
険
」

の
認
識
は
、
概
念
上
は
違
法
性
の
意
識
と
区
別
し
得
る
に
し
て
も
、
実
際
上
は
両
者
の
区
別
が
暖
昧
な

こ
と
が
多
く
、

そ
の
限
界
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
法
益
侵
害
の
「
程
度
・
量
」
の
認
識
に
関
連
し

た
違
法
性
の
錯
誤
は
、
可
能
な
限
り
こ
れ
を
「
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
錯
誤
」
の
問
題
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
法
性
の
錯
誤
と

事
実
の
錯
誤
の
区
別
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

違法性の意識に関する一考察

(
1
)
判
例
は
民
法
七
一

O
条
に
保
護
す
る
名
誉
と
は
「
各
人
カ
其
品
性
徳
行
名
声
信
用
等
ニ
付
キ
世
人
ヨ
リ
相
当
ニ
受
ク
ヘ
キ
声
価
」
で
あ
る
と
し
て
外
部

的
名
誉
と
し
て
理
解
し
て
お
り
(
大
判
明
治
三
九
年
二
月
一
九
日
民
録
一
二
輯
二
二
六
頁
)
、
名
誉
に
対
す
る
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
の
通
説
・
判
例
(
大

判
大
正
五
年
五
月
二
五
日
刑
録
二
二
輯
八
一
六
頁
、
大
判
大
正
一
五
年
七
月
五
日
刑
集
五
巻
コ
一

O
三
頁
、
大
判
昭
和
一

O
年
=
一
月
一
四
日
刑
集
一
四
巻
三

四
九
頁
)
と
符
合
し
て
い
る
。
ま
た
、
民
事
上
も
、
刑
法
二
三

O
条
ノ
一
一
の
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
違
法
性
な
し
と
し
て
民
事
責
任
が
免
責
さ
れ
る

と
い
う
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
(
最
判
昭
和
四
一
年
六
月
一
一
一
一
一
日
民
集
二

O
巻
五
号
一
一
一
八
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
四
二
年
三
月
=
二
日
判
時
四
九
二

号
七
四
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
三
月
二
四
日
判
タ
二
七
人
口
万
三

O
五
号
な
ど
)
。
こ
の
こ
と
は
、
民
事
・
刑
事
に
お
け
る
名
誉
侵
害
行
為
の
保
護
法

益
の
同
質
性
な
い
し
同
種
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
例
え
ば
、
大
阪
高
判
昭
和
=
一
九
年
一

O
月
五
日
下
刑
集
六
巻
九
H

一
O
号
九
八
八
頁
の
事
案
参
照
。
尚
、
弁
護
士
の
業
務
用
鞄
を
奪
取
隠
匿
し
た
行
為

に
つ
き
、
軽
犯
罪
法
一
条
三
一
号
で
は
な
く
刑
法
一
三
一
四
条
の
威
力
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
最
判
昭
和
五
九
年
三
月
一
一
一
二
日
刑
集
三
八
巻
五
号

二
O
三
O
頁
参
照
。
被
告
人
の
動
機
は
、
問
弁
護
士
に
一
方
的
に
恋
慕
し
た
が
交
際
を
断
わ
ら
れ
た
た
め
、
い
や
が
ら
せ
を
し
て
困
ら
せ
よ
う
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
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説

(
3
)
青
少
年
保
護
条
例
に
よ
る
「
淫
行
」
な
い
し
「
み
だ
ら
な
性
行
為
」
の
処
罰
の
問
題
に
つ
き
、
さ
し
あ
た
り
、
宮
津
浩
一

H
安
部
哲
夫
「
児
童
福
祉
法
・

青
少
年
条
例
」
西
原
他
編
『
判
例
刑
法
研
究
第
八
巻
』
(
昭
和
五
六
年
)
四

O
三
頁
以
下
、
法
律
時
報
増
刊
「
青
少
年
条
例
』
(
昭
和
五
六
年
)
、
阿
部
泰

隆
「
青
少
年
保
護
条
例
に
よ
る
『
い
ん
行
、
み
だ
ら
な
性
行
為
』
の
処
罰
山
、
同
」
法
律
時
報
五
七
巻
四
号
六
八
頁
以
下
、
五
七
巻
五
号
八
八
頁
以
下
(
昭

和
六

O
年
)
な
ど
参
照
。

(
4
)
判
例
の
中
に
は
「
み
だ
ら
な
性
行
為
」
と
は
単
に
青
少
年
の
売
春
の
相
手
方
と
な
る
行
為
だ
け
で
な
く
、
「
社
会
通
念
上
是
認
さ
れ
な
い
よ
う
な
不
倫

な
性
行
為
一
般
を
意
味
す
る
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
(
名
古
屋
高
判
昭
和
五
三
年
一

O
月
二
五
日
判
例
時
報
九
一
一
七
号
二
五
三
頁
)
。

(
5
)
判
例
の
中
に
は
「
み
だ
ら
な
性
行
為
」
と
は
、
「
健
全
な
常
識
が
あ
る
一
般
社
会
人
か
ら
み
て
、
結
婚
を
前
提
と
し
な
い
、
欲
望
を
満
た
す
こ
と
の
た

め
に
の
み
行
う
不
純
と
さ
れ
る
性
行
為
」
を
い
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
(
東
京
高
判
昭
和
=
一
九
年
四
月
一
一
一
一
日
東
京
高
検
速
報
一
一
八
二
〔
引
用
は
宮
津

H
安
部
・
前
掲
論
文
四

O
八
頁
に
よ
る
〕
)
。

(
6
)
青
少
年
保
護
条
例
に
よ
る
淫
行
等
の
処
罰
規
定
の
立
法
趣
旨
は
、
一
般
に
、
「
心
身
の
発
育
途
上
に
あ
る
青
少
年
(
原
則
と
し
て
六
歳
以
上
一
八
歳
未

満
の
者
・
本
条
例
〔
岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
〕
二
条
、
以
下
同
じ
)
は
、
心
身
の
未
成
熟
又
は
精
神
と
肉
体
の
発
育
の
程
度
の
不
均
衡
等
か
ら
、

性
的
な
行
為
に
よ
る
不
当
な
影
響
を
受
け
易
く
、
心
身
の
健
全
な
発
育
が
害
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
健
全
な
保
護
育
成
と
い
う

見
地
に
立
っ
て
、
青
少
年
に
対
し
『
み
だ
ら
な
性
行
為
』
及
び
『
わ
い
せ
つ
な
行
為
」
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
」
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
(
名
古
屋
高
判

昭
和
五
三
年
一

O
月
二
五
日
判
時
九
二
七
号
二
五
三
頁
、
他
に
名
古
屋
高
金
沢
支
判
昭
和
四
九
年
五
月
三

O
日
家
裁
月
報
二
八
巻
八
号
九
二
貝
な
ど
)
。

(
7
)
こ
の
点
で
、
「
淫
行
」
概
念
を
厳
格
に
解
釈
し
て
い
る
判
例
(
旭
川
家
決
昭
和
四
一
年
七
月
二
八
日
家
裁
月
報
一
九
巻
一
号
八
一
頁
、
釧
路
家
帝
広
支

決
昭
和
四
八
年
二
月
九
日
家
裁
月
報
二
五
巻
九
号
一
四
九
頁
な
ど
)
が
見
、
つ
け
ら
れ
、
ま
た
、
最
近
の
立
法
に
お
い
て
も
構
成
要
件
の
明
確
化
・
限
定
が

は
か
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
(
阿
部
・
前
掲
論
文
(
下
)
九

O
頁
、
九
四
頁
以
下
参
照
)
。

(8)
行
為
者
は
、
侵
害
法
益
の
「
絶
対
的
軽
微
性
」
の
ゆ
え
に
、
道
徳
的
に
は
と
も
か
く
、
法
的
に
は
民
法
上
の
責
任
も
負
わ
な
い
と
考
え
て
い
る
、
と
い

う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
益
侵
害
の
「
程
度
・
量
」
に
関
す
る
行
為
者
の
判
断
が
違
法
性
の
意
識
に
影
響
を
及
ぽ
す
類
型
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
(
構
成
要
件
該
当
性
な
い
し
違
法
性
の
段
階
で
法
益
侵
害
の
「
絶
対
的
軽
微
性
」
が
問
題
と
な
る
類
型
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
前
田
雅
英
『
可

罰
的
違
法
性
論
の
研
究
」
(
昭
和
五
七
年
)
四
五
二
頁
以
下
と
く
に
四
八

O
頁
以
下
参
照
)
。

(
9
)
も
っ
と
も
、
「
高
価
な
花
」
あ
る
い
は
「
高
価
な
石
」
を
「
違
法
性
を
基
礎
ε

つ
け
る
事
実
」
と
し
て
責
任
と
し
て
の
故
意
を
欠
き
事
実
の
錯
誤
で
あ
る

と
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
人
の
「
花
」
あ
る
い
は
他
人
の
「
石
」
自
体
で
物
の
「
財
物
性
」
は
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

論
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で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
高
価
」
で
あ
る
か
「
安
物
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
認
識
は
故
意
の
成
否
に
関
係
が
な
く
、
量
刑
の
面
で
顧
慮
さ
る
べ
き
事
情
で

あ
る
ま
い
か
(
こ
の
点
に
つ
き
、
井
田
・
前
掲
論
文
(
四
)
法
学
研
究
五
六
巻
一
号
(
昭
和
五
八
年
)
六
八
頁
以
下
参
照
)
。
な
お
疑
問
を
と
ど
め
た
い
。

(ω)こ
の
よ
う
な
類
型
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
「
可
罰
的
違
法
性
の
認
識
」
説
と
重
な
る
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
説

は
、
行
為
者
に
「
可
罰
性
の
認
識
」
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
方
で
故
意
犯
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
責
任
説
と
結
び
つ
く
こ
と

に
よ
っ
て
「
可
罰
性
の
認
識
の
可
能
性
」
で
足
り
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
他
方
で
故
意
犯
の
成
立
範
囲
を
拡
大
す
る
方
向
に
赴
か
さ
る
を
得
な
い
。
厳
格

故
意
説
を
支
持
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
類
型
に
つ
い
て
も
、
行
為
者
に
一
般
的
違
法
性
の
意
味
で
の
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
が
欠

け
る
以
上
、
故
意
犯
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
日
)
最
判
昭
和
二
四
年
四
月
五
日
刑
集
三
巻
四
号
四
二
一
頁
は
過
剰
性
の
認
識
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
過
剰
性
の
認
識
な
き
過
失

の
過
剰
防
衛
の
類
型
に
加
え
て
、
過
剰
性
の
認
識
は
あ
る
が
違
法
性
の
意
識
な
き
過
失
の
過
剰
防
衛
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
責
任
説
な
い
し
制
限
故
意
説
で
は
過
剰
性
の
認
識
が
あ
る
限
旬
、
故
意
の
過
剰
防
衛
だ
け
し
か
成
立
し
な
い
。
事
実
判
断
と
し
て
の
「
過
剰
性
」

判
断
そ
の
も
の
は
、
と
っ
さ
の
さ
し
迫
っ
た
状
況
に
あ
る
行
為
者
に
と
っ
て
微
妙
な
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
違
法
性
の
意
識
と

も
密
接
に
か
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
公
共
危
険
認
識
必
要
説
か
ら
は
、
「
公
共
の
危
険
の
発
生
」
と
い
う
規
範
的
要
素
の
認
識
が
要
求
さ
れ
る
が
、
公
共
危
険
発
生
の
判
断
は
、
行
為
者
に

と
っ
て
も
微
妙
な
も
の
と
な
る
。
判
例
に
は
、
山
腹
の
炭
焼
き
小
屋
を
、
附
近
に
延
焼
し
な
い
よ
う
監
視
し
な
が
ら
焼
鮫
し
た
場
合
に
、
公
共
の
危
険
な

し
と
し
た
も
の
も
あ
る
が
(
広
島
高
岡
山
支
判
昭
和
三

O
年
一
一
月
一
五
日
高
裁
刑
判
特
報
二
巻
二
二
号
一
一
七
三
頁
)
、
同
じ
よ
う
に
、
附
近
に
延
焼

し
な
い
よ
う
監
視
し
て
い
て
も
、
民
家
が
あ
る
程
度
接
近
し
て
い
る
場
合
に
は
、
行
為
者
自
身
、
当
該
行
為
の
「
危
険
性
」
判
断
な
い
し
そ
れ
を
前
提
と

し
た
「
違
法
性
」
判
断
を
誤
ま
る
場
合
が
あ
り
得
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
も
「
危
険
か
否
か
」
と
い
っ
た
事
実
判
断
は
、
違
法
性
の
意
識
と
不
可
分
に
結

び
つ
い
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
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説

結

吉五
日口

論

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
を
要
約
し
、
同
時
に
残
さ
れ
た
問
題
点
を
指
摘
し
、
今
後
の
課
題
を
展
望
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

そ
も
そ
も
本
稿
の
出
発
点
は
、
「
違
法
性
の
意
識
」
と
「
違
法
性
の
錯
誤
」
を
分
か
つ
具
体
的
基
準
は
何
か
、
行
為
者
が
い
か
な
る
心
理

状
態
に
あ
る
と
き
に
違
法
性
の
意
識
が
あ
る
と
言
え
る
か
、

い
わ
ゆ
る
「
未

と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、

必
の
違
法
意
識
」
あ
る
い
は
「
違
法
性
の
意
識
の
現
実
性
(
心
理
的
な
存
在
形
式
こ
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
「
違
法
性
の
意
識
」
と
は
何
か
、
行
為
者
が
い
か
な
る
心
理
状
態
に
あ
る
時

に
違
法
行
為
へ
の
決
意
に
対
す
る
反
対
動
機
を
形
成
し
得
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
行
為
者
が
い
か
な
る
種
類
の
規
範
違
反
を
認
識
し
て
い
る

場
合
に
「
違
法
性
の
意
識
」
あ
り
と
言
え
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
前
提
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
内
容
・
対
象
の
問
題
が
課
題
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
違
法
性
の
意
識
」

の
概
念
規
定
の
問
題
で
あ
り
、

そ
の
認
識
的
(
知
的
)
側
面
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
心
情
倫
理
」
を
責
任
判
断
の
基
準
に
据
え
る
価
値
論
的
考
慮
を
導
入
す
る

立
場
か
ら
、
責
任
主
義
を
貫
徹
す
る
な
ら
厳
格
故
意
説
が
支
持
さ
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
次
い
で
、
違
法
性
の
意
識
は
行
為
者
固
有
の

そ
こ
で
ま
ず
、
本
稿
の
予
備
的
な
考
察
と
し
て
、

良
心
や
価
値
感
情
で
は
な
く
、
客
観
的
に
存
在
す
る
規
範
(
価
値
)
秩
序
と
自
己
の
具
体
的
行
為
と
の
「
符
合
意
識
」
と
し
て
理
解
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た

(
序
説
第
二
節
)
。

本
論
に
お
い
て
、
違
法
性
の
意
識
の
認
識
内
容
に
関
す
る
諸
説
の
主
張
内
容
・
根
拠
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
た
が
、

そ
れ
を
要
約
す
れ
ば

次
の
よ
う
に
な
る
。
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「
前
法
的
規
範
違
反
の
認
識
」
説
は
、
そ
の
論
者
の
主
張
内
容
を
仔
細
に
見
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
法
的
規
範
違
反
の
認
識
と
誰
離
し
た

認
識
内
容
で
満
足
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
反
社
会
性
の
認
識
」
な
ど
の
定
式
は
む
し
ろ
、
法
的
規
範
違
反
の
認
識
を
肯
定
す
る

た
め
の
「
認
定
の
論
理
」
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
局
面
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
定
式
に
お
い
て
は
や
は
り
、

行
為
者
自
身
の
当
該
行
為
に
対
す
る
「
法
的
」
評
価
(
判
断
)

ま
で
も
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い

(
第
一
章
)
。

次
に
、
「
一
般
的
違
法
性
の
認
識
」
説
は
、
違
法
性
の
形
式
的
側
面
あ
る
い
は
実
質
的
側
面
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
相
異
が
あ
る
。
現
在
の
西
ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
は
、
後
者
を
重
視
す
る
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
説
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
我
国
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
必
ず
し
も
自
覚
的
で
な
く
、
「
法
律
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
の
認
識
」
と
し
て
違
法
性
の
意
識

を
捉
え
る
の
が
通
例
で
あ
る

(
第
二
章
)
。

最
近
、
少
数
説
な
が
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
「
可
罰
的
違
法
性
の
認
識
」
説
は
、
実
質
的
責
任
概
念
な
い
し
可
罰
的
責
任
概
念
を
探
求
す
る

そ
こ
で
は
刑
罰
威
嚇
の
も
つ
犯
罪
抑
止
機
能
が
強
調
さ
れ
て
い
る

私
見
に
よ
れ
ば
、
「
前
法
的
規
範
違
反
の
認
識
」
説
は
、
法
と
道
徳
を
混
同
す
る
も
の
で
あ
っ
て
責
任
主
義
に
反
し
、
ま
た
「
可
罰
的
違

立
場
か
ら
展
開
さ
れ
る
が
、

(
第
三
章
)
。

違法性の意識に関する一考察

法
性
の
認
識
」
説
は
、
刑
罰
威
嚇
の
犯
罪
抑
止
機
能
が
過
度
に
強
調
さ
れ
て
お
り
、
刑
法
の
規
範
的
抑
止
(
予
防
)

の
側
面
が
看
過
さ
れ
て

お
り
、
法
規
範
の
実
質
的
価
値
内
容
を
重
視
す
る
「
実
質
的
違
法
性
の
認
識
」
説
が
支
持
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
(
刑
)
法

規
範
の
保
護
す
る
実
質
的
価
値
内
容
と
し
て
の
具
体
的
な
「
法
益
侵
害
(
危
殆
化
)
性
」
を
認
識
し
、
か
っ
そ
れ
が
当
該
行
為
事
情
に
お
い

て
法
秩
序
全
体
の
見
地
か
ら
許
さ
れ
な
い
こ
と
の
認
識
が
あ
る
限
り
、
違
法
性
の
意
識
あ
り
と
舌

性
の
意
識
」
は
個
々
の
刑
罰
法
規
に
関
係
し
た
「
可
分
的
な
」
も
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
は
、
違
法
性
の
意
識
あ
句
と
言
え
る
た
め
に
は
、

当
該
刑
罰
法
規
の
保
護
す
る
具
体
的
な
侵
害
法
益
の
「
種
類
・
性
質
」
を
正
し
く
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
例
外
的
に
、

法
益
侵
害
の
「
程
度
・
量
」
に
つ
い
て
の
認
識
が
違
法
性
の
意
識
の
存
否
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
得
る

(
第
四
章
)
。
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説

違
法
性
の
意
識
を
上
述
の
よ
う
に
概
念
規
定
し
た
う
え
で
、
次
に
、
違
法
性
の
意
識
と
違
法
性
の
錯
誤
の
限
界
が
具
体
的
に
論
じ
ら

子ム
両岡

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
し
当
り
川
「
未
必
の
違
法
意
識
」
の
問
題
に
関
し
て
、

最
終
段
階
に
お
け
る
「
違
法
性
の
可
能
性
」
の
表
象
(
認
識
的
要
素
)

そ
の
限
界
基
準
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
の
意
思
決
定
の

の
存
否
を
問
題
に
す
れ
ば
足
り
、
ま
た
、
未
必
の
違
法
意
識
が
あ
る

場
合
に
も
、
法
的
状
況
が
一
義
的
に
確
定
し
得
な
い
と
き
に
は
、
責
任
非
難
が
滅
軽
・
阻
却
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え

て
い
る
。
凶
「
違
法
性
の
意
識
の
現
実
性
」
の
問
題
に
関
し
て
は
、
西
ド
イ
ツ
の
通
説
は
「
事
物
思
考
的
な
同
時
意
識
」
の
形
式
で
存
在
す

れ
ば
足
り
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
心
理
学
的
法
則
性
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
行
為
者
の
主
観
内
容
は
具
体
的
に
認
定
さ
れ

と
考
え
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

更
に
、
違
法
性
の
錯
誤
と
事
実
の
錯
誤
と
の
区
別
が
微
妙
な
「
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
錯
誤
」
、
「
正
当
化
事
情
の
錯
誤
」
あ
る
い
は
「
法

定
犯
(
行
政
犯
)
に
お
け
る
違
法
性
の
錯
誤
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、
法
規
範
の
実
質
的
価
値
内
容
と
し
て
の
保
護
法
益
を
重
視
す
る
こ
と
か

ら
「
故
意
」
概
念
を
新
た
に
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
解
決
の
方
向
が
示
し
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
点
は
す
べ
て
、
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)
「
未
必
の
違
法
意
識
」
と
「
違
法
性
の
意
識
の
現
実
性
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
く
詳
し
く
検
討
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(
2
)
本
稿
第
四
章
第
一
節
三
註
同
参
照
。
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Eine Betrachtung uber das Unrechtsbetwustsein 
一一一SeinGegenstand und lnhalt一一一

Einleitung 

1 Fragestellung 

2 Gesichtspunkt und Voraussetzungen der Untersuchung 

1. Kapitel Die Kenntnis der vorrechtlichen Normwidrigkeit 

Vorbemerkung 

Arthur Kaufmann 

2 Schmidhauser 

3 Die Lehre und die Rechtsprechung in ]apan 

II. Kapitel Die Kenntnis der allgemeinen Rechtswidrigkeit 

Vorbemerkung 

Mezger 

2 Rudolphi 

3 Die Rechtsprechung in der BRD 

4 Die Lehre und die Rechtsprechung in ]apan 

Choshin NAGAI' 

III. Kapitel Die Kenntnis der strafrechtlichen Rechtswidrigkeit (bzw. der Strafbar. 

keit) 

Vorbemerkung 

F.-Ch. Schroeder 

2 Machino 

町 Kapitel Eigene Auffassung 

Kritische Auseinandersetzung mit den bisherigen Lehrmeinungen und meine 

Stellungnahme 

2 Konkrete Falle 

Schlus 

Zusammenfassung und Ausblick 

Die Aufgabe dieses Aufsatzes ist es， den Gegenstand und lnhalt des Unrechtsbewust. 

• Assistent an der juristischen Fakultat der Universitat Hokkaido 
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seins zu untersuchen， d.h. den Bezugspunkt des Unrechtsbewustseins festzustellen. Diese 

Frage ist von groser Bedeutung， wenn wir das Problem einer Grenzziehung zwischen Un. 

rechtsbewustsein und Verbotsirrtum behandeln. Es handelt sich hier um das intellektuel. 

le Moment des Unrechsbewu品tseins.In der Einleitung zeige ich das obengenannte Prob 

lem. und mache das Gesichtspunkt und die Voraussetzungen folgender Untersuchung 

klar. Erstens， das Gegenstand des strafrechtlichen Schuldvorwurfs ist also die nur auf 

die einzelne Tat bezogene， unrechtliche Einzeltatgesinnung des Taters. Wenn wir das 

Schuldprinzip ernst nehmen， und mit axiologischer Uberlegung die sog. Gesinnungsethik 

anerkennen， so mussen wir， wie Schmidhauser mit Recht sagt， die strenge Vorsatztheorie 

vertreten. Zweitens， das Unrechtsbewuβtsein ist nicht mit dem Vernehmen der verbieten 

den bzw. gebietenden Stimme des eigenen Gewissens oder mit dem eigenen Wertgefuhl 

des Tates identisch. Das U nrechtsbewustsein ist ein“Koinzidenzbewustsein" von irgend. 

einer objektiver Sollensnorm und der Handlung des Taters 

So stellt sich nun die Frage， ob das Unrechtsbewuβtsein als Erfordernis strafrecht 

licher Schuld die Rechtsnorm， die soziale order irgendeine andere Norm zum Bezugspunkt 

hat. Nach Arthur Kaufmann und Schmidhauser ist ein Schuldvorwurf gegenuber dem Ta 

ter schon dann gerechtfertigt， wenn er sich der Sozialschadlichkeit seines Verhaltens 

order des Verstoses gegen eine Grundanforderung des Gemeinschaftslebens， also del 

vorrechtlichen Normwidrigkeit bewust ist; denn bereits damit ist ihm die Moglichkeit 

gegeben， sein Verhalten durch und gema品demverletzten Wert zu motivieren. Auch in 

]apan vertreten einige Rechtsprechungen diese Theorie zusammen mit einigen Gelehrten 

(Takigawa， Ono， Saeki， Schoji usw.) 

Die herrschende Lehre in der BRD und ]apan steht auf dem Standpunkt， das die 

allgemeine Rechtswidrigkeit den Gegenstand des Unrechtsbewustseins zu bilden habe， da 

allein das Recht geeignet sei， den Tater rechtlich zu binden. Rudolphi betont besonders 

den materialen Wertgehalt der Rechtsnorm. Nach seiner Meinung mus Tater， soll ihm 

wegen der Normubertretung ein ungeschmalerter Schuldvorwurf gemacht werden， den 

Unrechtgehalt seines Verhaltens bzw 
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bewustsein. Der BGH erkennt die Tatbestandbezogenheit bzw. Teilbarkeit des Unrechts. 

bewustseins an. In Japan ist allgemein anerkannt， das das Unrechtsbewustsein "die 

Kenntnis von dem rechtlichen Unerlaubten der Handlung" bedeutet. 

Unter der von der Strafzwecklehre her gepragten Schuldauffassung vertritt eine Min. 

derheit (F.-Ch. Schroeder und Machino) eine extreme Ansicht， das eine Kenntnis der 

Strafbarkeit fur das Unrechtsb引lo'ustseinerforderlich ist. Die beiden legen auf die 

praventive Funktion der Strafbedrohung einen besonderen Akzent 

Die Begnugung mit einem Wissen von der vorrechtlichen Normwidrigkeit (also der 

Sozialschadlichkeit oder der blosen Sittenwidrigkeit) der Handlung wurde dem Schuld. 

prinzip und der Trennung von Recht und Sittlichkeit nicht gerecht werden. Die Lehre von 

der Kenntnis der Strafbarkeit ist auch nicht uberzeugend， denn sie verlangt fur die Erhe. 

bung des Schuldvorwurfs zuviel und ubersieht den Aspekt von der normativen Praven. 

tion des Strafrechts. Als Ergebnis unserer Uberlegungen ist festzustellen: Gegenstand des 

Unrechtsbewustseins ist die materiale Rechtswidrigkeit des T込terverhaltens.Tater mus 

also die Bedeutung der Rechtsgutsbeeintrachtigung (bzw.-gefahrdung) und damit das 

rechtliche Unerlaubte seines Verhaltens richtig wenn auch laienhaft erkennen. Wenn Ta 

ter infolge der Fehlannahme vom Mas (bzw. der Quantitat) der Rechtsgutsverletzung sein 

Verhalten irrig fur rechtlich erlaubt halt， hat er kein Unrechtsbewustsein， und zwar be. 

findet sich er in einem Verbotsirrtum (z.B. Verbotsirrtum infolge der Fehlannahme uber 

die Brandgefahr bei der Brandstiftung司 oderinfolge der Fehlannahme uber das Exze品mas

der Verteidigungshandlung in der Notwehr). 
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